
 

第 75 回科学技術・学術審議会 

研究計画・評価分科会 議事次第 

 

日時：令和3 年2 月3 日(水） 

14 時00 分～16 時00 分 

場所：WEB 会議 

   

 

 

１．開会 

 

２．議事  

（１）研究開発課題の評価について 

（２）研究開発プログラム評価の新たな仕組みの議論について 

（３）その他 

 

３．閉会 
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【配付資料】  

○資料1-1-1 原子力科学技術に関する施策マップ 

○資料1-1-2 原子力科学技術委員会による原子力科学技術に関する研究開発課題の中間評価 

結果① 

○資料1-1-3  原子力科学技術に関する研究開発課題の中間評価結果①（案） 

○資料1-1-4 原子力科学技術委員会による原子力科学技術に関する研究開発課題の中間評価 

結果② 

○資料1-1-5 原子力科学技術に関する研究開発課題の中間評価結果②（案） 

 

○資料1-2-1 環境エネルギー科学技術に関する施策マップ 

○資料1-2-2 環境エネルギー科学技術委員会による環境エネルギー科学技術に関する研究開発 

課題の事後評価結果 

○資料1-2-3  環境エネルギー科学技術に関する研究開発課題の事後評価結果（案） 

 

○資料1-3-1 航空科学技術に関する施策マップ 

○資料1-3-2 航空科学技術委員会による航空科学技術に関する研究開発課題の事後評価結果 

○資料1-3-3 航空科学技術に関する研究開発課題の事後評価結果（案） 

 

○資料2-1  研究開発プログラム評価の新たな仕組みについての各分野別委員会等による検討 

状況 

○資料2-2  研究開発プログラム評価の新たな仕組みについての各分野別委員会等の検討状況 

（とりまとめ） 

○資料2-3  第10期における研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実 

施と新たな仕組みの議論についてのまとめ（案） 

 

【参考資料】 

○参考資料1 第10期研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施と研究

開発課題の評価の実施について（平成31年4月17日 研究計画・評価分科会決定） 

○参考資料2 第73回研究計画・評価分科会での議論資料 

○参考資料3 第73回研究計画・評価分科会での審議・議論を踏まえ、各分野別委員会でご議論い

ただきたい２つの視点 

○参考資料4 研究計画・評価分科会の近年の審議状況 

○参考資料5 第 6 期科学技術・イノベーション基本計画について答申素案（統合イノベーション

戦略推進会議（第8回）（1/19））からの抜粋 
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施策マップ 【原子力科学技術関連】

研究開発計画：大目標

安全性・核セキュリティ・廃炉技術の高度化等の原子力の利用に資する研究開発を推進する。さらに、将来に向けた重要な技術である革新的技術の確立に向けた研究開発にも取り組む。東日本大震
災からの復興の障害となっている放射性物質による汚染等への対応が求められている。

大目標達成のために必要な中目標
≪福島第一原子力発電所の廃炉やエネルギーの安定供給・原子力の安全性向上・先端科学技術の発展等≫
エネルギー政策や科学技術政策等を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、廃炉や放射性物質による汚染への対策等に必要な研究開発を推進すること、及びエネルギーの安定供
給や原子力の安全性向上、先端科学技術の発展等に資する研究開発成果を得る。
≪原子力分野の研究・開発・利用の基盤整備について≫
原子力に係る人材の育成・確保、核不拡散・核セキュリティに資する活動、国際協力の推進、電源立地対策としての財政上の措置などを通じ、原子力分野の研究・開発・利用の基盤整備を図る。
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原子力システム研究開発事業
革新的原子力システム（原子炉、再処理、燃料加工）の実現に向け、競争的研究資金制度により提案型公募事業を実施

原子力基礎基盤戦略
研究イニシアティブ
政策ニーズを踏まえた
戦略的プログラム・テーマを
設定し、競争的環境下で
効果的・ 効率的に原子力
基礎・基盤研究を実施

英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

・文科省委託事業

－廃止措置研究人材育成等強化プログラム
国際廃炉研究開発機構（IRID）等と連携し、廃炉に貢献する人材を育成・確保

－原子力基礎基盤戦略研究プログラム
廃炉の加速等に貢献する国際共同基盤研究及び原子力の安全性向上や新たな原子力利用による課題解決に貢献する基礎研究を推進

・ＪＡＥＡ補助金事業 （Ｈ30～）
－廃炉研究等推進事業費補助金によるプログラム

原子力損害賠償・廃炉等支援機構が取りまとめた戦略プラン等に基づき、廃炉現場のニーズを一層踏まえた国内外の研究機関等との
研究開発・人材育成の取組をJAEA廃炉国際共同研究センターを中核として推進

廃止措置等
基盤研究
・人材育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

国際原子力人材育成イニシアティブ
産学官連携による人材育成体制の構築、人材育成のための原子力施設・設備の共同利用の促進

核不拡散・核セキュリティ関連業務
国際的な核不拡散・核セキュリティの向上のため、国際協力の下、アジア地域を中心とした人材育成及び核物質の測定・検知・鑑識技術開発を実施

※国立研究開発法人が実施する研究開発は含まず
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資料１-１-１
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第75回）） R３．２．３
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原子力科学技術に関する 

研究開発課題の中間評価結果① 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年１２月 

原子力科学技術委員会 

 
 
 
 

資料 1-1-２ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 
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原子力科学技術委員会委員 

 

 

          氏名             所属･職名 

主査    山口 彰     東京大学大学院工学系研究科教授  

主査代理  出光 一哉    九州大学大学院工学研究院教授  

伊藤 聡子    フリーキャスター  

遠藤 典子    慶應義塾大学グローバルリサーチインス 

ティテュート特任教授 

小栗 慶之       東京工業大学科学技術創成研究院先導原 

子力研究所教授  

北田 孝典       大阪大学大学院工学研究科教授  

早田 敦        電気事業連合会専務理事  

新井 史朗       一般社団法人日本原子力産業協会理事長  

髙本 学         一般社団法人日本電機工業会専務理事  

竹内 純子       NPO 法人国際環境経済研究所理事・主席研 

究員  

中島 健         京都大学複合原子力科学研究所教授  

八木 絵香       大阪大学 CO デザインセンター教授  

横山 広美       東京大学国際高等研究所カブリ数物連携 

宇宙研究機構教授 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係

の内容を明確に記載すること。 
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国内外組織との連携体制

ISCN内の設備

バーチャル・リアリティ(VR)システム 核物質防護実習フィールド

赤外線センサ

忍び返し付
ネットフェンス

マイクロ波センサ

核物質の不法取引等で警察当局に押収される核物質に関し、精密な測定に
より当該物質のウラン・プルトニウムの同位体組成、含まれる不純物の元素組
成、精製年代、粒子形状を明らかにし、その核物質の由来の特定を可能とす
る技術開発を行う。

核鑑識技術開発

【核鑑識技術例】

不純物の元素組成の測定結果

走査型電子顕微鏡による
ウラン粒子形状写真

外国産ウラン 日本産ウラン

監視カメラ

○ 2010年4月、ワシントンで行われた第1回核セキュリティ・サミットにおいて、日本原子力研究開発機構に核不拡散・核セキュリティ総合支援センター
（ISCN）を設置すること、より正確で厳格な核物質の検知・鑑識技術の確立・共有を表明。

○ 2011年度より、国際的な核不拡散・核セキュリティ強化の観点から、ISCNにおいて、以下の事業を実施。
人材育成
アジア初の人材育成拠点として、アジア諸国を中心に核物質防護トレーニングなどを行い、核不拡散・核セキュリティ分野の人材育成を支援。
技術開発
我が国の研究開発機能・能力を活用した高度な核物質の測定、検知及び核鑑識の技術開発等を実施。

事 業 概 要

核不拡散・核セキュリティ関連業務 令和２年度予算額：508百万円
（前年度予算額：513百万円）

放射線イメージング技術などを用いた核・放射性物質
の検知技術（イメージ図）

広域かつ迅速な核・放射性物質検知技術開発

大規模イベントや大型商業施設
等において、核物質や放射性物
質を使用したテロ行為を未然に
防ぐため、広範囲で迅速に核・
放射性物質を検知する技術開
発を行う。

ガンマ線カメラなどの導入

人 材 育 成 技 術 開 発

予算額等の変遷

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

予算額（人材育成） ２８８百万円 ２８８百万円 ２８８百万円 ２８８百万円 ２７３百万円

予算額（技術開発） ２３７百万円 ２３１百万円 ２１５百万円 ２３９百万円 ２４０百万円

研修実績数 ５３１名 ５２８名 ５２２名 ４１４名 ４１４名

技術開発数 ４課題 ４課題 ４課題 ４課題 ４課題
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中間評価票 

（令和２年１１月現在） 

１．課題 3 名 核不拡散・核セキュリティ関連業務（核不拡散・核セキュリティに関する

取組の強化） 

２．研究開発計画との関係 

 

施策目標：国家戦略上重要な基幹技術の推進 

 大目標（概要）： 

原子力科学技術については、安全性・核セキュリティ・廃炉技術の高度化等の原子

力の利用に資する研究開発を推進する。さらに、将来に向けた重要な技術である革新

的技術の確立に向けた研究開発にも取り組む。 

中目標（概要）： 

原子力に係る人材の育成・確保、核不拡散・核セキュリティに資する活動、国際協

力の推進、電源立地対策としての財政上の措置などを通じ、原子力分野の研究・開発・

利用の基盤整備を図る。  

重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)： 

核セキュリティ・サミットのコミットメントである国際的な核不拡散・核セキュリ

ティへの貢献の観点から、国際及び国内の動向を踏まえつつ核物質の測定・検知、核

鑑識等、核不拡散・核セキュリティ強化に必要な技術開発や核不拡散・核セキュリテ

ィ分野の人材育成等を行う。 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

  １．人材育成：国際的な核不拡散・核セキュリティ強化に貢献する観点から、アジア

諸国等を対象とするコースを、毎年度、過去 3年間の平均回数以上開催する。 

    

トレーニングコース開催数（回） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

21 22 22 21 17 

 

２．技術開発：学会等での発表や論文等での発表数 

 

研究発表数（件） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

37 59 40 27 41 

 

本課題が関係するアウトカム指標：   

１．人材育成：各コースが受講対象国における核不拡散・核セキュリティ分野におけ

る能力構築に資するものとして評価を受けている。 

【達成状況】2019 年 7 月の ASEAN＋3 エネルギーセキュリティフォーラムにおいて、

エネルギー大臣共同声明として ISCN の継続的な人材育成支援に謝意が示され、同年
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12月には米国エネルギー省国家核安全保障庁からもISCNの人材育成支援を評価する

コメントが行われるなど、受講対象国での効果・効用が認識されている。 

２．技術開発：核鑑識及び核物質の測定検知の技術開発等を行い、研究課題の成果を

国際社会へ共有する。 

【達成状況】 

国際会議・学会等に参加して最新の成果を公表するとともにプレス発表や解説記事

などで成果の共有を行い、学会賞の受賞や作成した光弾性散乱コードが Geant-4 に

採用されるなどした。ワークショップを 2 回開催し、IAEA や DOE の専門家からプロ

ジェクトの評価を受け、いずれも高い評価を受けた。 

 

３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

 

事業全体の状況 

 平成 22 年第１回核セキュリティ・サミットにおけるナショナル・ステートメントの中、

核テロの未然防止イニシアティブとして、アジア地域の核セキュリティ強化を目的に設置

した日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）に核不拡散・核セキュリティ

総合支援センター（以下「支援センター」という。）を活用し、平成 23 年度から核不拡散

（保障措置）・核セキュリティに関する人材育成、核検知・核測定、核鑑識に関する技術開

発を実施。 

 

●人材育成 

主にアジア諸国等の原子力新興国及び国内を対象として、国際原子力機関（IAEA）、米国

エネルギー省（DOE）等との協力の下、原子力機構の人材・設備等を活用しつつ、以下のと

おり人材育成を実施。 

 

＜実施内容＞ 

核セキュリティ及び核不拡散分野において、以下に述べる 3 種類のトレーニングコース

を実施。同分野におけるアジア初の人材育成拠点として、重要な役割を果たした。 

 

 核セキュリティコース 

支援センターは、核物質防護実習フィールド※1 とバーチャル・リアリティ（VR）

システム※2の 2 つの設備を有しており、実際の設備及び仮想的な空間の両方を活用

し、核物質防護の考え方や IAEA 勧告文書の概要、防護システムの性能試験、内部脅

威対策、核セキュリティ文化、核鑑識などに関する実地演習を含む実践的なトレー

ニングを実施。 

   ※1 実際の核物質防護設備（防護フェンス、侵入検知センサー、カメラ等）に触れ、その特性

などを体験しながら学習できる施設 

※2 3D に再現された仮想の原子力施設や核物質防護設備を用いて視覚的な体験学習ができる
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設備 

 保障措置・計量管理制度コース 

原子力機構の施設やVRシステムを活用し、IAEA保障措置制度（追加議定書を含む）、

核物質の計量管理手法・技術などに関する実地演習を含む実践的なトレーニングを

実施。 

 国際枠組みコース（二国間協力） 

支援対象国との核不拡散・核セキュリティ分野の二国間協力を進めるため、具体的

協力内容を確認するためのセミナーを対象国にて実施。アジア地域の主要国に対し

ては、平成 26 年度までに概ね実施しており、その後テーマを絞ったトレーニング（核

セキュリティ、保障措置等）の提供等に進展している。 

 

＜成果＞ 

平成 27 年度から令和元年度の各コースの実施回数・参加者数は以下のとおり。 

コース名 実施回数（回） 参加者数（名）（延べ人数）※3 

核セキュリティコース 78 1,879 

保障措置・計量管理制度コース 24   496 

国際枠組みコース 1   34 

合    計 103 2,409 

※3 他のコースと重複して出席した者については、それぞれカウント。 

 

【核不拡散・保障措置分野】 

 核不拡散分野、とりわけ保障措置分野について IAEA 保障措置協定等の円滑な履行に

資するため、少量議定書対象国等、各国の状況やニーズに応じたトレーニング、非

破壊測定の実習等を実施。 

 EC/JRC と保障措置に用いる非破壊分析トレーニングコースを開発し、共催で実施。 

 アジア原子力協力フォーラム（FNCA）核セキュリティ・保障措置プロジェクトで追

加議定書の良好事例集作成に協力した。特にアジア太平洋保障措置ネットワーク

（APSN）では人材育成のワーキンググループリーダーを務め良好事例の共有を行っ

た。 

 

【核セキュリティ分野】 

 ガイドライン策定に実績を有する IAEA との間で協力取決めに基づき、共催トレーニ

ング、専門家の相互派遣等を実施。また、DOE や欧州委員会共同研究センター（EC/JRC）

との協力取決めに基づき、トレーニングコースの共同開発、講師相互派遣等を実施。 

 日中韓のセンターの連携を強化。IAEA の NSSC (International Network of Nuclear 

Security Training and Support Centres)にて韓国及び中国のトレーニングセンター

と構築したアジア地域ネットワーク（ARN）が、地域協力のモデルに採用。 

 核物質防護システムの性能評価試験、図上演習、輸送セキュリティ、核鑑識等、最

新の動向を踏まえたトレーニングコースを開発・実施。 
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 国内事業者の核セキュリティ文化醸成活動支援を拡充。原子力発電所での講演会へ

の講師派遣に加え、少人数のシナリオ討論プログラムを開発して支援した。 

 

上記人材育成支援活動の成果について、対象国ニーズとの評価と更なる向上を資するべ

く、過去のトレーニング参加者に対しアンケート調査と面談によるフォローアップ評価を

平成 27 年度より実施している。 

  

●技術開発 

 核不拡散・核セキュリティの確保・強化のため、核不拡散・核セキュリティに資する技

術開発の取組については、原子力に関する先進的な技術を有する我が国の国際的な貢献が

求められている。国際的なニーズ及び本分野での技術開発状況を俯瞰した上で技術開発課

題を同定し、そのうち、原子力機構が有するリソースや国際協力を有効活用することで国

際的に貢献できる可能性があるものを選定し実施。 

 

＜実施内容＞ 

【核物質の測定・検知に係る技術の開発】 

 核不拡散及び核セキュリティ分野に共通する基盤技術として以下の非破壊測定技術開発

を実施。 

 

 アクティブ中性子非破壊分析(NDA)技術開発(平成 27 年度～) 

高い放射能を含む使用済燃料などに含まれる核物質等の測定を可能とすべく、中性

子照射により放出されるガンマ線、中性子線などの検知による非破壊分析手法の基

礎技術開発を実施。EC/JRC との協力等を通じて、社会実装に向けて、DT 中性子管な

どを導入した小型の非破壊分析装置開発等を実施。 

 

 核共鳴蛍光非破壊分析技術実証試験(平成 27～令和元年度) 

従来の技術では困難とされてきたコンテナ等に隠匿された厚い遮へい体中にある

核物質を検知するため、大強度単色ガンマ線（レーザー・コンプトン散乱ガンマ線）

を用いる核共鳴蛍光 NDA 技術開発を実施。令和元年度には、量子科学技術研究開発

機構、兵庫県立大学と協力し、模擬核物質を遮へい物中から検知する技術実証試験

をニュースバル施設（兵庫県立大）にて実施。 

 

 先進プルトニウムモニタリング技術開発(平成 27～平成 29 年度) 

再処理施設の保障措置をより効果的・効率的に実施するため、国際原子力機関 

(IAEA) は、再処理施設全体の核物質のリアルタイムな監視を技術的課題と掲げてい

る。本研究技術開発では、再処理施設の FP、及びマイナーアクチニドを含む高放射

性廃液 Pu 溶液の Pu をモニタリングする技術の適用性調査研究（フィジビリティス

タディ）を日米共同で研究を実施。 

 

【核鑑識に係る技術の開発（平成 27 年度～）】 

 核物質の不法取引等により警察当局に押収された核物質について、当該物質のウラン・
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プルトニウムの同位体比や精製年代の同定により核物質の由来を特定する技術開発を DOE

及び EC/JRC との協力の下に実施。 

平成 26 年度までに確立した核鑑識基盤技術に関する知見をもとに、核鑑識技術の高度化

を DOE 及び EC/JRC との協力の下実施し、従来よりも迅速かつ信頼性の高い分析結果を提供

可能な高度な核鑑識技術を開発した。また、平成 30 年度からは、核・放射線テロ事象発生

後を対象とした核鑑識技術及び AI などを応用した革新的な核鑑識技術の基盤研究を世界

に先駆けて進めている。 

 

【核セキュリティ事象における魅力度評価に係る研究（平成 30 年度～）】 

 日米核セキュリティ作業部会（NSWG）の下、核燃料サイクル施設に対する核セキュリテ

ィ上の 3 つの脅威である、核爆発装置(NED)、放射性物質の飛散装置（RDD）の製造を目的

とした盗取、原子力施設の妨害破壊行為（サボタージュ）といった核セキュリティ事象に

対し、包括的な核・放射性物質の魅力度評価手法を日米共同で開発している。また新たな

評価指標を確立するため、模擬試料を使った実験や魅力度を削減する方法調査も進めてい

る。 

  

＜成果＞ 

研究発表数（平成 27～令和元年度） 

技術開発名 研究発表数 

核共鳴蛍光 NDA 技術実証試験 29 

アクティブ中性子 NDA 技術開発 126 

先進プルトニウムモニタリング技術開発 16 

魅力度評価研究 2 

核鑑識技術開発 25 

そのほか 

（補助金事業の成果に関する解説、シンポジウムやワークシ

ョップでの発表など） 

21 

 

 ５件の技術開発を実施し、上記のとおり基盤技術の確立・向上が図られた。また、これ

らの技術開発の成果については、国際シンポジウムでの開催・発表などを通じて国際社会

と共有、また公表情報は全て原子力機構のデータベースに登録することで、いつでも外部

から参照できるようにし、国際的な核不拡散・核セキュリティ強化に貢献している。なお、

中間評価以前のプロジェクトや、終了後のプロジェクトについては引き続き成果の公表を

進め、また、技術の一部を継承して開発を進めるなど成果の最大化を進めている。成果の

一部は、学会賞受賞や国際的に利用されているシミュレーションツールの一部への採用に

つながっており、外部から高い評価を受けるなど、学術的な貢献も果たしている。 

 

（２）各観点の再評価 
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●人材育成 

＜必要性＞ 

 ○評価項目 

 国際的な原子力の平和利用の推進において必須の要素である核不拡散及び核セキュ

リティ分野の人材育成における、我が国の積極的かつ指導的な関与・貢献の必要性 

 ○評価基準 

 国際社会からのニーズ 

 

福島第一原子力発電所事故後においても、原子力発電の導入、拡大の国際的な潮流は続

いている一方で、依然として核拡散、核テロが懸念される国際的な状況は継続している。

このような中、日本が展開してきた広範な原子力活動とそれを支える様々な原子力関連施

設の運営で蓄積してきた保障措置や核セキュリティ分野における知見や経験を広く国際社

会に共有することは、原子力平和利用を進める上で一層重要であり、平成 23 年度の事業開

始以来、国際的な核不拡散・核セキュリティ分野の人材育成の更なる改善を図りながら貢

献を続けている。 

支援センターの活動については国際社会からの強いニーズがあり、ASEAN 諸国や IAEA か

らは支援センターの研修に関して高い評価を受けている上、毎回の研修の募集に際しては、

継続的に募集枠を超えた応募が寄せられている状況にある。 

 

上記により、本事業の必要性は高いと評価できる。 

 

＜有効性＞ 

 ○評価項目 

 核不拡散・核セキュリティ分野の人材育成効果 

 ○評価基準 

 研修に対する評価 

 研修後のフォローアップを通じた有効性の評価 

 

 人材育成への貢献についての有効性・効果は、受講者がトレーニングコース等をどのよ

うに受け止め、トレーニングによって学んだ内容を実務にどう反映しているかによって測

られる。 

研修終了後のアンケートでは受講者からの満足度は高く、トレーニングの内容が受講者

に十分伝わっているものと考えられる。その背景として、これらのアンケート結果や研修

中の小テスト結果を分析し、受講者のニーズとレベルに合った研修を提供するよう、その

後の研修の内容や構成の検討に活かしている。さらに、DOE との協力取決めに支援センタ

ーのトレーニング品質管理に関する協力を追加し、質の高い研修の提供に努めている。 

またトレーニング終了直後だけでなく受講から 5 年程度経過した元参加者へのフォロー

アップ調査を平成 27 年度から実施して確認している。 

 

上記により、本事業の有効性は高いと評価できる。 
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＜効率性＞ 

 ○評価項目 

 人材育成支援事業をより効率的に実施するための方策の妥当性 

 ○評価基準 

 他の国の機関や国際機関との講師の相互派遣等を通じたリソースの共有（他の国の

支援センターとの連携、役割分担の検討を含む） 

 原子力機構が有する既存のリソースの活用 

 各省庁との連携 

 

事業を効率的に実施するために、類似のトレーニング等を提供する他国の機関や国際機

関と協力・連携・調整を行い、相互補完の構築、重複の排除を図るとともに、原子力機構

が有するリソースや国内他機関の能力を最大限活用している。 

国際的な協力の具体例としては、協力取決めを有する IAEA、DOE 及び EC/JRC と講師の相

互派遣及び研修プログラムの共同開発・実施等を行うほか、韓国、中国の人材育成センタ

ーとともに講師の相互派遣及びトレーニングを共同で実施。日中韓のアジア地域ネットワ

ーク（ARN）は IAEA の NSSC にて、地域モデルに採用されるなどプラットフォームとしての

機能を確保した。さらに、アジア地域で実施するトレーニングについては、その近隣国で

進んだ知見を有する専門家を講師として招いたほか、一層効率的な実施に向け、アジア地

域の国同士の相互支援を通じたより自立的な協力枠組を形成した。 

国内的には、保障措置分野のトレーニングにおいて原子力機構の施設を活用し、実務担

当者による講義を行うことで、実習の効果をあげながら効率的な事業の運営を行っている

ほか、核セキュリティのトレーニングにおいて、国内の関係省庁を支援センターの研修に

講師として招へいする等リソースの有効活用に努めている。 

 

上記により、本事業の効率性は高いと評価できる。 

 

●技術開発 

以下の評価項目については、個々の研究開発課題に特化せず、核不拡散・核セキュリテ

ィ技術開発全般について記述。 

 

＜必要性＞ 

○評価項目 

・核不拡散・核セキュリティ、原子力を取り巻く国際情勢を背景にした、日本が核不

拡散・核セキュリティ分野の技術開発で貢献することの必要性 

○評価基準 

  ・国際情勢や国際社会のニーズへの適合性 

・我が国が技術開発で貢献していることを国内外に示していること 

 

核拡散や核テロへの懸念が高まる中で、日本は先進的な原子力技術を有する国として技

術開発の面での貢献が期待されており、本分野の技術開発を推進することを核セキュリテ

ィ・サミット等において表明してきた。 
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IAEA や国際社会で認識されている核不拡散・核セキュリティ上の技術課題・ニーズに対

応し適切な技術開発テーマに対する取り組みを心掛け、技術開発の方向性について、IAEA

の研究開発計画、ニーズ調査を反映したアプローチを行っている。 

研究進捗状況や研究成果に関しては、学会等の発表に加えワークショップを開催し成果

を共有するとともに、IAEA などが開催する国際会議・シンポジウムや米国とのワーキング

グループ等にて成果を報告するとともに、国際情勢を踏まえたニーズの掘り起こしを図っ

ている。 

また本事業は、若手の職員や任期付研究員などが技術開発に携わっており、次世代の中

核的な研究者の育成、核不拡散・核セキュリティコミュニティの活性化にも寄与している。 

 

以上のことから、本事業の必要性は高いと評価できる。 

  

＜有効性＞ 

○評価項目 

・核セキュリティ強化等のための知の創出、知的基盤の整備への貢献及び技術開発成

果の国際社会との共有 

・実用化を念頭においた技術開発の検討 

○評価基準 

・国際会議、学会等を通じた、国際社会との成果の共有や技術貢献 

 ・ワークショップ等による外部専門家からのレビュー 

 

技術開発で得られた成果を有効に発信するため、学会等の発表に加え、IAEA が開催する

核不拡散・核セキュリティに関する国際会議・シンポジウム、米国とのワーキンググルー

プワークショップ等にて成果の公開・共有を進め、公表情報は原子力機構のデータベース

に登録し外部からの参照を促している。顕著な成果に関してはプレス発表による情報発信

も行い、成果の一部は学会賞を受賞するなど学術的にも高く評価されている。開発した計

算コードは公開され、国際的に利用されている計算ツールの一部として採用されるなど国

際的な技術貢献も見られる。研究の節目においては、関係者や専門家を集めたワークショ

ップを企画・開催し、評価を受け事業計画に反映している。前回の中間評価以降は 3 課題

についてのワークショップを開催し、外部専門家からは高い評価を受けている。 

 

以上のことから、本事業の有効性は高いと評価できる。 

 

＜効率性＞ 

○評価項目 

・ 研究開発をより効率的かつ効果的に実施するための方策 
○評価基準 

・原子力機構が有する既存のリソースの活用 

・他の国の機関や国際機関との共同研究の実施を通じたリソースの共有 

 

技術開発に必要な施設、核物質などは、原子力機構が有する既存のリソースをできる限
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り活用し進めている。また要素技術開発においては、外部機関と協力して、相互に施設を

有効活用しつつ基礎的な試験を行うことが肝要であり、時間的にも経済的にも有効に研究

課題に取り組むことができる。国外機関としては、EC/JRC がその一つで、標準核物質試料、

中性子照射などの実験利用が行われた。国内機関では、大学や研究機関との共同研究を締

結して加速器施設など施設の特徴を生かした実験を展開した。さらに、相互の知見を活か

し、DOE 傘下の国立研究所や警察、大学との連携による技術開発も展開している。 

 

以上のことから、事業の効率性を確保できていると評価できる。 

 

人材育成及び技術開発事業は、支援センター長が定期的に各課題の実施状況レビューを

行い、本レビューに基づく計画の見直しなど PDCA サイクルを回してマネジメントを実施し

ている。また、国際シンポジウム、ワークショップ等において、外部専門家からの評価・

助言等を受け、適宜、事業に反映している。 

 

（３）科学技術基本計画等への貢献状況 

知を総合的に活用することで核不拡散・核セキュリティ分野における世界的な枠組みに

積極的に貢献し、原子力の平和利用の推進を通じて国際社会の平和と発展に積極的に関与

することは、まさに科学技術基本計画の基本的な考え方を具体的に展開し、その実現に貢

献するものである。 

さらに核セキュリティにおいては、課題解決に向け国内外機関との協力関係を結びつつ、

基礎技術開発、技術の高度化、実証試験などを進めた。なお、高い放射能を有する試料中

の核物質の非破壊測定技術は、廃炉における核物質管理にも資すことができる。 

以上のことから、科学技術基本計画が掲げる、核セキュリティ・廃炉技術の高度化等の

原子力の利用に資する研究開発を進めていると評価できる。 

 

【参考】（科学技術基本計画（平成 28 年 1月 22 日閣議決定）） 

第１章 基本的考え方 

（１）現状認識 

 また、我が国そして世界が抱える課題は増大し、複雑化している。 

 我が国は、エネルギー、資源、食料等の制約、（略）といった課題を抱えている。 

 

 世界を見渡すと、世界人口は増加し続け、食料や水資源等の不足は一層深刻さを増しており、感染症やテ

ロの脅威、（略）、地球規模の課題が山積している。国家間の相互依存関係が深まっていく中で、こうした諸

課題に対し、我が国は世界的な枠組みにも積極的に貢献しつつ、先進国の一員として、新興国や途上国の人々

と共に国際社会の平和と発展に積極的に関与していくことが求められている。その際、アジアの科学技術先

進国である我が国が、課題解決と経済成長とを同時に達成する経済・社会システムの構築に向けた取組を、

人文社会科学と自然科学との知を総合的に活用して推進し、世界に発信していくことが重要である。 

 

第３章 経済・社会的課題への対応 

（１）持続的な成長と地域社会の自律的な発展 

① エネルギー、資源、食料の安定的な確保 
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ⅰ）エネルギーの安定的な確保とエネルギー利用の効率化 

（略）加えて、化石燃料の高効率利用、安全性・核セキュリティ・廃炉技術の高度化等の原子力の利用に資

する研究開発を推進する。 

（４）今後の研究開発の方向性 

 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する。 

理由：  

特に地球温暖化対応の観点からの原子力発電の導入拡大、イランや北朝鮮の核問題、核

テロへの懸念の増大等を背景に核不拡散・核セキュリティ強化の重要性に対する認識が国

際的に高まっていることを踏まえ、本事業を継続・発展させる。本事業を継続・発展させ

るに当たって支援センターに以下の役割を期待したい。 

 核不拡散・核セキュリティ分野におけるアジア地域のプラットフォームとして、国

内外の行政官、事業者等による人材ネットワークの構築、他の国の支援センターと

の連携強化 

 活動内容の定期的なレビュー、その結果の今後の活動への反映 

（５）その他 

将来、より効果的かつ広域な貢献を果たすには下記が有効であり、今後検討したい。 

・より広域な貢献のため、人材育成においては国内大学との連携、技術開発においては、

福島第一原子力発電所の廃炉に関する国際連携を行う原子力機構廃炉環境国際共同研究セ

ンター（CLADS）等との連携など、他分野・他機関との協力 

・開発した技術の社会実装において、実際の機器製作のコスト、オペレーション時に係

る人員等の陣営検討 

・人材育成において、核不拡散・核セキュリティ分野で活躍するのに必要な専門知識、

また連携・接点する分野を記載したマップなど、キャリア形成に資する資料の作成 
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原子力科学技術に関する 

研究開発課題の中間評価結果① 

（案） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和３年２月 

科学技術・学術審議会 

研究計画・評価分科会 

（以下、【資料 1-1-2】に同じ） 

 

資料１-１-３ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 
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原子力科学技術に関する 

研究開発課題の中間評価結果② 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年１２月 

原子力科学技術委員会 

  

資料 1-1-４ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 
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原子力科学技術委員会委員 

 

 

        氏名         所属･職名 

主査    山口 彰 (※)  東京大学大学院工学系研究科教授 

主査代理  出光 一哉(※)  九州大学大学院工学研究院教授 

      伊藤 聡子    フリーキャスター 

      髙本 学     一般社団法人日本電機工業会専務理事 

      小栗 慶之(※)  東京工業大学科学技術創成研究院先導 

原子力研究所教授 

      早田 敦     電気事業連合会専務理事 

      北田 孝典(※)  大阪大学大学院工学研究科教授 

      中島 健     京都大学複合原子力科学研究所教授 

      新井 史朗    一般社団法人日本原子力産業協会理事長 

      八木 絵香    大阪大学 CO デザインセンター教授 

      遠藤 典子    慶應義塾大学グローバルリサーチインステ 

ィテュート特任教授 

      横山 広美    東京大学国際高等研究所カブリ数物連携 

宇宙研究機構教授 

      竹内 純子    ＮＰＯ法人国際環境経済研究所理事・主席 

研究員 

 

（※）：国際原子力人材育成イニシアティブにおける個別課題に参画し、利害関係を有す

るため、本評価には参画していない。 
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国際原子力人材育成イニシアティブの概要 

 

１． 課題実施期間及び評価時期 

課題実施期間：平成 22 年度～ 

評価時期：中間評価 平成 27 年度及び令和 2年度 

 

２． 研究開発概要･目的 

原子力人材の育成・確保は、原子力の基盤を支え、より高度な安全性を追及し、原

子力施設の安全確保や古い原子力発電所の廃炉を円滑に進めていく上で不可欠であ

る。一方、原子力教育を行う講師や放射性物質等を扱える原子力施設は限定的である

ことから、産学官の関係機関が連携することによって、人材育成資源を有効に活用す

るとともに、企業や社会から求められる人材像をより適確に把握することによって、

効果的・効率的に人材育成を行う。 

具体的には、以下の項目について事業を実施した。 

 

① 原子力人材育成ネットワークの構築 

➢「機関横断的な人材育成事業」における個別課題の一つとして、ＪＡＥＡ及び一

般社団法人日本原子力産業協会が連携して運営を行う原子力人材育成ネットワー

クの構築を支援。（平成 22 年度から 24 年度、平成 27 年度に中間評価） 

② 施設・設備の共同利用の促進事業 

➢ 大学や研究機関、企業等が有する原子力施設等の共用により、当該施設を所有

する機関のみならず外部の機関に向けて実験・実習の機会を広く提供することに

より、人材育成を実施。（平成 22 年度から 24 年度、平成 27 年度に中間評価） 

③ 機関横断的な人材育成事業 

➢ 関係機関の連携によるネットワーク化を図るとともに、それぞれの機関が有する

人材育成資源を持ち寄り集約的に実施することで効果的・効率的・戦略的な人材育

成を実施。（平成 22 年度から継続中、平成 27 年度及び令和 2年度に中間評価） 

 

平成 22 年度～令和元年度 

■期間：3年 

■対象機関：大学、民間企業、独立行政法人等 

■補助額（H30 公募）：初年度は 2000 万円程度、次年度以降は前年度の交付額を 

超えない額 

令和 2年度～ 

■期間：7年 

■対象機関：大学、民間企業、独立行政法人等 

■補助額（R2 公募）：初年度はフィージビリティスタディ(FS)として 1500 万円程度、 

FS 審査・評価後は年間最大 7000 万円程度 
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④ 復興対策特別人材育成事業 

➢ 原子力災害への理解の促進や、プラントシミュレータを利用したシビアアクシ

デント演習等、原子力安全の一層の高度化を図る上で基盤となる安全・危機管理

に係る人材育成を実施。（平成 24 年度から 27 年度、平成 27 年度及び令和 2年度

に中間評価） 

 

３． 研究開発の必要性等 

事前評価時（平成 22 年 8 月）に示された研究開発の必要性等 

（１）必要性 

世界的に原子力利用が拡大する中、我が国が国際競争力を維持・強化しつつ、

原子力利用先進国として原子力安全確保や核不拡散等の分野で原子力新規導入国

を支援するには、優れた人材が必要である。その一方、大学における原子力学

科・専攻や研究用原子炉等が減少している中、我が国の原子力人材育成能力を

質・量ともに強化するためには、産学官の関係機関連携を強化し、国内のリソー

スを有効活用しながら優れた人材育成プログラムを整備することが必要である。 

 

（２）有効性 

原子力人材育成ネットワークの構築により、我が国の人材育成施策を総合的に

調整し、戦略的な人材育成の実施が可能となる。産学官の連携による原子力人材

育成ネットワークを構築し、個別機関が有する施設、教員、カリキュラム等のリ

ソースを有機的に連携・利用した人材育成により、高度で質の高い人材育成プロ

グラムの実施が可能となる。また、原子力発電の新規導入国に対し人材育成面で

支援をすることは、我が国の国際競争力向上に寄与する。 

 

（３）効率性 

大学の原子力学科・専攻や研究用原子炉等が減少している中、産学官の関係機

関の連携を強化し、国内のリソースを有効活用するとともに、優れた人材育成プ

ログラムを整備し共同利用することで、効率化が図れる。 

 

中間評価時（平成 28 年 3 月）に示された研究開発の必要性等 

（１）必要性 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月）においても明記されているとおり、東京

電力福島第一原子力発電所の廃炉や原子力の安全性向上のため、人材の育成・確

保の重要性は一層増しているところであるが、人材育成の現場は、教員や施設等

の人材育成資源の面で多くの課題を抱えている。国としては、原子力を志望する

学生の動向等の社会的な情勢や各機関の現場のニーズを踏まえながら長期的な視

点に立ち、引き続き本事業を進めて行く必要がある。 

 

（２）有効性 

本事業の実施により、原子力人材育成ネットワークでの取組や産学官の連携を活

用しながら、個別機関が有する教員や施設等の人材育成資源の有機的な連携・活用
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を図ることで、高度で質の高い人材育成プログラムの実施や原子力利用先進国とし

ての国際貢献が期待できる。 

 

（３）効率性 

本事業の実施により、各機関が有する施設や教員、教育プログラム等の人材育

成資源を有効活用することで、効率的な人材育成が図られる。なお、補助期間が

終了した各個別課題においては、その後の取組の定着が課題である。 

 

（４）今後の研究開発の方向性 

本事業は、各機関の独創的な人材育成の取組を支援するものとなっており、エネ

ルギー基本計画等の政策に加え、人材育成を取巻く課題や各機関からのニーズを考

慮の上、今後とも継続すべきである。また、原子力科学技術委員会 原子力人材育

成作業部会では現在、原子力人材を取巻く現状や課題を踏まえた今後の原子力人材

育成に係る政策の在り方について、調査・検討を進めているところであり、その結

果や人材育成施策の継続性に関する検討を踏まえて、本事業の改善に適宜反映する

必要がある。 

 

４． 予算（執行額）の変遷 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

予算額（百万円） 355 299 208 208 205 228 229 
(要求額) 

 

５． 課題実施機関･体制  

大学、独立行政法人、公益社団・財団法人、民間企業等 

 

（※１）原子力安全研究協会 

（※２）令和２年度よりＰＤ・ＰＯ体制を導入 

ＰＤ：山本 章夫（名古屋大学大学院工学研究科総合エネルギー工学専攻教授） 

ＰＯ：黒崎 健（京都大学複合原子力科学研究所教授） 

＜令和２年度 課題実施機関･体制＞ 

＜平成２２年度～令和１年度 実施体制＞ 

文部科学省 

 

受託者 

連携・協力機関 

連携・協力機関 

受託契約 

支援業務受託機関※１ 

文部科学省 

ＰＤ・ＰＯ※２ 
課題管理等 

 

受託者 

連携・協力機関 

連携・協力機関 

事務委託契約 

受託契約 
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６． その他 

採択課題一覧 （今回の中間評価の対象である平成 27 年度以降に実施していた課題） 

平成２５年度  

代表機関 課題名 

近畿大学 
実践的技術能力と国際的視野育成を目指す原子炉実習プログラムの開発（復興対策特別人材育成事

業） 

日本原子力発電株式会社 原子力発電現場体感教育（復興対策特別人材育成事業） 

東京大学 総合的な科学技術マネジメントのできる原子力人材育成プログラム（復興対策特別人材育成事業） 

東京工業大学 
国際原子力教育ネットワークによる戦略的原子力人材育成モデル事業（復興対策特別人材育成事

業） 

東北大学 
原子炉安全性向上に資する実践的教育システムの構築 ～シミュレーション技術を活用した横断型

新世代原子力人材の育成～（復興対策特別人材育成事業） 

東海大学 原子力国際基準等を基盤とした多層的な国際人材育成 

長岡技術科学大学 放射線利用施設を用いた実践的原子力技術者育成の高専・大学一貫教育 

日本原子力発電株式会社 原子力産業分野におけるロボット技術を担う人材育成 

九州大学 
総合的原子力人材育成カリキュラムの開発 ～計算機シミュレーションを活用した実践的原子力実

験・演習プログラムの整備～ 

三菱重工業株式会社 軽水炉プラント安全確保の体験的研修 

 

平成２６年度  

代表機関 課題名 

福井大学 原子力人材の総合的育成にむけた原子力発電所立地機関の連携教育体制構築 

北海道大学 オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育 

日本原子力発電株式会社 理工系大学生のための原子力発電現場技術教育 

国立高等専門学校機構 国立高等専門学校における原子力基礎工学分野での教育システムの確立 

量子科学技術研究開発機構 機関連携による多面的放射線リスクマネジメント専門家育成 

 
平成２７年度  

代表機関 課題名 

東京学芸大学 教員養成系大学の特長を活かした高度原子力教育カリキュラムの開発 

東京大学 安全かつ合理的な原子力発電所廃止措置計画及び実施のための人材育成 

筑波大学 原子力災害による環境・生態系影響リスクマネージメント人材育成事業 

大阪府立大学 大規模放射線施設を利用した人材育成 

京都大学 京都大学原子炉実験所における原子炉実験教育の高度化のための基盤整備 

若狭湾エネルギー研究センター 福井の原子力資源を活用した廃炉本格化時代に向けた人材の育成 

福井工業大学 原子力に夢を持つ、廃炉を見据えた国際原子力技術者育成 

原子力安全技術センター 高いレベルの放射線管理技術者キャリアアップ研修 

東京都市大学 耐震原子力安全技術者育成のための実践的な教育体系の構築 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 企業大型施設における軽水炉燃料および耐震の安全性に関する実習 

北海道大学 世界最高水準の安全性を実現するスーパーエンジニアの育成 

日本原子力学会 文部科学省放射線副読本の理解を促進する学習システムの検討・整備 

 
平成２８年度  

代表機関 課題名 

東京工業大学 グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業 

日本アイソトープ協会 看護職の原子力・放射線教育のためのトレーナーズトレーニング 

近畿大学 日韓の教育用原子炉を有効活用した国際原子力実習の開催 

東北大学 放射性廃棄物処理・処分における分離・分析に関する教育 

三菱重工業株式会社 ＰＷＲ設計技術を基盤とした原子力人材の育成 

福島大学 廃止措置への取組を当該地域として継続的に支えていくための人材育成事業 
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平成２９年度  

代表機関 課題名 

国立高等専門学校機構 国立高専における原子力分野のキャリアパス拡大に向けた人材育成の高度化 

北海道大学 オープン教材の活用による原子力教育の受講機会拡大と質的向上 

 
平成３０年度  

代表機関 課題名 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 軽水炉プラント，炉心燃料および燃料サイクルの安全技術に関する実習 

東京大学 国際的視野を持つ廃止措置マネジメントエキスパート育成 

福井工業大学 世界に通用する原子力プロフェッション育成 

福島工業高等専門学校 グローバルな視点から原子力関連企業とバックエンド事業を理解する実践的人材育成 

福井大学 原子力立地環境を生かした原子力人材育成ネットワークの強化 

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社 原子炉および燃料に関するリスクとその制御を体得する研修 

 
令和元年度  

代表機関 課題名 

若狭湾エネルギー研究センター 廃止措置最先端技術・知識の習得による原子力技術者の育成 

東京工業大学 国際原子力人材育成大学連合ネットワークによる原子力教育基盤整備モデル事業 

三菱重工業株式会社 軽水炉プラント及び燃料に関する安全設計技術の体験的研修 

筑波大学 原子力緊急時対応と放射性廃棄物処理・処分を支える高度人材育成事業 

近畿大学 教育訓練用原子炉を有効活用するための実習システムの充実化 

東北大学 大学の大型ホットラボを活用した放射性廃棄物分離分析・原子力材料に関する人材育成プログラム 

 
令和２年度 

代表機関 課題名 

東京工業大学 原子力エネルギー高度人材育成統合拠点 

東北大学 大型実験施設群を活用した実践的・持続的連携原子力教育カリキュラムの構築 

北海道大学 機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築 

福井大学 原子力技術の継承と継続的な人材育成を目指した福井県嶺南地域の国際原子力人材育成拠点形成 

近畿大学 大学研究炉を中心とした原子力教育拠点の形成 

国立高等専門学校機構 ネットワーク形成を通じた高専における原子力人材育成の高度化 
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中間評価票 

 

（令和２年１０月現在） 

１．課題名 国際原子力人材育成イニシアティブ  

２．研究開発計画との関係  

施策目標：国家戦略上重要な基幹技術の推進 

 

 大目標（概要）：原子力科学技術については、安全性・核セキュリティ・廃炉技術の高度

化等の原子力の利用に資する研究開発を推進する。さらに、将来に向けた重要な技術

である革新的技術の確立に向けた研究開発にも取り組む。 

 

 中目標（概要）：原子力に係る人材の育成・確保を通じ、原子力分野の研究・開発・利用

の基盤整備を図る。 

 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：原子力教育を行うことのできる講師や放射

性物質等を扱うことのできる原子力施設は限定的であることから、社会環境の変化を

踏まえ、産学官の関係機関が連携することにより、人材育成資源を有効に活用すると

ともに、企業や国際社会から求められる人材像をより適確に把握し、効果的・効率的・

戦略的に人材育成を行うことを目的とする。 

 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

・課題件数（件） 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

課題件数（合計） 27 22 19 15 15 18 

 内 新規採択課題数 12 6 2 6 6 6 

 内 継続課題数 15 16 17 9 9 12 

新規採択課題採択倍率 1.6 1.6 4 2.6 1.3 1.8 

 

 本課題が関係するアウトカム指標： 

・産学官の関係機関の連携により、効果的・効率的・戦略的に原子力人材を育成する。 

実施課題における研修等の延べ受講者数（人） 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

研修等の延べ受講者数 5,823 4,070 5,925 4,925 3,860 
3,310 

(見込み) 
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３．評価結果 

（１）課題の進捗状況 

事業全体について 

本事業では、企業や社会から求められる人材を的確に把握し、産学官の関係機関の連

携によって人材育成資源を有効に活用して効果的・効率的・戦略的に人材育成を行う取

り組みに対して、補助金の交付を行ってきている。また、成果物については、各実施機

関のホームページ掲載や学会発表等を通じた積極的な公表を推奨している。 

 

前回の中間評価では、原子力科学技術委員会原子力人材育成作業部会の検討を踏ま

え、事業の改善を図る必要性について指摘がなされた。原子力科学技術委員会原子力人

材育成作業部会の議論については、平成 31 年度以降は、同原子力研究開発・基盤・人

材作業部会に引き継がれ、以下の視点から、改善の方向性についての検討が行われた。 

・我が国全体として、原子力分野の人材育成機能を維持・充実することが重要。 

・一方、現行事業の成果・達成目標については、実習・育成対象とする人数に重点が

置かれており、採択課題の実施が一過性のイベント開催となる傾向にあり、補助

期間終了後に機関が自立的に事業を継続することが困難な要因となっている。 

・現行事業では個々の課題の進捗を十分に確認・管理する体制が整備されていない。 

 

上記を踏まえ、令和 2年度からは事業スキームを大幅に見直した。まず、我が国全体

として原子力分野の人材育成機能を維持・充実していくため、人材育成や組織体制の強

化に向けて、産業界や他分野との連携・融合等を含めた幅広い観点から、複数の機関が

連携した中長期的な取組（補助期間は 7年間）を支援することとした。また、課題の管

理については、プログラムディレクター（ＰＤ）、プログラムオフィサー（ＰＯ）によ

る進捗確認、指導をすることとした。7年間の補助期間中に、複数の機関が連携してコ

ンソーシアムを形成し、以下の人材育成機能の中核拠点を形成し、補助期間終了後も自

立的・持続的な人材育成を推進する拠点を構築することを目指すこととした。 

①構成機関の相互補完による体系的な専門教育カリキュラムの構築や、講義・実習の

高度化・国際化 

②原子力施設や大型実験施設等を有する機関及びこれらの施設の所属する立地地域の

原子力教育の充実への寄与 

③国際機関や海外の大学との組織的連携による国際研鑽機会の付与 

④産業界や他分野との連携・融合の促進 

 

個別課題の進捗状況 

個別課題の採択にあたっては、審査評価委員会において書類審査及びヒアリング審査

を行い、提案課題を採択している。平成 27 年度（前回中間評価年度）～令和 2年度の

公募での合計採択件数は 38 件であり、教育機関（大学、高専）を中心に幅広い機関に

おける人材育成の取組を支援しているところである。 
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・教育機関（大学、高専）…………28 件 

・メーカ        ………… 5 件 

・研究機関等      ………… 5 件 （合計  38 件） 

※補助期間を 1年間としたフィージビリティスタディを含む。 

 

また、平成 27 年度以前の採択課題について、平成 27 年度以降継続して実施している

課題は 15 件である。  

 

上記の 53 件の個別課題において、海外機関も含めた多くの協力機関とも連携の上、

研究施設における実習の実施や教育プログラムの整備・共有が行われており、原子力分

野を含めた幅広い理工系分野の大学生や高等専門学校生等の参加実績を上げていること

から、当初の目的である産学官の関係機関の連携や各機関が有する人材育成資源の整

備・有効活用が着実に進んでいるといえる。 

平成 27 年度からの公募の平均倍率は 2.2 倍程度あり、競争性のある環境の下で、優

れた課題を採択することができている。また、課題終了時にも、最終的な成果に対して

外部有識者で構成される審査委員会により事後評価を実施しており、その評価結果は公

表されている。（https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/gensi/1339050.htm） 

 

（２）各観点の再評価 

＜必要性＞ 

 ○評価項目 

  国費を用いた人材育成として意義 

 ○評価基準 

  国や社会のニーズに適合しているか、国が関与する必要性・緊急性はあるか 

 

原子力分野の人材確保の必要性については、これまで様々な提言がなされている。最

近では、エネルギー基本計画（平成 30 年 7 月閣議決定）が、原子力関連技術のイノベー

ションを促進することが求められ、このためには、「産学官の垣根を超えた人材・技術・

産業基盤の強化を進める」ことが重要であると指摘している。また、令和元年度の原子

力白書では「原子力分野を担う人材の育成」が特集され、原子力分野の維持・発展のた

めには、研究開発を行う人材の育成や確保を図ることが必要であることや優秀な人材を

輩出する好循環を構築することが重要であることを指摘している。 

また、原子力研究開発・基盤・人材作業部会の検討においても、原子力安全の確保や

更なる向上とイノベーションの促進という観点を図るためには、グローバルな視野を持

ち、新しい知を創造し、多様な者と共創しつつ、課題解決へ向け挑戦することができる

優れた人材の育成が必要不可欠との認識が示されている。一方、原子力に係る学部・学

科の改組等により、原子力分野の人材育成機能が脆弱化する中で、緩やかな協力の下で

個別の大学等が人材育成を行うという従来の体制を越え、今後は、我が国全体として原

子力分野の人材育成機能を維持・充実していくことが課題となっていると結論づけられ

ている。 

以上のことから、本事業の「必要性」は、引き続き高いと評価できる。 
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＜有効性＞ 

 ○評価項目 

  機関横断的な人材の養成 

 ○評価基準 

  本課題で採択した個別課題における研修等の延べ受講者数、事後評価において、計画

通りの成果が挙げられ、又は見込まれるとされた A 評価以上の課題の件数割合 

   

各個別課題で多様な人材育成プログラムを実施しており、多様な学習機会を学生に提

供できたと評価できる。 

 

【個別課題の例】 

○ グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業 

（H28～H30 東京工業大学） 

原子力教育・研究に携わる国内 18 大学の連携の下、平成 22 年度より構築してき

た「国際原子力人材育成大学連合ネットワーク」を発展させ、「国際原子力基礎教

育 TV セミナー」や「実践的原子力安全教育道場（研修）」、海外大学への学生派遣

などを実施。 

 

 

○ 教育訓練用原子炉を有効活用するための実習システムの充実化（R1～R3 近畿大学） 

近畿大学原子炉を活用した原子炉実習を開催するとともに、テレビ会議システム

を活用した原子炉遠隔実習システムを整備。韓国・慶熙大学校原子炉センターと連

携して国際的な原子炉実習を開催。 

 

 

原子炉遠隔実習システムの整備 

圧力容器下の見学 

（福島第２原子力発電所４号機） 
学生の研究紹介 
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○ 看護職の原子力・放射線教育のためのトレーナーズトレーニング 

（H28～H30 公益社団法人日本アイソトープ協会） 

看護養成課程に携わる教員や保健師に対して放射線看護に関する教育プログラム

を整備・実施し、放射線看護の教育に携わることのできる教員等を育成。 

 

 

○ 軽水炉プラント、炉心燃料および燃料サイクルの安全技術に関する実習 

（H30～R2 東芝エネルギーシステムズ） 

原子力発電の全体システムを統合されたシステムとして理解でき、現場ごとの差異

にも適切に対応できる人材を育成することを目的として、大学生等に対して、炉物理

実習コース、耐震実習コース、プラント・燃料サイクル実習コースを提供。 

 

 

また、各採択課題の事後評価結果は以下のとおりであり、それぞれの教育プログラム

の有効性や効率性についても外部有識者から一定の評価がなされている。 

 

年度 H27 H28 H29 H30 

総課題件数 10 5 11 6 

 内 A 評価以上の課題件数 7 3 6 6 

A 評価以上の課題件数割合 70% 60% 55% 100% 

 

さらに、令和 2 年度以降は、複数の機関が連携してコンソーシアムを形成することに

より、より効果的に各教育機関の人材育成機能の共有や補完を図ることとしている。 

以上のことから、本事業の「有効性」は高いと評価できる。 

 

 

 

耐震実習 シミュレータ実習 炉物理実習 

トレーナーズトレーニング研修（講義） 放射線測定器を用いた自然放射線の測定 移動型Ｘ線撮影装置の利用時の防護方策 
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＜効率性＞ 

 ○評価項目 

  計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性 

 ○評価基準 

  人材養成をより効率的かつ効果的に実施するための方策はとられているか 

 

事業の実施に当たっては、外部有識者による評価に基づいて、優れた提案の採択を行

っている。また、事業終了後には当初の目標が達成できたか等を評価する事後評価を実

施している。さらに、令和 2年度からは、外部有識者による FS 評価や中間評価を実施す

る予定であるとともに、PD・PO による各課題のヒアリングや各課題が参加するワークシ

ョップが実施されており、進捗管理を強化している。 

以上のことから、事業の「効率性」を確保できていると評価できる。 

 

（３）科学技術基本計画等への貢献状況 

第５期科学技術基本計画では、第３章（１）①の中で、「原子力の利用に資する研究開

発の推進」を掲げている。また、第４章では、「科学技術イノベーションを支える人材力

を徹底的に強化する」ことの必要性が指摘されている。 

本事業は、原子力に係る多様な人材の育成を産学官が連携して進める事業であり、科

学技術基本計画に貢献する事業であると判断できる。 

 

（４）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。 

理由：原子力分野の人材育成の必要性は引き続き高く、本事業の寄与に期待するところは

大きい。令和 2 年度には、事業スキームを大きく変え、我が国全体として原子力分野の

人材育成機能を維持・充実を図るため、複数の機関によるコンソーシアムの形成に着手

したところである。この方向性については、人材育成を取巻く課題や大学等のニーズに

あったものと評価できる。今後は、この目標が達成できるよう着実に事業を進めるとと

もに、多様な人材養成ニーズに対応していくことも期待される。なお、これまでアウト

カム指標としてきた研修等の延べ受講者数以外にも、事業の成果を評価するために適切

な指標が考えられる。育成された人材や取組の定着等を評価するための方策についての

検討も求めたい。 

 

（５）その他 

※ 研究開発を進める上での留意事項（倫理的・法的・社会的課題及びそれらへの対応）

等を記載する。 
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原子力科学技術に関する 

研究開発課題の中間評価結果② 

（案） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和３年２月 

科学技術・学術審議会 

研究計画・評価分科会 

（以下、【資料 1-1-4】に同じ） 

 

資料 1-1-５ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 
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2013（H25） 2014（H26） 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30）

地球環境情報統融合プログラム
地球観測・予測、社会・経済データとの統合解
析、成果の情報発信やその国内外の利活用の
促進などに必要な研究開発。

2019（R1） 2020（R2）

省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発
省エネルギー社会の実現に向け、理論・シミュレーションも活用した材料創
製からデバイス化・システム応用まで、窒化ガリウム（GaN）等の次世代半
導体の研究開発を一体的に加速するため、産学官が結集した研究開発拠
点を構築。

2021（R3）

【JST】低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業（LCS）
望ましい社会の姿を描き、その実現に至る道筋を示す社会シナリオ研究を推進し、低炭素社会実現のための社会シナリオ・戦略を提案

【JST】戦略的創造推進事業 社会技術研究開発 「フューチャー・アース」構想の推進
気候変動の予測研究の成果を課題解決につなげる国際的取組（フューチャー・アース構想）に、企業、自治体、大学・研究機関等のステークホルダーと連携し国際的
な共同研究を推進

地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム（DIAS）地球規模課題
の解決に貢献するため、地球観測データや気候変動予測結果、社会経済
データ等を統合解析し、科学的・社会的に有用な情報を創出するための共
通的プラットフォームを構築。

気候変動適応研究推進プロ
グラム
気候変動適応研究の推進、
適応策検討への科学的知見
の提供。

気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）
気候変動に係る最先端研究を社会実装という出口へと橋渡しする協働
体制をシステムとして設計・構築することで、自治体における最適な適
応策策定等の支援を実現する。

気候変動リスク情報創生プログラム
気候変動リスク管理に必要となる基盤的情報の創出に向けて、
気候変動の確率的予測技術の開発や、精密な影響評価技術の
開発を推進。

統合的気候モデル高度化研究プログラム
気候変動に係る政策立案や具体的な対策の基盤となる気候モデルの高度
化等により、気候変動メカニズムの解明や高精度予測情報の創出を推進。

2022（R4）

1

施策マップ（環境エネルギー分野）
【研究開発計画 中目標】
・エネルギーの安定的な確保と効率的な利用、温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現するため、低炭素化技術の研究開発を大学等の基礎研究に
立脚して推進するとともに、 温室効果ガスの抜本的排出削減を実現する革新的な技術の研究開発を推進する。
・国内外の気候変動予測に活用されるよう、気候変動予測モデルの高度化等を進め、より精確な将来予測に基づく温暖化策目標・アプローチの策定に貢献する。
・気候変動適応策の立案・推進のため、高分解能での気候変動予測や気候モデルのダウンスケーリング、気候変動影響評価、適応策の評価に関する技術等の研究開発を推進する。
・地球観測データ等をビッグデータとして捉え、環境エネルギーをはじめとする様々な社会・経済的な課題の解決等を図るプラットフォームの構築を図る。

国内外における気候
変動対策に活用する
ための気候変動予測・
影響評価技術の開発

地球環境情報プラット
フォームの構築

地域レベルでの気候
変動適応に活用する
ための気候変動影響
評価・適応策評価技術
の開発

・大学等の基礎研究に
立脚した新発想に基
づく低炭素化技術の
研究開発
・温室効果ガスの抜本
的な排出削減のため
の明確な課題解決の
ための研究開発

【JST】戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA）
リチウムイオン蓄電池に代わる革新的な次世代蓄電池の研究開発を加速するとともに、温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、かつ従来技術の延長線上にない、
世界に先駆けた画期的な革新的技術の研究開発を推進。

【JST】未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域
2050年の抜本的な温室効果ガス削減に向けて従来技術の延長線上にない革新
的エネルギー技術の研究開発を推進。

：内局事業

：中間評価

：事後評価

：事前評価

第10期期間

【理研】
創発物性科学研究事業

バイオマス工学に関する連携促進事業

環境資源科学研究事業

地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業
地球環境データを蓄積・統合解析するデータ統合・解析
システム（DIAS）を活用した地球環境分野のデータ利
活用を推進するとともに、国、自治体、企業等の意思決
定に貢献する気候変動対策を中心とした地球環境デー
タプラットフォーム（ハブ）の実現を推進。

革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研
究開発事業
GaN等の優れた材料特性を実現できるパワーデバイス
やその特性を最大限活かすことのできるパワエレ回路
システム、その回路動作に対応できる受動素子等を創
出し、省エネ・高性能なパワエレ機器の創出を実現。

2023（R5）

資料１-２-１
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第75回）） R３．２．３
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環境エネルギー科学技術に関する 

研究開発課題の事後評価結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年２月 

環境エネルギー科学技術委員会 

資料 1-２-２ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 
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環境エネルギー科学技術委員会委員 

 

主査       高村ゆかり※  国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター教授 

主査代理    江守 正多   国立研究開発法人国立環境研究所 

地球環境研究センター 副研究センター長 

石川 洋一  国立研究開発法人海洋研究開発機構 

付加価値情報創生部門情報エンジニアリング 

プログラム プログラム長（上席技術研究員） 

沖  大幹  国立大学法人東京大学 

未来ビジョン研究センター 教授 

奥  真美  公立大学法人東京都立大学 都市環境学部 

都市政策科学科 教授 

加藤 昌子  国立大学法人北海道大学大学院 

理学研究院 化学部門 教授 

堅達 京子    株式会社 NHK エンタープライズ 

エグゼクティブ・プロデューサー 

佐々木一成    国立大学法人九州大学 主幹教授・ 

水素エネルギー国際研究センター長（副学長） 

嶋田 知英   埼玉県 環境科学国際センター 研究企画室長 

清水 史彦  三菱ケミカル株式会社 

Science & Innovation Center Polymer Laboratory所長 

竹ケ原啓介  株式会社日本政策投資銀行 執行役員 

産業調査本部副本部長 

兼 経営企画部サステナビリティ経営室長 

中山 慶祐  JXTG エネルギー株式会社 中央技術研究所 

技術戦略室 事業創出推進グループマネージャー 

一般社団法人産業競争力懇談会事務局長代理 

波多野睦子  国立大学法人東京工業大学 工学院 教授 

本郷  尚  株式会社三井物産戦略研究所 国際情報部 

シニア研究フェロー 

本藤 祐樹  国立大学法人横浜国立大学大学院 

環境情報研究院 教授 

山地 憲治  公益財団法人地球環境産業技術研究機構 

副理事長・研究所長 

 

※ 利害関係者にあたる江守主査代理、石川委員、沖委員、嶋田委員、本郷委員について

は評価に加わっていない。 
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気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT） 

事後評価調整グループ 構成員一覧 

 

 

 

                    （敬称略） 

 奥  真美 公立大学法人東京都立大学 都市環境学部 都市政策科学科教授 

 

◎ 鬼頭 昭雄 一般財団法人気象業務支援センター研究推進部 第一研究推進室 

研究員 

 

 三枝 信子 国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター長 

 

 竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部副本部長  

兼 経営企画部サステナビリティ経営室長 

 服部 敦 国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部 

水防災システム研究官（令和 2年 7月～） 

 天野 邦彦 国土交通省国土技術政策総合研究所 研究総務官（～令和 2 年 7

月） 

 渡部 雅浩 国立大学法人東京大学大気海洋研究所 教授 

◎主査 
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気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）の概要 

 

１． 課題実施期間及び評価実施時期 

平成 27 年度～令和元年度 

中間評価 平成 29 年度、事後評価、令和２年度 11 月 

 

２． 研究開発概要･目的 

我が国のあらゆる地域で気候変動適応策の立案を支える、気候変動予測技術、影響

評価技術などの共通基盤的技術を活用できるよう、技術開発の進捗管理や出口戦略

の策定等のマネジメントを行う機関（社会実装機関）が、研究開発法人・企業・大

学と連携して、政府の適応計画や社会ニーズを踏まえた、汎用性の高い技術や共通

基盤的なアプリケーションを開発する。開発した技術などを自治体等へ移転し、最

適な適応策の組合せの導入や適応に関する民間企業等の活動への展開につなげる。

具体的には、信頼度の高い近未来予測技術や超高解像度ダウンスケーリング技術等、

必要な技術シーズを組み合わせた予測技術・影響評価技術の開発を実施する。開発

にあたっては、社会実装機関のマネジメントの下、研究機関が連携して取り組むと

ともに、気候変動にかかる最先端研究を自治体の適応計画や企業の適応策にかかる

新規事業といった出口へと橋渡しする協働体制をシステムとして設計・構築するこ

とで、地方自治体等における最適な適応策の組合せや新たなビジネス創出等の支援

を実現する。 

３． 研究開発の必要性等 

必要性： 策定される適応計画に科学的根拠を与え、地球環境が直面する諸課

題に効果的に対応する手段の一つとして適応計画を社会に定着させる

ため、本プログラムの必要性は高い。 

有効性： 適応策は、気候変動の影響の解明を基礎として講じられるべきであ

り、本プログラムで開発する技術はこれに必要不可欠なものであるこ

とから、本プログラムの有効性は高い。 

効率性： 技術開発終了後の自立的な社会実装を進めるため、マネジメント機

関が適応策立案に関するニーズを有する機関や技術シーズを有する機

関と連携・協力して技術開発を行うシステム設計を行うこととしてお

り、創出した最先端の基盤情報等を、出口である社会実装へと確実に

つなげるための効率的な実施体制が設計されている。 
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４． 予算（執行額）の変遷 

年度 H27(初年度) H28 H29 H30 R１ 総額 

予算額 576 百万円 517 百万円 430 百万円 374 百万円 354 百万円 2,251百万円 

 

執行額 576 百万円 517 百万円 430 百万円 374 百万円 354 百万円 2,251百万円 

 

 

５． 課題実施機関･体制 

① プログラム・ディレクター（PD）、サブプログラム・ディレクター（サブ PD） 

 PD 木村富士男（筑波大学 名誉教授）（～平成 30 年 10 月） 

三上正男（一般財団法人 気象業務支援センター 参与）（平成 30 年 11 月～） 

 サブ PD（技術開発担当） 三上正男（一般財団法人 気象業務支援センター 参与）     

（～平成 30 年 10 月） 

 サブ PD（社会実装担当） 栗栖 聖（東京大学大学院 工学系研究科 准教授） 

 

② 課題１：気候変動適応技術社会実装プログラムにおける社会実装の着実な推進 

研究代表者   国立研究開発法人 科学技術振興機構 津田博司 

主管研究機関  国立研究開発法人 科学技術振興機構 

共同研究機関  学校法人 法政大学 

一般財団法人 リモート･センシング技術センター 

（課題担当順、以下同様） 

 

③ 課題２：信頼度の高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウンスケーリング技術の

開発 

研究代表者   国立研究開発法人 海洋研究開発機構 石川洋一 

主管研究機関  国立研究開発法人 海洋研究開発機構 

共同研究機関  国立大学法人 京都大学学術情報メディアセンター 

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

農業環境変動研究センター 

国立大学法人 東北大学大学院理学研究科 

国立大学法人 京都大学防災研究所 

国立大学法人 北海道大学 

国立大学法人 東京工業大学 

国立大学法人 長崎大学 

国立大学法人 室蘭工業大学 
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国立大学法人 九州大学 

埼玉県 

国立大学法人 筑波大学 

 

④ 課題３：気候変動の影響評価等技術開発に関する研究 

研究代表者   国立研究開発法人 国立環境研究所 肱岡靖明 

主管研究機関  国立研究開発法人 国立環境研究所 

共同研究機関  国立大学法人 東北大学 

国立大学法人 福島大学 

国立大学法人 九州大学 

国立研究開発法人 森林総合研究所※ 

国立研究開発法人 農業・食品産業総合研究機構 

農業環境変動研究センター 

国立大学法人 茨城大学 

国立研究開発法人 農業・食品産業総合研究機構 

果樹茶業研究部門※ 

NEC ソリューションイノベータ株式会社 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

国立研究開発法人 京都大学防災研究所 

国立大学法人 筑波大学 

公立大学法人 兵庫県立大学 

学校法人 名城大学 

国立大学法人 岐阜大学地域減災研究センター 

公立大学法人 高知工科大学 

長野県環境保全研究所 

※ 事業見直しにより平成 30 年度より、地域適応コンソーシアム事業（環境省）で

実施 
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事後評価票 

 

（令和２年４月現在） 

１．課題名 気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT） 

２．研究開発計画との関係 

施策目標：環境エネルギーに関する課題への対応 

大目標（概要）： 

気候変動適応情報にかかるプラットフォーム等において、ダウンスケーリング等によ

る高解像度のデータなど地域が必要とする様々なデータ・情報にもアクセス可能とする

とともに、地方公共団体が活用しやすい形で情報を提供する。また、地方公共団体が影

響評価や適応計画の立案を容易化する支援ツールの開発・運用や優良事例の収集・整

理・提供を行う。（「気候変動の影響への適応計画」（平成 27 年 11 月閣議決定）） 

 

中目標（概要）： 

効率的・効果的な気候変動適応策の立案・推進のため、不確実性の低減、高分解能で

の気候変動予測や気候モデルのダウンスケーリング、気候変動影響評価、適応策の評価

に関する技術の研究開発を推進する。 

 

重点的に推進すべき研究開発の取組（概要）： 

＜地域レベルでの気候変動適応に活用するための気候変動影響評価・適応策評価技術

の開発＞ 

気候変動への適応計画の策定を踏まえ、今後本格化することが想定される地方公共団

体における地域レベルでの気候変動適応策の立案・推進に貢献するため、国における気

候変動研究の蓄積を活かし、地域を支える共通基盤的な気候変動影響評価・適応策評価

技術を開発する。 

 

本課題が関係するアウトプット指標： 

気候変動影響評価・適応策評価技術の研究開発に参画した地方公共団体（都道府県、

市町村）等の数 

 

 

 

 

年度 平成 27 年度 平成28年度 平成 29 年度 平成30年度 令和元年度 目標値 

件 11 11 11 11 11 11 
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本課題が関係するアウトカム指標： 

気候変動影響評価・適応策評価技術の開発の成果を活用し、気候変動適応に関する計

画や対策の立案・検討・実施を開始した地方公共団体（都道府県、市町村）等の数 

 

 

 

年度 平成 27 年度 平成28年度 平成 29 年度 平成30年度 令和元年度 目標値 

件 11 13 17 21 27 24 

３．評価結果 

（１）課題の達成状況      

＜必要性＞ 

評価項目 

・国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、国の関与の必

要性・緊急性） 

評価基準 

・策定される適応計画に科学的根拠を与え、地球環境が直面する諸課題に効果的に対

応する手段の一つとして社会に定着させることができているか。 

 

 気候変動は世界共通の喫緊の課題であり、より一層その対策に向けた取組が求められて

いる。平成 28 年 11 月の「パリ協定」発効以降、我が国では、平成 30 年 12 月に気候変動

適応法が施行され、国の責務として、「国は、気候変動、気候変動影響及び気候変動適応に

関する科学的知見の充実及びその効率的かつ効果的な活用を図る」が規定された。また、

同法に基づき、国は気候変動適応計画（平成 30 年 11 月 閣議決定）や気候変動影響評価

を策定し、地方自治体は地域気候変動適応計画の策定や地域気候変動適応センターの体制

を確保するよう努めるものとされている。このように、国及び地方自治体において、気候

変動適応計画等の策定が進められており、その科学的根拠となる気候予測データ及び気候

変動影響評価のニーズは高まっている。あわせて、科学的知見を国や地方自治体等へと橋

渡しする協働体制を設計・構築することも必要である。また、民間においても ESG 投資1の

拡大、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）2における気候変動リスクの評価等、

産業・金融分野においても事業戦略を検討する上でも予測情報の必要性が高まっている。 

本プログラムは、近未来予測技術や超高解像度ダウンスケーリング3技術の開発により気

                                                   
1 従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素

も考慮した投資 
2 https://www.fsb-tcfd.org/ 
3 粗い空間解像度のデータを、より細かなシミュレーションや空間補間などにより、高解像度化する

こと 
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候予測データを創出し、そのデータも用いて気候変動影響評価等の技術開発を行い、これ

らの成果を社会実装につなげるという、一連のフェーズをすべて含む事業（一気通貫）で

あることが特長である。特に、モデル自治体は研究者等との連携により、研究者が創出す

る各自治体のニーズを踏まえた気候予測データを活用し、気候変動影響評価を進め、適応

策の策定を行っていた。この取り組みは全国の地方自治体等が今後、気候変動適応策の検

討・策定を行うにあたり、参考となるものである。 

 

本プログラムを通して得られた主な科学的知見（適応計画に科学的根拠を与える知見）

は以下の通り。 

＜気候予測データ＞ 

・世界平均の地上気温が産業革命以前と比べて４℃上昇するシナリオにおいて、およそ

2030-2050 年頃の 2℃上昇した世界を対象に、確率的に評価可能な大規模アンサンブル

シミュレーション4データ「d2PDF」を作成し、極端降水、晴天乱気流、やませ等の将来

変化を評価。 

・従来予測データが不足していた日本周辺海域を対象に 2100 年までの海洋 10km および

2km 解像度のアンサンブルシミュレーション予測データセットを開発し、水産分野・海

洋生態系分野の適応策の検討・実施に必要な情報を創出。 

・農業分野などで必要とされる気候要素（日平均・日最高・日最低気温、日積算降水量・

地上風速等）を含んだ新たな気候シナリオ、国土交通省の X バンド MP レーダネットワ

ーク(XRAIN)5を活用した極端豪雨シナリオなど、様々な方法による汎用的ダウンスケー

リング技術を開発。 

・モデル自治体のニーズを踏まえ、力学的ダウンスケーリングにより、佐賀県の高潮や

中部山岳域の積雪などを主対象として数 km の高解像度予測データや、埼玉県の熊谷ス

ポーツ公園や茨城、鳥取の沿岸部を対象に数 m〜数 10m の超高解像予測データを創出。 

 

＜気候変動影響評価技術＞ 

・適応シナリオを適用し、洪水被害、複合水災害、砂浜消失、ダム湖水質等の将来展望

を求め、数値地図情報システムによって地方自治体毎における将来の経済損失（被害額

等）分布を作成。 

・モデル自治体のニーズを踏まえ、地域規模で土砂災害を評価できる緻密なマップ情報、

降雨規模に応じた流木発生量を評価できるモデル、水稲の白未熟粒の発生率を推計する

統計モデル、適応策の経験・ノウハウを蓄積・抽出する機能、熱中症リスク評価モデル、

河川流況及び水資源量影響評価モデル等を開発。 

・漁業環境に影響を与える急な潮流（急潮）等の沿岸環境急変現象の影響評価モデルの

開発により新たな急潮発生機構を解明。 

                                                   
4 不確実性評価やまれにしか生じない事象を再現したり、事象の発生確率を定量的に評価するために、

条件をわずかに変えて行う多数の数値シミュレーション 
5 国土交通省が運用する、高性能気象レーダを用いたリアルタイム雨量観測システム 
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・気候変動による経済的影響評価の推定を実施。例として、全国を対象とした砂浜侵食

の経済的影響や長野県のニーズを踏まえた冬山レクリエーションサービス産業への温暖

化の影響評価を行い、基礎的なデータを作成。 

 

また本プログラムを通して取り組んだ対応手段（適応計画を社会に定着させる取り組み）

は以下の通り。 

＜社会実装＞ 

・全国自治体へのアンケート調査の実施や聞き取り調査により、地域の気候変動リスク

と影響評価・適応策を検討する気候変動適応アセスメント手法の実施、科学者と政策担

当者がワークショップ形式により科学的知見のシーズとニーズについて熟議を行う「適

応自治体フォーラム」の開催等を通じて、適応計画に関する行政ニーズを具体化する一

方で、科学的知見の取扱いや理解の難しさなどの実務的な課題に直面していることを考

察。 

・モデル・ニーズ自治体、全国の都道府県、政令指定都市の各部局への聞き取り調査を

毎年度 20 件程度実施するとともに、アンケート調査を２回にわたって実施し、適応策

の位置づけ、気候予測データの政策立案への利用状況、実装化に向けた促進・阻害要因

等に注目し、適応策に係る潜在的なニーズを抽出・分析。これにより、国や研究機関が

作成・公開したものは信頼がおけることや空間スケールや時間スケールのミスマッチな

どの結果を把握し、関係者間に共有。 

・本プログラムの研究成果の総括的な取りまとめとして、モデル・ニーズ自治体におい

て社会実装した事例等で得られた知見やノウハウについて、一般向け及び自治体行政に

おける活用を意図した『気候変動適応技術の社会実装ガイドブック』6をとりまとめ。例

えば、研究者・科学者と行政担当者、ステークホルダーとの協働により岐阜県で作成し

た「地域適応シナリオ」を構築する手法は、地域の実情に合わせる形で他の自治体（滋

賀県、神奈川県）にも活用が広がっている。 

＜参考＞ 

・東京で 2 回、地方で 3回シンポジウム（＠長野県、岐阜県、鳥取県）を開催。合計 800 名以上が参加。 

・SI-CAT ホームページの総アクセス数は約 23 万回閲覧（月平均で約 5千回）。 

 

このような本プログラムの取組を通じて、気候予測データや気候変動影響評価の科学的

知見の充実、また、自治体と研究者等が共同で計画すること（co-design）・共同で成果を

出していくこと（co-production）による社会実装に向けた取組により、適応計画の社会

定着が図られ、平成 30 年の気候変動適応法の成立にも貢献している。また、今年度とり

まとめ予定の気候変動評価レポート 2020（気象庁・文部科学省）や気候変動影響評価（環

境省）の科学的根拠としても活用されている。さらに、次々期の気候変動影響評価を見据

えた気候予測データセット 2022（文部科学省・気象庁）の一部としても活用が検討され

ている。 

                                                   
6 https://www.restec.or.jp/si-cat/_public/202003/SI-CAT_Social-Implementation_GuideBook.pdf 
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また、モデル自治体の岐阜県、茨城県、長野県においては、行政と研究者等による共同

での計画（co-design）・共同での取組（co-working）を通じた連携体制の強化や農業、防

災等の影響評価結果の適応策への活用が進み、地域気候変動適応センターの設置に繋がっ

ている。特に、岐阜県については、河川管理者や地域住民とのリスクコミュニケーション

を重視した河川洪水・土砂災害の影響評価技術を開発し、地域における豪雨災害適応策の

議論を進展させ、SI-CAT の活動を通じて形成された行政と大学研究者の連携体制を土台

として、「岐阜県気候変動適応センター」を 2020 年 4 月に設置している。 

 さらに、PD、サブ PD、関係機関の地方自治体訪問等によりニーズ収集や意見交換を重ね

た結果、プログラムの当初より参画しているモデル自治体等に加えて、連携を希望する自

治体等（大阪市・京都府・北海道建設部土木局河川砂防課・富山県環境科学センター・滋

賀県琵琶湖環境科学研究センター、2 つの民間企業）がニーズ自治体等として参画した。

これらの活動の結果、本プログラムによる成果を活用し、「地域適応センター」の設置等に

より、適応策の立案もしくは検討を開始した自治体等の数は、当初の 11 機関から 27 機関

と 2倍以上になった。 

 

以上より、本プログラムは、国や社会のニーズへの適合性が高く、国の関与の必要性・

緊急性も高いなど国費投入の意義のあるものであり、必要性が認められる。 

 

＜有効性＞ 

評価項目 

  ・実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通じた取組（気候変動適応策等への貢献

など成果の社会実装に向けた寄与等） 

  ・人材の養成 

評価基準 

  ・本プログラムにより創出された科学的知見は、国内の適応策検討などへの貢献を通

じて社会実装に至る取組となっているか。 

  ・気候変動適応等に係る知見が拡充する研修等を実施しているか。 

 

本プログラムで創出されたデータは、データ統合・解析システム（DIAS7）から広く公開

されており、誰でも利用可能になっている。また、気候変動適応情報プラットフォーム

（A-PLAT8）とも連携し、本プログラムの成果は国内外の様々な気候変動適応策等に活用さ

れている。主な社会実装に至る取組は以下の通り。 

・本プログラムで開発した d2PDF 等の気候予測データについては、「気候変動を踏まえた

治水計画に係る技術検討会（国土交通省）」において SI-CAT 研究者が参画し、その知

                                                   
7 地球環境ビッグデータ（観測情報・予測データ等）を蓄積・統合解析し、気候変動等の地球規模課

題の解決に資する情報システム 
8 CLIMATE CHANGE ADAPTATION INFORMATION PLATFORM：気候変動による悪影響をできるだけ抑制・回

避し、また正の影響を活用した社会構築を目指す「適応策」を進めるために参考となる情報を、分か

りやすく発信するための情報基盤 
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見の有用性が理解されたことで、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言」の将来

の降雨変化の評価に用いられるなどの社会実装が進められた。 

・環境省の地域適応コンソーシアム事業には、SI-CAT 参画研究者もデータ提供者として

協力し、SI-CAT の研究成果（科学的知見）を活用した自治体の適応策検討に貢献。 

・埼玉県スポーツ文化公園（2019 年ラクビーワールドカップ会場）における暑熱環境緩

和のために技術開発機関が埼玉県のニーズを踏まえシミュレーションした結果が実際

の設計（適応策）に反映。 

・佐賀平野を対象とした高潮・洪水、土砂災害の影響評価を踏まえた堤防嵩上げ、浸水

後のポンプによる排水等の効果や、茨城県及び鳥取県を対象とした海岸域における波

浪などによる侵食などを明らかにし、気候変動を踏まえた防災対策の策定に貢献 

・漁業環境に影響を与える急潮等の沿岸環境急変現象の影響評価モデルの開発を通じて、

新たな急潮発生機構の解明につながった。この成果により予測精度が向上したことで、

石川県、富山県の急潮予報に活用。 

・砂浜消失の将来予測手法がタイにおける SATREPS プロジェクト（タイ国における統合

的な気候変動適応戦略の共創推進に関する研究）やエジプトの地中海沿岸に沿った将

来の海浜喪失の予測においても利用。 

・d2PDF 等の大規模データからユーザーが必要とする情報を簡単に取り出すことが可能

となる気候実験データベースシステム(SEAL)を構築し、DIAS にアプリケーションとし

て実装。 

・気候予測データセットや SEAL は、利用するための手引きも作成することにより、地方

自治体や民間企業などでの利用を促進するための取組も実施。 

 

また、気候変動適応等に係る知見が拡充する研修等について、具体的な取組は以下の通

り。 

・全国規模で開催した公開シンポジウムやモデル自治体のフォーラム等を活用して、地

方自治体等を対象に、気候予測データ等の科学的知見の活用や地域適応シナリオ手法

の活用などを踏まえた地域適応策の立案・策定を支援することで、適応に取り残され

る自治体がないよう、地域の実情に即した適応策の策定に結び付くよう社会実装への

取組を展開。 

・本プログラムを通じて、専門分野の異なる研究者間の「言葉の壁」の克服と気候シナ

リオやデータの活用の実践的研修の必要性が浮き彫りとなったことから、「ダウンスケ

ーリングデータ活用セミナー」を実施。影響評価研究者や地方自治体等の若手研究者

を主な対象として実習重視とすることでスキルアップとともに同じ課題を持つ研究者

や実務者との人的ネットワーク形成につながり、適応策検討に必要な体制づくりに貢

献。 

・科学的知見というシーズと適応策を立案する地方自治体におけるニーズとのマッチン

グを目指した関係者間による共同で計画（co-design）ワークショップとして、「適応

自治体フォーラム」を４年にわたって開催。地方自治体からの参加者も年々増加(76
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名、109 名、150 名、140 名)し、河川・防災、農業等の分科会での少人数による議論等

を通じて、地方自治体職員の科学的知見の拡充に貢献。 

・本プログラムに参画した研究者が、モデル自治体等との連携をきっかけに、プログラ

ム終了後も各自治体の気候変動影響評価、適応計画策定を支援。これにより、自治体

の気候変動適応に係る体制強化に貢献。 

 

以上より、本プログラムの成果が気候変動適応策等の策定・検討に活用され、自治体等

における科学的知見を用いた適応策策定の定着に貢献している。また、適応に係る研修等

の実施による科学的知見の拡充や、研究者と自治体関係者の連携を通じて自治体における

適応の体制が強化されているなどの成果がでており、有効性が認められる。 

 

＜効率性＞ 

評価項目： 

・研究開発の手段やアプローチの妥当性 

・事業計画・実施体制の妥当性 

評価基準： 

・本プログラムの実施内容は、社会実装に有効な成果を創出するために妥当なアプロ

ーチとなっているか。 

・本プログラムの事業計画は新たな環境変化を踏まえ見直しがなされているか、運営

体制は、研究実施上において適切な体制となっているか。 

 

本プログラムにおける社会実装に有効な成果を創出するアプローチの具体的な内容は

以下の通り。 

本プログラムの研究開発体制は、PD（全体統括）、サブ PD（技術開発及び社会実装担当）

の指示の下、地方自治体や民間が持つ気候変動への適応ニーズをプログラムのマネジメン

ト機関である社会実装機関が収集・明確化し、そのニーズに合致した技術開発方針を技術

開発機関に提示して、技術開発を進めるというアプローチであった。しかしながら、プロ

グラム開始当初は、気候モデル研究者と影響評価研究者間、また気候モデル研究者と影響

評価結果利用者間の研究への認識・考え方の違いからくる技術開発方針に相当程度の差が

あったこと等から、参画機関・研究者の研究開発への取組・連携体制の構築に極めて大き

い影響を及ぼした。その後、PD、サブ PD のイニシアチブや社会実装機関のニーズ掘り起

こしに向けた努力や、研究者、自治体等の参画者が粘り強く意見交換を行い、共同で計画 

(co-design)し、共同で成果を出して（co-production）いくアプローチに見直し、社会実

装に有効な成果を創出する研究開発体制として再構築していた。 

その後は、PD、サブ PD、技術開発機関、社会実装機関などの関係機関が参画するプロ

グラム運営のためのコア会議（計 24 回)に加え、アドバイザーからプログラム運営にかか

る助言を得るためのマネジメント会議(計 7回開催)、さらには、適宜、PD、気候モデル研

究者と影響評価研究者間での認識共有を図る意見交換、社会実装機関と地方自治体職員間
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での意見交換等を通じて、人文社会科学を含む多様な研究者が強く連携し、ステークホル

ダーを巻きこみ、共同で計画すること（co-design）、共同で成果を出していくこと

（co-production）及び共同で普及（co-dissemination）まで行う、いわゆる超学際研究

の手法の下、社会実装に有効な成果を創出するためのアプローチを実践していた。 

超学際研究の手法の具体的な事例として、本事業の特徴の一つであるモデル自治体を巻

き込んだプロジェクトでは、研究者、地方自治体職員が連携し、ニーズを踏まえた気候予

測データ、気候変動影響評価を創出し、その成果が地方自治体の適応策に活用されるとい

った成果がでている。 

 

環境変化を踏まえ本プログラムの事業計画や体制については、以下の通り見直しをして

いる。 

中間評価での事業見直しに係るコメント9や、気候変動適応センターの設置、A-PLAT の整

備、環境省による地域適応コンソーシアム事業の開始などの気候変動適応をめぐる環境が

大きく変わったことを踏まえ、本プログラムを見直している。環境省や国立環境研究所と

の連携により、SI-CAT アプリは中止し、A-PLAT で実施することとし、また、平成 30 年度

より、3つのサブ課題（「適応策評価のための森林生態系適域推計モデル開発」、「主要作物

影響・適応策評価モデル開発」、「気候変動が果樹生産適地に及ぼす影響と適応策評価モデ

ル開発」）を環境省事業で実施するとして、本プログラム終了後も関係省庁が効果的に連携

する体制となっている（（４）参照）。 

 

以上より、本プログラムで展開された超学際研究の手法の活用など、研究開発の手段や

アプローチ、事業計画・実施体制は妥当であり、効率性が認められる。 

 

（２）科学技術基本計画等への貢献状況 

 第 5 期科学技術基本計画において、「気候変動の影響への適応のため、気候変動の影響に

関する予測・評価技術と気候リスク対応の技術等の研究開発を推進する」と示されている。

本事業により、気候変動適応のための科学的知見が充実し、これらの知見を活用した国、

地方自治体等における適応策の検討が加速化されている。以上より、科学技術基本計画に

基づき実施されていると評価できる。 

 

 

 

 

 

                                                   
9 今年度末の次年度研究開発計画の策定に際しては、これまでの成果をベースに、モデル自治体課題

等の成果事例の各地方自治体への展開を見据え、より社会実装に近い技術開発課題かつ活用の裾野が

広い技術開発課題を中心に据え、課題の中止・変更を含めた見直しを行うことにより、環境省との連

携も十分視野に入れ、プログラム成果の社会実装とその後の一層の成果利用の拡大に向け、徹底した

最適化を行うべきである。 
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（３）総合評価 

① 総合評価 

本プログラムでは、モデル自治体等のニーズを踏まえ、気候変動の適応策の基盤となる

近未来かつ超高解像度の気候予測データを創出し、その成果を用いて気候変動影響評価を

実施している。本プログラムにより創出された科学的知見は、国土交通省や地方自治体等

の気候変動適応策等に活用されるだけではなく、本プログラムを通じて、研究者と自治体

との対話・連携等が深まり、プログラム終了後も各自治体の気候変動影響評価、適応計画

策定を支援するなど、自治体における適応策を検討する体制の強化につながっている。 

また、全国規模で開催した公開シンポジウムやモデル自治体のフォーラム等を活用して、

地方自治体等を対象に、気候変動データ等の科学的知見の拡充や、この知見を活用した地

域適応策の立案・策定を支援することで、気候変動適応に取り残される自治体がないよう、

地域の実情に即した適応策の策定に結び付くよう社会実装への取組を展開し、適応策策定

の定着を推進している。 

さらに、人文社会科学を含む多様な研究者が強く連携し、関係者間が共同で計画するこ

と（co-design)、共同で成果を出していくこと(co-production)及び共同で普及

(co-dissemination)を行う超学際研究の手法を活用したことで、社会実装に有効な成果を

創出するためのアプローチが行われている。 

これらの成果を踏まえると、本事業の目標は十分に達成されたと考えられる。 

 

② 評価概要 

 本プログラムは、近未来予測技術や高解像度のモデルを用いたダウンスケーリング技術

の開発により、数 m～10km スケールの気候予測データを創出し、そのデータを用いて気候

変動影響評価技術の開発を行い、これらの成果を社会実装に繋げるという一連のフェーズ

をすべて含む事業（一気通貫）であり、人文社会学を含む多様な研究者、自治体関係者が

連携するなどの超学際研究も活用し、適応策へつながる成果を効果的に創出している。 

また、このプログラムを通じて、適応策に必要な科学的知見の充実のみならず、研究者

と自治体関係者間の人的ネットワークの構築にも貢献しており、今後活発となる適応策に

向けた重要な取組であったと評価できる。 

 

（４）今後の展望 

気候変動にともなう極端気象現象の増加・強大化等を踏まえれば、今後、防災、農業・

水産業、生態系等の幅広い分野での気候変動適応策の検討が進むことが想定される。また、

地方自治体においては、様々な地域レベルでの地域適応計画の策定、新たな地域気候変動

適応センターの設立が見込まれる。これらの検討において、気候予測データ、影響評価等

の科学的根拠は必須であり、継続的に気候予測モデルや影響評価技術の開発を進め、ユー

ザーニーズを踏まえた予測データ等を創出していくとともに、環境省、国立環境研究所

（A-PLAT 等）等に対して、引き続き、これら科学的知見を提供していくことも必要である。 
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また、本プログラムで得られた予測技術、影響評価手法、適応策などの成果が全国に拡

大するとともに、同プログラムで構築された研究者、地方自治体とのネットワークを生か

し、超学際研究の手法も活用し、より効果的に適応策が策定されることが期待されるもの

の、他の自治体がモデル自治体と同様の体制や能力、必要なデータを準備できているわけ

ではないことから、そのような課題を今後全国的に解決していく必要がある。 

さらに、ESG 投資の拡大、TCFD における気候変動に対する物理的リスク（市場を介さず

洪水等の形で直接及ぶもの）の評価等、産業・金融分野においても予測情報の活用が期待

される。 

 

 なお、本プログラムの成果は、「統合的気候モデル高度化研究プログラム」（文部科学省）、

環境研究総合推進費 S-18「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」や「気候変動領域

の環境問題対応型研究」等の様々な研究プログラムで引き続き活用され、発展させていく

ことが重要である。 
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環境エネルギー科学技術に関する 

研究開発課題の事後評価結果 

（案） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和３年２月 

科学技術・学術審議会 

研究計画・評価分科会 

（以下、【資料 1-2-2】に同じ） 

 

資料 1-２-３ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回）R３.２.３ 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

【航空科学技術関連】 国家戦略上重要な基幹技術の推進

航空安全技術の研究開発
・ウェザー･セーフティ･アビオニクス（晴天乱気流検知）
・災害時航空機統合運用システム
・機体安全性向上技術（構造健全性モニタリング）

次世代航空技術の研究開発
・災害監視システム（滞空型無人航空機）
・エミッションフリー航空機技術（電動推進システム）

環境適合性・経済性向上の研究開発
・コアエンジン技術（燃焼器、タービン等）

静粛超音速機技術の研究開発
（第3期科学技術基本計画の継続研究開発課題）
・要素技術研究
・設計機体による飛行実験

中

中

中

前

前

研究開発計画：
大目標

航空科学技術については、産業競争力の強化、経済・社会的課題への対応に加えて、我が国の存立基盤を確固たるものとするものであり、更なる大きな価値
を生みだす国家戦略上重要な科学技術として位置付けられるため、長期的視野に立って継続して強化していく。
大目標達成のために必要な中目標

我が国産業の振興、国際競争力強化に資するため、社会からの要請に応える研究開発、次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発
展につながる基盤技術の研究開発を推進。

前

静粛超音速機統合設計技術の研究開発
・国際基準策定への貢献
・要素技術研究
・システム設計検討

前

後

後

後中

前

社会からの要
請に応える研
究開発
・安全性向上技
術の研究開発
・環境適合性・
経済性向上の
研究開発

後

環境適合性・経済性向上の研究開発
・低騒音化技術（航空機）

後

次世代を切り
開く先進技術
の研究開発
・革新的技術
の研究開発
・静粛超音速機
統合設計技術
の研究開発

後

世界市場の伸びを
大幅に上回る「超
成長産業」を目指し
、完成機事業の継
続・発展、国際共
同開発における分
担率拡大や、装備
品産業の育成を図
るため、安全性、環
境適合性、経済性
の分野において、
他国よりも優位な
技術を早急に獲得

我が国の航空科
学技術を長期に
わたり高めていく
ために、社会に飛
躍的な変化をもた
らす可能性のある
先進技術の研究
開発を推進

航空環境技術の研究開発
・グリーンエンジン技術（エンジン高効率化）
・エコウィング技術（複合材適用構造重量低減）
・低騒音化技術（航空機及びエンジン）

今年度審議する研究開発課題

中

資料１-３-１
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第75回）） R３．２．３
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航空科学技術に関する 

研究開発課題の事後評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月 

航空科学技術委員会 

資料 1-３-２ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 

52



2 

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 

航空科学技術委員会 委員名簿 

 

 

（臨時委員） 

◎ 李 家 賢 一  東京大学大学院工学系研究科教授 

（専門委員） 

佐 藤 哲 也  早稲田大学理工学術院基幹理工学部教授 

○ 髙 辻 成 次  一般社団法人日本航空宇宙工業会常務理事 

武 市  昇   首都大学東京システムデザイン学部教授 

竹 内 健 蔵   東京女子大学現代教養学部教授 

戸 井 康 弘    一般財団法人日本航空機開発協会常務理事 

冨 井 哲 雄  株式会社日刊工業新聞社編集局科学技術部記者 

難 波 章 子  株式会社タンゴ・エア・サポート代表取締役 

松 島 紀 佐  富山大学大学院理工学研究部非常勤講師 

山 内 純 子 株式会社ミクニ社外監査役 

和 田 雅 子 一般社団法人日本女性航空協会理事 

（令和３年２月現在、敬称略、五十音順 ◎：主査 ○：主査代理） 
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事後評価票 

（令和２年９月現在） 

１．課題名 静粛超音速機統合設計技術の研究開発 

２．研究開発計画との関係 

施策目標：国家戦略上重要な基幹技術の推進 

 

大目標（概要）：航空科学技術は、産業競争力の強化、経済・社会的課題への対応に加

えて、我が国の存立基盤を確固たるものとするものであり、更なる大

きな価値を生み出す国家戦略上重要な科学技術として位置付けられ

るため、長期的視野に立って継続して強化していく。 

 

中目標（概要）：航空科学技術について、我が国産業の振興、国際競争力強化に資する

ため、社会からの要請に応える研究開発、次世代を切り開く先進技術

の研究開発及び航空産業の持続的発展につながる基盤技術の研究開

発を推進する。 

 

重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)： 

次世代を切り開く先進技術である、静粛超音速機統合設計技術の研

究開発を行う。これまでの研究開発で培った国際的優位性を拡大させ

るために、飛行実証された抵抗低減設計技術や低ソニックブーム設計

技術を核として、超音速機の実現成立性を実証することを目指す。こ

のために、想定されるソニックブーム基準と強化された空港騒音基準

を満足し、かつ経済性にも優れた超音速機実現の鍵となる技術の要素

技術研究開発を進めるとともに、個別要素技術を実機システムへ適用

して有効性を確認するシステム設計研究を行い、低ソニックブーム／

低抵抗／低騒音／軽量化に対する技術目標を同時に満たす機体設計技

術を獲得する。これらの技術については飛行実証も視野に入れた技術

実証構想を産業界と連携して策定する。あわせて、民間超音速機実現

の鍵となる陸域上空の超音速飛行に必要な国際民間航空機関（ICAO）

における国際基準策定に貢献する。 

 

本課題が関係するアウトプット指標： 

①航空科学技術の研究開発の達成状況（JAXAが実施している共同/委

託/受託研究数の観点も含む） 

本課題の達成状況は上記のとおりであるとともに、共同/委託/受託研究

は以下のとおり実施された。 
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年度 28 29 30 R1 

件数 16 19 10 7 

 

本課題が関係するアウトカム指標： 

①航空科学技術の研究開発における連携数（JAXA と企業等の共同/受

託研究数） 

年度 28 29 30 R1 

件数 4 5 5 4 

 

②航空科学技術の研究開発成果利用数（JAXA 保有の知的財産（特許、

技術情報、プログラム/著作権）の供与数） 

年度 28 29 30 R1 

件数 0 0 0 0 

 

③航空分野の技術の国内外の標準化、基準の高度化等への貢献  

国際民間航空機関（ICAO） における専門家会合に参画し、ソニックブー

ム及び離着陸騒音の国際標準策定に貢献した。 

 

３．評価結果 

（１）課題の達成状況 

次世代の超音速旅客機（SST）が実現するには、環境基準への適合性と経済的成立性の両立が

不可欠である。これまでの成果（低抵抗設計技術：NEXST及び低ソニックブーム設計技術：D-SEND）

を踏まえ、超音速旅客機が成立するための 4 つの鍵技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／

低抵抗／軽量化）を同時に成立させる機体設計技術を獲得し、システムとしての実現性を示す

ことを目指し、平成 28 年度から「民間超音速機実現に必要な国際基準策定への貢献」「小型超

音速旅客機国際共同開発における競争力強化に向けた産学官一体の研究開発体制の構築及び技

術実証計画の立案」「鍵技術ごとの技術目標達成のための要素技術研究の更なる推進」を活動の

柱として研究開発を進め、以下のとおり成果を得た。 

 

○民間超音速機実現に必要な国際基準策定への貢献 

超音速機市場の開拓に必要な国際民間航空機関（ICAO）のソニックブーム基準及び離着陸

騒音基準の策定に対して技術的に貢献した。具体的には、以下をはじめとした ICAO 等にお

ける民間超音速機実現に向けた重要課題の解決のための活動に参画した。 

・ICAO 環境保全委員会（CAEP）WG1（騒音）及びその下に設置されたタスクグループ等に JAXA

職員を派遣し、各国の機関と連携しつつ、ソニックブーム基準策定や離着陸騒音基準策

定において JAXAのソニックブーム伝搬解析ツール及び騒音予測モデルによる技術検討結

果や知見を提供し、基準策定に係る議論の定量化に貢献した。この活動を通じて JAXA の

ソニックブーム／離着陸騒音評価技術の妥当性・有用性が各国の機関に認知された。当
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該技術は JAXA が世界に先駆けて得た研究成果であリ、JAXA のソニックブームと離着陸騒

音解析分野における先進性と優位性も同時に評価された。 

- 大気乱流の影響を考慮した JAXA ソニックブーム伝搬解析ツールによるソニックブーム

の解析結果を飛行試験データと比較し同様の統計的傾向が得られることが示されたこと

により ICAO がこれを妥当と評価し、同ツールを活用してソニックブーム認証手法の検討

が進められることとなった。 

- 独自の検証試験結果を基に JAXA が ICAO に対して超音速機のジェット騒音予測モデルを

提案したところ、NASA 提案に比べて同等以上の性能を有し、かつ取り扱いやすく実用性

が高いと評価されるに至った。その結果 JAXA 提案が ICAO における基準策定における騒

音評価モデルとして採用された。 

 

○小型超音速旅客機国際共同開発における競争力強化に向けた産学官一体の研究開発体制の

構築及び技術実証計画の立案 

産学官を一体化した研究開発体制の構築のため、以下について推進した。 

・JAXA、メーカー、大学等で構成された超音速ビジネスジェット機設計検討チームにおいて、

空力／システム設計の面で技術的に貢献した。 

・平成 28 年度開始の公募型研究により、民間企業と研究費負担を分担し、機体／推進系統

合設計技術及び離着陸騒音低減設計技術関連の共同研究を実施した。 

・鍵技術の実証計画の立案に関して、平成 29～31 年度に航空機メーカーとともに飛行実証

機の概念検討を実施し、異なる候補エンジンを対象に複数の実証機候補に対するシステ

ム成立性を示すとともに、実証の観点から制約条件等を明確にした。 

・産業界、業界団体・大学・省庁が参加した外部有識者委員会を開催し、国の戦略として研

究開発を進めていく上で有意義な提言を引き出した。具体的には、ビジョン、ロードマ

ップ、技術目標を策定する産学官からなる協議会の設置と、その下で市場調査・分析、

概念検討を実施し国内の研究開発体制を充実するための R&D プログラムを推進すること

が提言された。JAXA は、これまでの超音速技術研究が高く評価された結果、超音速機実

現に向けて中核的な役割を担うべきと判断され、優位技術の先行実証と、R&D プログラム

を先導することが期待されている。 

・ボーイング社と低ソニックブーム設計技術の評価・検証を含む共同研究を進め、鍵技術の

共同開発を目指し更なる連携強化を図っている。また、NASA とソニックブーム評価技術

に関する共同研究を進め、NASA X-59 プロジェクトに関する連携強化を通じて、ICAO に

おける国際基準策定に対するより一層の貢献を可能とする見通しが得られた。 

本研究開発課題終了後、鍵技術の実証プロジェクトに移ることができるよう、ICAO におけ

る国際基準策定の動向、航空機メーカーによる飛行実証機の概念検討結果や外部有識者委員

会の意見を踏まえ、以下のように飛行実証方針を定めた。 

・JAXA 技術の優位性を活かして基準策定プロセスに効果的に関与し、低ブーム超音速機の開

発に我が国の技術力が不可欠であることを国内外の主要ステークホルダーに示すため、

ICAO における国際基準策定の動向に基づき必要性が高まると予想される全機ロバスト低

ブーム設計技術を優先的に飛行実証すべき技術課題として選定した。 
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○鍵技術ごとの技術目標達成のための要素技術研究の更なる推進 

要素技術研究について、戦略的次世代航空機研究開発ビジョンで示されているアジア地域

を日帰り圏とする高速移動を実現するとともに、国際共同開発において主導権を獲得すると

いう本研究開発分野に係る我が国産業の目指すべき方向を踏まえ、低ソニックブームと低離

着陸騒音に関しては、陸域でも超音速飛行を可能とし、亜音速機と同等の騒音基準を要求す

る空港でも離着陸できるよう ICAO における騒音基準策定の議論を参考として技術目標を設

定し、低抵抗と軽量化についてはアジア圏をノンストップで到達できる航続距離の達成を目

指した技術目標を設定して研究開発を進め、4 つの鍵技術に関して、以下の成果が得られた。 

・低ソニックブーム技術に関しては、特許出願したエンジン排気の影響を低減する遮蔽フィ

ン技術を適用した低ブーム設計により、後端低ブームを実現する機体形状を見いだし、

高精度 CFD 解析とソニックブーム伝播解析により、巡航時のブーム強度 85PLdB 以下とい

う技術目標の達成を確認した。さらに、ICAO における国際基準策定の動向に基づき、飛

行経路直下だけでなく周辺全域のブーム強度の低減が求められる可能性が高いと予測

し、機体直下に加えて側方のブーム強度も低減可能な全機ロバスト低ブーム設計技術を

開発した。また、エンジン排気がソニックブームに与える影響について評価するには、

エンジン排気そのものの熱流体的状況を評価する必要があり、風洞試験において高圧ガ

スを用いたエンジン排気模擬技術を新たに開発した。この評価技術は超音速機以外の機

体におけるエンジン排気干渉影響評価にも有効であり、間接的な成果として基盤技術の

向上に寄与した。 

・離着陸騒音低減技術に関しては、低速空力特性を改善し必要なエンジン推力を低減するた

め、揚力特性を最適化する高揚力装置（クルーガーフラップ）設計技術を開発した。さ

らに、低騒音ノズル設計技術（日米特許取得）低ブームとエンジン騒音遮蔽効果を両立

する機体形状設計技術の開発・適用等により、目標の離着陸騒音基準（ICAO Chapter 14）

適合が可能なことを ICAO で相互検証がなされた騒音予測ツールにより確認した。 

・抵抗低減技術に関しては、NEXST プロジェクトで飛行実証した摩擦抵抗の少ない自然層流

翼設計技術を高度化し、翼厚の拘束等も考慮したうえで実機相当の高レイノルズ数で自

然層流翼を実現する主翼表面圧力分布設定手法を考案した。さらに、揚力分布を維持す

る設計により低ブーム設計との両立を図るとともに、ねじり角の修正により圧力抵抗増

加を抑えた設計手法を考案し、低ブーム設計と両立した機体形状において低抵抗の技術

目標（揚抗比 8以上）の達成を高精度 CFD 解析により確認した。 

・軽量化に関しては、超音速機の主翼に複合材料を適用する最適構造設計技術の研究開発を

進め、構造コンセプト（桁配置の最適化）、構造様式の選定、複合材の配向角や板厚の最

適設計を適用し、有限要素法解析モデルによる解析の結果、全金属構造の機体に対して

構造重量 21%減（所期の技術目標は 15％減）に相当する主翼構造重量軽減を確認した。 

・以上の各要素技術を適用した統合設計技術により機体概念検討を行い、4 つの鍵技術の技

術目標を全て満たす機体コンセプトの技術的な成立性を示した。 
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以上の成果を踏まえると、所期の目標は達成したと言える。 

 

＜必要性＞ 

 

評価項目 

科学的・技術的意義 

社会的・経済的意義 

国費を用いた研究開発としての意義 

評価基準 

先導性・発展性はあるか。 

産業・経済活動の活性化・高度化に資するか。 

国や社会のニーズに適合しているか。 

 

○科学的・技術的意義 

米国や欧州に比べて航空科学技術分野の研究開発費の規模が小さい我が国においては、国

際基準策定の議論に参画し欧米が注力する重要技術分野を見極めた研究開発により国際競争

力を高めることが重要であり、ICAO における国際基準策定に貢献する独創性、先導性、発展

性が高い研究開発を進めることが科学的・技術的意義が大きく必要性が高いものであると言

える。 

本研究開発は、次世代の超音速旅客機（SST）の国際共同開発への主体的参加を視野に入れ、

その実現の鍵である「環境適合性」と「運航経済性」の両立を実現するという社会的ニーズ

の高い技術を開発・実証することにより、世界における優位技術の獲得を目指しており、先

導性・発展性が高いと判断される。特に「環境適合性」では、未だ実現していない陸域上空

の超音速飛行が可能な低ソニックブームの実現と亜音速旅客機と同一の騒音基準適合を目標

としており、研究終了時点の ICAO/CAEP タスクグループでの基準策定の議論状況や米国連邦

航空局（FAA）の CFR14 Part36（離着陸騒音基準）の超音速機を対象とした改定案（2020 年 3

月公開）に照らしても、基準適合の見通しを維持している。 

また、ICAO の基準策定における議論において、機体直下だけでなく側方への伝播も含めた、

ソニックブームが観測されるエリア全域における低ブーム化が求められると予想されること

から、我が国が基準策定プロセスへ効果的に関与するために有効な技術として、機体側方も

含めた全域のソニックブーム強度を低減する全機ロバスト低ブーム設計技術、ソニックブー

ムに対するエンジン排気の影響を低減する遮蔽フィン技術や離着陸騒音低減に資する低騒音

ノズル設計技術（いずれの技術も特許出願または取得済み）などの独創性が高く世界に対し

て優位性を有する研究成果が創出されるとともに、SST に対する騒音基準の策定・認証に活用

可能なソニックブーム伝搬解析／騒音予測ツールが開発されており、独創性、発展性が高い

研究開発であったと判断する。 

 

○社会的・経済的意義 
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アジア地域を日帰り圏とする超音速旅客機の実現に向け、国家戦略として長期的な視点で

超音速旅客機についての研究活動を推進することは「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン

（平成 26 年 8 月文部科学省次世代航空科学技術タスクフォース）」で提言されている。海域

上空のみ超音速飛行を行う機体の実機開発が米国の複数社において進められており、これを

受け FAA においても 2020 年 3 月に離着陸騒音に関する新基準案を公表するなど、早期の市場

投入の可能性が高まっている状況を踏まえると、海域上空のみの超音速飛行であっても十分

な移動時間短縮のニーズがあると考えられ、移動時間短縮の社会的要求は引き続き高いと考

えられる。陸域上空も超音速で飛行可能となれば、更なる移動時間の短縮が実現されるとも

に、大都市間の移動に限らず地方拡散型のグローバルネットワークを切り開く手段として有

効な側面を持ち、新たな市場の創出につながることが期待されることから社会的な価値が大

きいと考えられ、その実現に必要な超音速機の国際基準策定に貢献し、陸域上空の超音速飛

行を実現する鍵技術を開発する本研究開発の社会的意義は高いものと判断する。 

また、本研究での ICAO でのソニックブーム基準策定や離着陸騒音基準の策定への技術的な

貢献は、我が国のこの分野での技術的な優位性の確保にもつながり、低ブーム超音速機の国

際共同開発において我が国産業界が競争力を発揮できるといった意義を有するなど、航空産

業の活性化・高度化に資すると言える。 

 

○国費を用いた研究開発としての意義 

前述のように陸域上空も超音速で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術を含む技術開

発は更なる移動時間の短縮につながることから社会的な価値が大きいと考えられる一方で、

開発と実証には中長期的に取り組む必要があり技術リスクが高く多額の研究開発投資が必要

となるため、国の政策の下で国費での研究開発による技術課題の解決を進め、我が国が優位

となる技術を獲得したことの意義は非常に大きい。 

 

以上により、本課題は、優位技術を獲得し国際的な基準策定へ資することにより、世界を先

導し産業の活性化・高度化に貢献するものであり、国や社会的ニーズに合致することからも、

「必要性」は高かったと評価できる。 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

研究開発の質の向上への貢献 

行政施策への貢献や寄与の程度 

見込まれる直接・間接の成果・効果や波及効果の内容 

評価基準 

これまでの研究開発から技術レベルが向上されているか 

我が国優位技術の実証に資するか 

研究成果・効果により産業界や学界に対して波及効果が得られるか 
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○研究開発の質の向上への貢献 

本研究開発では、前身である静粛超音速機技術の研究開発（S3）と同じく、環境適合性と経

済性の両立を目指して 4 つの鍵技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）

に対する技術目標を設定しているが、ICAO での基準策定動向を踏まえ、環境適合性に係るソ

ニックブーム、離着陸騒音の技術目標をより高い目標に変更した（ソニックブームは S3 のコ

ンコルド比で半減の目標（0.5psf、98PLdB 相当）から陸域上空の超音速飛行が認められると

想定される 85PLdB 以下に変更、離着陸騒音は S3 での適合目標であった ICAO Chapter 4 から

強化された基準である ICAO Chapter 14 への適合に変更）。環境適合性と経済性は相反関係に

あるため、環境適合性能を向上させるには経済性能も同時に向上させることが必要であり、

各要素技術は S3 の研究開発成果を核としつつも、一層の技術レベル向上が求められた。その

結果、厳しくなった目標を満たすために、低ソニックブーム化に資する遮蔽フィン技術、我

が国が基準策定プロセスへ効果的に関与するために有効な技術である全機ロバスト低ブーム

設計技術（いずれも特許出願）や離着陸騒音の低減に資する低騒音ノズル設計技術（日米特

許取得）などの独創性が高い成果に加えて、エンジン排気がソニックブームに与える影響に

ついて風洞試験で評価するためのエンジン排気評価技術の開発など基盤技術の強化につなが

る成果も創出され、研究開発の質の向上に貢献したと判断する。 

 

○行政施策への貢献や寄与の程度 

「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン（平成 26 年 8 月文部科学省次世代航空科学技術タ

スクフォース）」では、超音速旅客機市場開拓のために、我が国優位技術を実証・確立すべき

と提言されている。欧米で開発中の海域上空のみで超音速飛行を行う機体については、いず

れも飛行実証された低ブーム設計技術を有していないことから、陸域上空を超音速で飛行可

能とする低ソニックブーム設計技術には、依然としてJAXAに技術的な優位性があると言える。

同技術を核として、超音速旅客機市場開拓に必要な国際基準策定への貢献に取り組むととも

に、環境適合性と経済性の両面における技術目標を満足する機体を提示するため、課題解決

に必要な要素技術の高度化、それらをシステムとして統合するための設計技術の開発を実施

し、並びに産学官一体の研究開発体制の構築及び技術実証構想の立案に向けて取り組んだこ

とは、我が国優位技術の実証・確立に資するものであり、国が掲げている戦略的次世代航空

機研究開発ビジョンの推進に貢献している。 

 

○見込まれる直接・間接の成果・効果や波及効果の内容 

本研究開発の直接の成果は以下の 3 つが挙げられる。 

① 基準策定への貢献：ICAO でのソニックブーム基準策定や離着陸騒音基準策定において、

大気乱流の影響を考慮したソニックブームの伝搬解析結果の提供やジェット騒音予測モ

デルの提案により、ソニックブームや離着陸騒音の定量的な検討等に貢献した。 

② 超音速機実現の鍵技術の獲得：超音速旅客機が成立するための 4 つの鍵技術（低ソニッ

クブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を獲得し、それらの技術目標を同時に満た

す機体コンセプトの技術的な成立性を示した。さらに、新たな優位技術として、全機ロ

バスト低ブーム設計技術を創出した。 
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③ 技術実証構想の策定：優先的に飛行実証すべき技術課題として、ICAO における国際基準

策定の動向に基づき必要性が高まると予想される全機ロバスト低ブーム設計技術を選定

した。併せて、基準策定や国際共同開発につながり得る国内外の重要ステークホルダー

との関係を構築した。 

陸域上空の超音速飛行を可能とする基準策定は超音速旅客機の市場開拓に必要な要素であ

り、また ICAO における国際基準策定への貢献を通じて当該分野での我が国のプレゼンス向上

や技術的な優位性が国際的に認知される効果が期待される。獲得した鍵技術は、達成した技

術目標が特に環境性能の面で国際的優位性を有していることから、次世代超音速旅客機の国

際共同開発において我が国産業界が競争力を発揮する源泉となりうるものであり、引き続き

産学官を一体化した研究開発体制の構築と技術実証を推進することが期待される。 

また、本研究開発の間接の成果としては、数値解析技術や風洞試験技術等により、大気擾

乱を考慮したソニックブーム伝搬解析技術や、風洞試験による高圧ガスを用いたエンジン排

気模擬技術及び CFD によるソニックブームに与えるエンジン排気の影響解析技術から成るエ

ンジン排気評価技術を新たに開発し、超音速機の研究開発に限らず応用できる汎用性の高い

航空科学技術分野の基盤技術も獲得したことが挙げられる。 

さらに、本研究開発において、航空機メーカーとの共同研究体制を構築したこと、日本航

空宇宙学会の超音速研究会の設立に貢献したこと等は、産学における関連研究を活性化して

研究レベルの向上を促し、我が国航空機産業競争力の土台となる波及効果である。国際的に

も、米国航空宇宙学会（AIAA）のソニックブーム推算ワークショップのオーガナイザとなる

など、我が国のプレゼンス向上に寄与した。 

 

以上から、本課題の「有効性」は高かったと評価できる。 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

計画・実施体制の妥当性 

費用構造や費用対効果向上方策の妥当性 

研究開発の手段やアプローチの妥当性 

評価基準 

他機関との連携等により妥当な実施体制や費用分担がとられているか。 

他機関との連携等研究開発をより効率的かつ効果的に実施するための方策はとられている

か。 

 

○計画・実施体制の妥当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性 

本研究開発においては、公募型研究制度の活用等により将来の機体開発に意欲のある企業の

提案に基づく共同研究体制の構築が図られ、企業は供試体の製作・提供や、メーカーの知見

を活かした要素技術適用が及ぼす全機システムへの影響評価などを担当した。また基準策定

に向けては、海外公的研究機関（NASA, ONERA,DLR）との国際共同研究を推進することで、役
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割分担を明確にするとともに、保有技術の相互検証を進めた。これらの活動により、JAXA と

他機関との間でリソースの有効活用や知見の補完が行われ、効率的かつ効果的な実施体制に

より研究が進められたと判断する。 

また、技術実証構想の策定に向けては、外部有識者委員会での意見交換や議論を通じて、運

航者や産学官の意見を広く聴取し、連携体制の強化が図られた。 

このように連携や共同研究の体制をとったことにより、効率的かつ効果的に JAXA 内外のリ

ソースを活用できたことから、計画・実施体制及び研究開発の手段やアプローチの妥当性が

高いと言える。 

 

○費用構造や費用対効果向上方策の妥当性 

本研究開発は、将来の国際共同開発において我が国が優位技術をもってその役割を担うこと

を目指すものであり、国が主導することが求められる。他方、要素技術研究やシステム設計

研究において、産官学の強みを生かした体制を構築するとともに、公募型研究制度の活用等

により、共研相手先（メーカー）からも応分の研究費を負担してもらうことで適切な費用分

担を図り国費の負担を軽減したことから、本研究課題における費用構造は妥当であったと判

断する。 

 

以上により、事業資源を効率的に活用しながら求められる目的の成果を出しており、本課題の

「効率性」は高かったと評価できる。 

 

（２）科学技術基本計画等への貢献状況 

航空科学技術については、研究開発計画において重点的に推進すべき研究開発の取組として、

我が国産業の振興、国際競争力強化に資する次世代を切り開く先進技術の研究開発が掲げられ

ており、静粛超音速機統合設計技術の研究開発はその中に含まれている。 

本研究開発では、超音速機市場の開拓に必要な ICAO でのソニックブーム基準及び離着陸騒音

基準の策定に対して技術的に貢献を果たすとともに、超音速旅客機が成立するための 4 つの鍵

技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を獲得し、それらの技術目標を同

時に満たす機体コンセプトの技術的な成立性を示した。さらに、ICAO における国際基準策定の

動向に基づき優先的に実証すべき技術課題と実証方法を選定し、産学官を一体化した研究開発

体制の構築を進めた。これらの活動は、超音速機市場を開拓する国際的な基準策定への貢献、

超音速旅客機の成立に必要な優位技術の獲得を通じて世界を先導し我が国産業の活性化・高度

化に貢献するものである。 

以上から、本研究開発は研究開発計画に掲げられる取組の推進を通じて、科学技術基本計画及

び我が国の航空科学技術の発展に大きく貢献する成果を上げたと言える。 

 

（３）総合評価 

①  総合評価 

本課題においては、所期の目標を踏まえ、超音速機市場の開拓に必要な国際民間航空機関
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（ICAO）におけるソニックブーム及び離着陸騒音の基準策定に対する技術的貢献をしたことは

高く評価できる。また、超音速旅客機が成立するための 4 つの鍵技術（低ソニックブーム／低

離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に満たす機体設計技術を獲得し、新たな優位技術として、

ICAO における国際基準策定の動向に基づき必要性が高まると予想される全機ロバスト低ブー

ム設計技術を創出した。さらに、共同研究等を通じて、より一層の基準策定への貢献や鍵技術

の国際共同開発につながり得る国内外の重要ステークホルダーとの関係を構築した。獲得した

鍵技術は、経済性はもとより特に環境性能の面で国際的優位性を有していることから、次世代

超音速旅客機の国際共同開発において我が国産業界が競争力を発揮する源泉となりうるもので

あり、本課題で関係構築を進めた国内外の重要ステークホルダーと連携して飛行実証を中心と

した技術実証を進める等により、国際基準策定により一層貢献し、超音速旅客機の実現を加速

させることが期待されるものである。 

また、研究開発の過程でエンジン排気評価技術等の新たな解析・試験手法を開発し、航空科

学技術分野の基盤技術の強化に寄与する間接の成果を得るとともに、航空機メーカーとの共同

研究体制の構築や日本航空宇宙学会の超音速研究会の設立を通じて、産学における関連研究を

活性化して研究レベルの向上を促す波及効果を得た。これらは我が国航空機産業競争力の土台

となるものである。 

４つの鍵技術を同時に満たす機体設計技術に加えて全機ロバスト低ブーム設計技術という新

たな優位技術を獲得し、さらに国際共同開発につながり得る国内外の重要ステークホルダーと

の関係を構築したことを踏まえ、超音速機実現に向け、これらの統合設計技術を実証するフェ

ーズへの準備が整ったといえる。 

以上の成果を踏まえると、本課題の目標は達成されたと考えられる。 

②  評価概要 

本課題は、超音速機市場の開拓に必要な国際基準策定への貢献、超音速旅客機が成立するた

めの 4 つの鍵技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に成立させる

機体設計技術の獲得とその技術実証構想の策定を通じて、次世代超音速旅客機の国際共同開発

において我が国産業界が競争力を発揮する源泉となる優位技術の確立・実証に資するものであ

り、所期の目標を達成したと判断される。 

今後は、本課題で構築を進めた国内外の重要ステークホルダーと連携して技術実証を進める等

により、国際基準策定により一層貢献し、超音速旅客機の実現を加速させることが期待される。 

 

（４）今後の展望 

今後、短期的な取組として、国内外の重要ステークホルダーと連携して、本研究開発で獲

得した全機ロバスト低ブーム設計技術の飛行実証や離着陸騒音低減技術の研究開発を進める

ことにより、JAXA のソニックブーム／離着陸騒音評価技術を認証に適用可能なツールとして

標準化し、超音速機の市場を拓く ICAO 騒音基準策定のプロセスを加速する。同時に、騒音基

準に適合した次世代超音速旅客機の開発には、JAXA をはじめとする我が国の優位技術が不可

欠であることを、超音速機開発における重要ステークホルダーと共有する。これらの取組、

特に飛行実証に向けた取組では、過去の飛行実証実験の知見等も活かして実施することが期

待される。 
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並行した長期的な取組として、我が国産業界が超音速旅客機の国際共同開発に計画段階か

ら参画するため、外部有識者委員会で提言された産学官が参加した協議会を組織し、それを

通じて超音速機研究開発のビジョンと目標を産学官が共有して我が国一体となって研究開発

を進める体制を構築する。 

これらの取組により、我が国がその恩恵を最大限に享受できる超音速機を実現し、航空機

産業の拡大に貢献するとともに、超音速機の必要性や有用性をより広い範囲で認識してもら

うことが期待される。 

さらに、with/ after コロナ時代においてはオンラインによるコミュニケーションが一般化

するものの、引き続き対面でのコミュニケーション需要は無くならず、超音速旅客機による

移動時間短縮のニーズは高いと考えられるが、生活様式の変化等の影響も考慮し、時間的制

約の緩和にどれだけのニーズがあるか見極めつつ、航空輸送ニーズに対する市場調査・分析

を行って目標とする超音速旅客機の仕様等に適切にフィードバックすることが期待される。

また、今後の研究開発の進め方として、感染防止の観点から国内外ステークホルダーとのコ

ミュニケーション方法に留意し、本研究課題で構築した連携体制を維持・強化する必要があ

る。 
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航空科学技術に関する 

研究開発課題の事後評価結果 

（案） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和３年２月 

科学技術・学術審議会 

研究計画・評価分科会 

（以下、【資料 1-3-2】に同じ） 

 

資料 1-３-３ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回）R３.２.３ 
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研究開発プログラム評価の新たな仕組みについての各分野別委員会等による検討状況 

 

令和３年２月３日 

研究計画・評価分科会事務局 

 

 

令和 2年 7月 16 日開催の第 74 回の研究計画・評価分科会（以下、「分科会」とい

う。）において、研究開発プログラム評価の新たな仕組みに向けた議論を行っていただ

きました。その結果、別紙「栗原分科会長のまとめ（最後のメッセージ）」にもあると

おり、本件については、各分野の特徴・特性を踏まえ、各分野別委員会等と一緒になっ

て取り組むことが必要であり、昨年末を目処に分野別委員会事務局を通じて分科会事務

局まで意見等を提出いただくこととなりました。 

今般、各分野別委員会等及び分野別委員会事務局での検討状況について、分科会事務

局で取りまとめましたのでご報告いたします。 

 

各分野別委員会等からの報告を視点別に大まかにまとめると以下の通りとなります。 

 

視点１：分野別戦略・計画の策定について 

各分野における固有の特性・事情等に応じた策定や分野別委員会や内閣官房等におい

て政府全体を対象として別途検討・策定している戦略・計画を引用、活用できること

が可能となる仕組みについては理解されつつある状況。一方、分野を超えた研究開発

課題の扱いや個別分野に閉じたものとならないための懸念が示されている。 

 

視点２：ＥＢＰＭのベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プログラ

ムの関係性について 

最低限盛り込むべきエビデンスについては、①各分野における研究開発推進の必要

性、重点的・戦略的に取り組むべき研究開発領域やそれに基づく計画、②各分野に共

通する横断的事項の２点について各分野別委員会等において引き続き議論することに

は特に異論はなかったが、分野を超えた共通の視点というのは分科会の課題にもなり

うることから、分科会でも引き続き議論が必要ではないか。 

   

 

  

資料２－１ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R3.2.3 

67



- 2 - 
 

 

 

 

各分野別委員会等における新たな仕組みに向けた議論の主な意見 

 

 

（１）情報科学技術分野 

 

情報委員会において分野別戦略等に関する取組方針の検討を行った結果は、以下の

とおり 

 

○ 第１０期情報委員会では、分野全体の今後の取組方針に関し、以下のようにとり

まとめてきたところ。 

・ 第６期科学技術基本計画の検討に向けた論点(情報分野の視点から) 

（令和元年７月） 

・ 今後の情報分野の研究の進め方について（令和元年１１月） 

・ コロナ新時代に向けた今後の学術研究及び情報科学技術の振興方策について 

（令和２年９月） 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大により物理的な活動が大きく制限される中で、

人々の生活様式や社会の在り方が変化し続けており、情報科学技術やそれを活用し

た情報基盤への社会全体の期待や依存はますます大きくなる状況にある。 

また、政府においてもデジタル庁創設に向けた動きが加速するなど、社会のデジ

タル化が最も重要な政策課題の一つとなっている。 

○ 情報委員会においては、上記のような変化を踏まえ、これまでにとりまとめた方

針について不断に見直すこととする。その上で、Society 5.0 時代に構築すべき社

会全体の情報基盤の姿を念頭に置きつつ、以下の点について人材育成の観点も含

め、検討を行っていく。その際、EBPM の推進の基盤となるようなエビデンスの蓄積

も図る。 

① 今後取り組むべき情報科学技術分野の研究開発課題 

② 研究分野全体を支える学術情報基盤及びその運用拠点の整備の在り方 

③ 社会全体への情報科学技術の知識の普及や活用の促進（教育分野や様々な研究

分野等と連携しつつ検討する） 

等 

 

 

（２）ナノテクノロジー・材料科学技術分野 

 

当該分野においては、現在、「マテリアル革新力強化戦略」の策定の真っ最中であ

り、それを踏まえた検討を行う必要があることを踏まえ、今後の方向性について、事

務局として、以下のとおり取りまとめております。委員会に諮ったものではなく、事

務局の考えをまとめたものです。 

 

ナノテクノロジー・材料科学技術委員会における分野別戦略・計画及び分野別プロ

グラムの当面の取り扱いについて（案） 
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○ ナノテクノロジー・材料科学技術分野では、ナノテクノロジー・材料科学研究

開発戦略（平成 30 年８月ナノ材委員会にて策定）を策定しているところ。 

○ また、現在、内閣府・文部科学省・経済産業省を中心に「マテリアル革新力強

化戦略」を策定中であり、令和２年度末までに統合イノベーション戦略推進会議

にて決定予定。令和３年度以降は「マテリアル革新力強化戦略」を踏まえた施策

の実施・推進を行うこととなる。 

○ このため、平成 30 年に策定した研究開発戦略の改訂を行うことを念頭に、「マ

テリアル革新力強化戦略」の策定を踏まえた、分野別戦略・計画及び分野別プロ

グラムの取り扱いについて引き続き検討する。 

 

 

（３）量子科学技術分野 

 

  量子科学技術委員会における分野別戦略・計画及び分野別プログラムの当面の取り

扱いについて（事務局案） 

 

○ 量子科学技術分野では、令和２年１月に、統合イノベーション戦略推進会議の 

下、初の国家戦略となる「量子技術イノベーション戦略」が策定され、その着実な

推進が求められている。 

○ 本戦略を踏まえた今後の取組については、産学の有識者と政府関係者による「量

子技術イノベーション会議」を中心に検討されることとなり、現在、民間団体が主

導する「量子技術イノベーション協議会」の設立に向けた支援や国立研究開発機関

及び大学からなる「量子技術イノベーション拠点」の整備等が進められている状況。 

○ 分野別戦略・計画及び分野別プログラムの取り扱いについては、「量子技術イノ

ベーション戦略」に基づく政府全体の取組の進捗状況等も踏まえつつ、引き続き検

討していく。 

 

 

（４）環境エネルギー科学技術分野 

 

環境エネルギー科学技術委員会において検討を行った結果、環境エネルギー分野に

おいては、革新的環境イノベーション戦略やグリーン成長戦略等が策定されたとこ

ろ、分野別戦略・計画及び分野別プログラムについては、本戦略の進捗状況等も踏ま

え、引き続き検討する。 

なお、全体的な論点として、今後の研究計画・評価につき分野別に議論することは

重要であるものの、個別分野を俯瞰して全体の計画を立てるべき課題もあり、分野ご

との検討にあたり、他領域も踏まえた研究開発課題の設定をどう仕組みとして担保す

るのか、というご指摘があった。 

①分野を超えた研究開発課題にどう対応するのか、②個別分野に閉じこもった研究開

発にならないためにどうすべきか、という２点については研究計画・評価分科会にお

いても検討していただきたい。 
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（５）核融合科学技術分野 

 

核融合科学技術委員会において、研究開発プログラム評価の新たな仕組みについて

検討を行った結果、委員の主な意見は以下のとおり 

 

○ 各分野委員会や全体においては、他省庁や政府全体の戦略等をできるだけ引用し

て、分野を俯瞰する戦略計画として最適なポイントを記載した文書をまとめるのが

趣旨と理解している。核融合に関しては、核融合科学技術委員会がほぼ全部を所管

しているので、ある意味では、我々はこれを先取りして行っている。ゆえに、核融

合に関しては根本的に考え方、方法、検討の仕方を変える必要があるというわけで

はない。 

○ 研究計画・評価分科会の方で、各委員会から出てきたものを一本にまとめた研究

開発計画があったが、それがあまり機能していないのではないかという見方もあっ

た。それならば、分野別が一番よく分野のことは分かっているから、そこで、エビ

デンスに基づいた計画・評価をして、それを積み上げていくべきというところと理

解している。研究開発計画において、各分野は粒度も時間軸も違い、その中で核融

合は時間軸が違って特殊性がある。もともとこの分野は、核融合科学技術委員会に

オールジャパンのメンバーがそろっているので、当委員会で議論していることがそ

うなっていくと思う。分野の人にも分かる言葉、分かる形で見せて、評価してい

く。その分野により合った示し方をしていくことと理解している。 

○ 核融合は幾つもの技術が並行して走っていて、それを核融合科学技術委員会がま

とめる形で、様々な委員会の中でも統一感のある活動をしているので、特段新しい

ことを求められるわけではない。今までどおりアクションプランに基づき、作業部

会も含めて進めていくようにすればよいと思う。 

○ 国や他省庁の戦略を引用するのであれば、まずは科学技術基本計画であり、また

併せて、経産省が取り組んでいる次期エネルギー基本計画になると思う。これらも

参照、引用することになるとすれば、菅総理がおっしゃっている 2050 年、CO2、実

質排出ゼロという目標を受けて議論されていくが、ここで議論されている 2050 年

というのが 2100 年に向けての一つのマイルストーンになるので、時間軸として

は、21 世紀後半のエネルギーがどうあるべきかというところと当然かぶってくる。

ユーザーとなる電力会社としては、どこに投資していくかという超長期戦略になる

と思う。 

○ 内閣府や経産省も含めた国の委員会に核融合が発展的に議論していただけるよう

に手を広げていくべきだと思う。 

 

 

 

（６）ライフサイエンス分野 

 

脳科学委員会は今期で廃止し、第１１期はライフサイエンス委員会の下で脳科学分

野について調査検討を行う予定。 

そのため、脳科学分野における「分野別戦略・計画」及び「分野別プログラム」は

ライフサイエンス分野と同様の扱いとしたい。 
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なお、脳科学分野においても、ライフサイエンス分野同様に健康医療戦略（閣議決

定）及び医療分野研究開発推進計画（健康医療戦略推進本部決定）が策定されており

関係府省を含む政府全体の中で文科省が実施すべき研究開発の具体的施策やその目標

及び計画が設定され、各省の取り組みが俯瞰的に評価されている。 

 

 ライフサイエンス委員会における検討結果については、以下のとおり 

 

○ ライフサイエンス分野においては、健康・医療戦略（閣議決定）及び医療分野研

究開発推進計画（健康・医療戦略推進本部決定）が策定されており、関係府省を含

む政府全体の中で文科省が実施すべき研究開発の具体的施策やその目標及び計画が

設定されているところ。 

○ その中で、各府省連携による６つの統合プロジェクトを定められており、それぞ

れ基礎研究から実用化に至るまでの政策ポートフォリオが示されており、ライフサ

イエンス分野においての各省の取り組みを俯瞰的に評価するものとなっている。 

○ 以上のことから、「分野別戦略・計画」及び「分野別プログラム」は、健康・医

療戦略及び医療分野研究開発推進計画をもって替えるものとしたい。 

○ なお事務局におかれては、引き続き、健康・医療分野にとどまらず、ライフサイ

エンス全般に係る議論が幅広く行われるよう、留意いただきたい。 

 

 

（７）防災科学技術分野 

 

防災科学技術委員会における分野別戦略・計画及び分野別プログラムの当面の取り

扱いについて（事務局案） 

 

○ 防災科学技術分野については、 

 「地震調査研究の推進について―地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進

についての総合的かつ基本的な施策（第３期）―」（令和元年５月に策定） 

「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第２次）の推進について

（建議）」（平成３１年１月関係大臣に対して建議） 

など、当面の基本的な戦略・計画が策定されたところであり、その着実な推進が

求められている状況。 

○ 今後の方向性については、防災科学技術研究所の次期中長期目標の対象期間が、    

 令和５～11 年度となるとことから、その策定に向けた検討が今後行われることを

見据え、現行計画等の進捗状況も踏まえつつ、分野別戦略・計画及び分野別プロ

グラムの取り扱いについて引き続き検討する。 

 

 

（８）航空科学技術分野 

 

  航空科学技術委員会に置いて議論を行った結果は、以下のとおり 

 

視点１：分野別戦略・計画の策定について 
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○ 令和３年度末を目途に航空科学技術委員会において航空科学技術分野戦略・計画

を策定する。 

○ 令和３年度中に航空科学技術分野に関する研究開発ビジョンを策定するべく検討

を進めていることから、現行の研究開発計画の構成を参考に、同ビジョンを最大限

活用・引用する形で策定する。 

 

視点２：EBPM のベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プログラ

ムの関係性について 

○ 分野別プログラムの策定においては、航空科学技術分野に関する研究開発ビジョ

ンの内容を踏まえつつ、現行の研究開発プログラムと同様に、分野別戦略・計画の

中目標に相当するものを評価単位とする。 

○ 分野別プログラムに盛り込むエビデンスとしては、①昨年度に実施した研究開発

プログラム評価の試行的実施と同様に委員会において委員のご意見を頂くととも

に、②国内外の動向、社会的要請、出口側からのニーズ並びに JAXA の研究者から

研究組織や現場における工夫、実験等で得られた付随的な成果や課題、別の分野と

の連携など研究推進を考慮するにあたって大切な様々な意見を聴取して、必要に応

じてこれを充実させていくことが可能と考えられる。さらに③については、今後の

分科会での議論を踏まえつつ、人材育成、国際協働、研究開発環境・基盤の整備な

ど長期的戦略との関連性など、客観的な視点で状況把握ができ、且つ、航空科学技

術分野全体と個別の課題の関係性を理解することのできる情報を充実させるととも

に、④日本の航空関連産業の持続的発展に向けてイノベーションを活発化させるた

めに、短期な成果の評価には馴染まない長期的な技術開発研究課題に取り組む必要

性を示すことに努めていくものとする。 

 

 

（９）原子力科学技術分野 

 

 原子力科学技術委員会における検討の方針は、以下のとおり 

 

○ 視点１：分野別戦略・計画の策定について 

・2021 年度末を目途に原子力科学技術委員会において原子力科学技術分野戦略・ 

計画を策定する。 

・現行の研究開発計画を参考に、２つの中目標（福島第一原子力発電所の廃炉やエ

ネルギーの安定供給・原子力の安全性向上・先端科学技術の発展等、原子力分野

の研究・開発・利用の基盤整備）を最大限活用・利用する形で策定する。また、

政府全体を対象とした既存の戦略・計画※２の中で効果的なフォローアップや評価

が可能である目標について可能な限り引用する。 

 

※２ 第５次エネルギー基本計画（閣議決定、平成 30 年） 

【現在、第６次エネルギー基本計画の策定に向けた検討中】 

   第５期科学技術基本計画（閣議決定、平成 28 年） 

【現在、第６期科学技術・イノベーション基本計画の策定に
　向けた検討中】 

原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」に関する対処方針につい

て（閣議決定、平成 29 年） 
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○ 視点２：EBPM のベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プロ

グラムの関係性について 

・分野別プログラムの策定については、分野別戦略・計画の目標に資する測定指

標を評価単位とする。 

・視点２で挙げている分野別プログラムのエビデンスに対応する具体的なものと

して、①研究開発プログラムの試行的実施と同様に委員にご意見をいただくと

ともに、②JAEA や大学等の研究者から研究推進を考慮するにあたって重要とな

る様々な意見を聴取して、必要に応じてこれを充実させていく。さらに③につ

いては今後の分科会での議論を踏まえつつ、人材育成、国際協働、研究開発環

境や基盤の整備などに客観的な視点で状況把握ができる情報を充実させること

が考えられる。また、分野別プログラムの策定にあたっては、日本の原子力関

連産業の持続的発展に向けてイノベーションを活性化させるために、短期的な

成果の評価には馴染まない長期的な技術開発研究課題に取り組む必要性を示す

ことに努めていくものとする。 

    また、「各分野別委員会でご議論いただきたい２つの視点」中、視点２のエ  

ビデンスの種類①～③について、今後の分科会で想定されるエビデンスの具体

例を整理いただくなど、分野別プログラムのある程度のモデル化を研究計画・

評価分科会で整理いただくことが必要ではないかと考えます。」 

 

 

【参 考】 

 

（10）地球観測推進部会 

 

 地球観測推進部会の所掌範囲は「地球観測の推進戦略を踏まえて、関係府省・機関

の緊密な連携・調整の下で、地球観測の推進に関する重要事項の調査審議を行う。」

もので、ご依頼いただいておりました各分野の特徴・特性を踏また議論について、分

野別の評価をみていない（事業の評価はしておらず、関係省庁が実施する地球観測の

方向性・方針を策定している）ため、本件提案の対象外と認識しております。 

 

 

（11）宇宙開発利用部会 

 

（１）宇宙開発利用部会では「宇宙の開発及び利用に関する重要事項の調査審議を行

う」ということで評価指針（宇宙開発利用部会における研究開発課題等の評価

の進め方）のもと基本的にはＪＡＸＡプロジェクトの計画管理を定期的に着実

に実施しています。たまに今回のアルテミス計画のように国際協力案件につい

て事前協議（ＪＡＸＡプロジェクト前）が実施されますが、それらの評価につ

きましてもこれまでの評価指針／方法に関して委員から特段のコメント等はで

てきておりません。 

（２）「将来計画」につきましては部会において協議を行い昨年「宇宙基本計画」及

び「科学技術基本計画」にインプットを行っております。その際にも計画評価

方法について委員から特にコメント等はでてきておりません。 
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（別紙） 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和2年7月16日開催の第73回計評分科会の議論）

 

 

栗原分科会長のまとめ（最後のメッセージ） 

 

 

いろいろと多面的なご意見をいただきましてありがとうございました。元々の分野別

戦略・計画や分野別プログラムに留まらず、もう少しこの枠から外れたものをどう取り

扱うかということや、それぞれの分野別で考えていただきたいような視点というのが、

或いは文部科学省の中での位置づけと多面的意見をいただいて今後の議論のスタートと

しては、大変良い視点を沢山いただけたと感謝申し上げます。 

 

本日のご意見を踏まえ、研究開発プログラム評価の新たな仕組みに向けて各分野の特

徴・特性を踏まえて、各分野別委員会と一緒になって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。事務局より説明のありましたとおり、各分野別委員会におかれましては、本分

科会及び各分野別委員会における審議を活性化し、本質的な議論を行っていただけるよ

うに資料案に対してご議論やご審議をいただき、前向きで建設的な意見の取りまとめを

お願いします。 

 

本日の議論からそれぞれ分野別委員会でどういうことが取り組めるか、ご意見と同時

にそこを超えたところでどんな取り組みを行って欲しいかなどの意見もいただけると今

後の議論が大変助かりますし有意義になると思います。 

 

今期の分科会は来年２月で終了しますが、それまでには何らかのまとめができると良

いと思います。可能であれば年末を目処に分野別委員会事務局を通じて分科会事務局ま

でご意見等を提出するよう、分野別委員会事務局の皆様もどうぞよろしくお願いしま

す。 

それぞれの分野別委員会でご議論いただいたことに加えて、本日の分科会での意見交

換、非常に大きなフレームについては、ほとんどカバーされたような意見が出ていると

思いますのでそれに対してご意見をいただければと思います。是非、今後行ってみたい

と建設的なご意見も大変ありがたいと思います。 

 

 本年中に何とか意見を取りまとめ、次期の分科会に引き継げればと思いますので委員

の皆様には、どうぞよろしくご協力をお願いします。 
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委員会 事務局

　情報委員会 有 ● ○ ○
　Society 5.0時代に構築すべき社会全体の情報基盤の姿を念頭に置きつつ、人材育成の観点も含め、検討を行っていく。
その際、EBPMの推進の基盤となるようなエビデンスの蓄積も図る。

　ナノテクノロジー・材料科学技術委員会 有 ● △ △
　現在、「マテリアル革新力強化戦略」の策定の真っ最中であり、それを踏まえた検討を行う必要があることを踏まえ、今後
の方向性については、事務局（案）としての取りまとめに留めている。

　量子科学技術委員会 有 ● △ △
　分野別戦略・計画及び分野別プログラムの取り扱いについては、令和2年１月に統合イノベーション戦略推進会議の下に
策定された「量子技術イノベーション戦略」に基づく政府全体の取組の進捗状況等も踏まえつつ、引き続き検討していく。

　環境エネルギー科学技術委員会 有 ● ○ ○

　環境エネルギー分野においては、革新的環境イノベーション戦略やグリーン成長戦略等が策定されたところ、分野別戦
略・計画及び分野別プログラムについては、本戦略の進捗状況等も踏まえ、引き続き検討する。
　なお、全体的な論点として、今後の研究計画・評価につき分野別に議論することは重要であるものの、個別分野を俯瞰し
て全体の計画を立てるべき課題もあり、分野ごとの検討にあたり、他領域も踏まえた研究開発課題の設定をどう仕組みと
して担保するのか（①分野を超えた研究開発課題にどう対応するのか、②個別分野に閉じこもった研究開発にならないた
めにどうすべきか）の２点については研究計画・評価分科会においても検討していただきたい。

　核融合科学技術委員会 有 ● ○ ○
　核融合に関しては、核融合科学技術委員会がほぼ全部を所管しているので、ある意味では、我々はこれを先取りして
行っている。ゆえに、核融合に関しては根本的に考え方、方法、検討の仕方を変える必要があるというわけではない。

　脳科学委員会 有 ● － －
　脳科学委員会は、今期で廃止し次期はライフサイエンス委員会の下で脳科学分野について調査検討を行う予定。その
ため「分野別戦略・計画」及び「分野別プログラム」は、ライフサイエンス分野と同様の扱いとしたい。

　ライフサイエンス委員会 有 ● ○ ○

　ライフサイエンス分野においては、健康・医療戦略（閣議決定）及び医療分野研究開発推進計画（健康・医療戦略推進本
部決定）が策定されており、関係府省を含む政府全体の中で文科省が実施すべき研究開発の具体的施策やその目標及
び計画が設定されており、「分野別戦略・計画」及び「分野別プログラム」は、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進
計画をもって替えるものとしたい。

　防災科学技術委員会 有 ● △ △

　防災科学技術分野については、当面の基本的な戦略・計画が策定されたところであり、その着実な推進が求められてい
る状況。今後の方向性については、防災科学技術研究所の次期中長期目標の対象期間が令和５～11年度となるとことか
ら、その策定に向けた検討が今後行われることを見据え、現行計画等の進捗状況も踏まえつつ、分野別戦略・計画及び
分野別プログラムの取り扱いについて引き続き検討する。

　航空科学技術委員会 有 ● ○ ○
　令和３年度末を目途に委員会において、航空科学技術分野戦略・計画を策定する。分野別プログラムの策定において
は、航空科学技術分野に関する研究開発ビジョンの内容を踏まえつつ、現行の研究開発プログラムと同様に、分野別戦
略・計画の中目標に相当するものを評価単位とする。

　原子力科学技術委員会 有 ● ○ ○

　2021年度末を目途に原子力科学技術分野戦略・計画を策定する。分野別プログラムの策定については、分野別戦略・
計画の目標に資する測定指標を評価単位とする。分野別プログラムの策定にあたっては、日本の原子力関連産業の持続
的発展に向けてイノベーションを活性化させるために、短期的な成果の評価には馴染まない長期的な技術開発研究課題
に取り組む必要性を示すことに努めていくものとする。

　地球観測推進部会 有 － － － －

　地球観測推進部会の所掌範囲は、「地球観測の推進戦略を踏まえて、関係府省・機関の緊密な連携・調整の下で、地球
観測の推進に関する重要事項の調査審議を行う。」もので、各分野の特徴・特性を踏また議論について、分野別の評価を
みていない（事業の評価はしておらず、関係省庁が実施する地球観測の方向性・方針を策定している）ため、本件提案の
対象外と認識しております。

　宇宙開発利用部会 有 　 ● △ △
　評価指針（宇宙開発利用部会における研究開発課題等の評価の進め方）のもと基本的にはＪＡＸＡプロジェクトの計画管
理を定期的に着実に実施していますが、「計画評価の新たな仕組み」に関する内容について進捗があまりない状況です。

　視点１：分野別戦略・計画の策定について
　視点２：EBPMのベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プログラムの関係性について

研究開発プログラム評価の新たな仕組みについての各分野別委員会等の検討状況（とりまとめ）

検討状況
委員会名

回答の
有無

方向性視点１ 視点２

（参考）

資料２－２

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

（第75回）Ｒ３．２．３

75



- 1 - 
 

 

 

第 10 期における研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施

と新たな仕組みの議論についてのまとめ（案） 

 

令和３年２月３日 

研究計画・評価分科会 

 

 

１．研究開発プログラム評価に関する研究計画・評価分科会における議論の経緯 

 

第 10 期においては、第 9期からの引き継ぎ＊を踏まえ、平成 31 年 4 月 17 日開催の第

68 回分科会（第 10 期の初回）において、従来取り組めていなかったプログラム評価に

ついて、具体的な実施方法や様式を定めた「第 10 期研究計画・評価分科会における研

究開発プログラム評価の試行的実施と研究開発課題の評価の実施について」を決定し、

各分野別委員会等において今期中の試行的実施に取り組んだ。 

令和 2年 7月 16 日開催の第 73 回分科会において、当該決定に基づく研究開発プログ

ラム評価の試行的実施に関する各分野別委員会等における対応状況と主な意見が報告さ

れ、その結果として、概ね各分野別委員会等及びその事務局における評価作業は大変困

難であったとの意見が多く示された。 

 同回においては、それらの状況を踏まえ、「研究開発プログラム評価の新たな仕組

み」についての提案がなされ、分科会での議論の結果、当該仕組みについて、それぞれ

の分野別委員会等から、ご意見等をいただくこととなり、その検討状況が本日、本分科

会に報告された。 

 
＊平成 31年 2月 13 日開催の第 67回分科会（第 9期の最終回）の議論において、「研究開発計

画」に掲げられている「大目標達成のために必要な中目標」の単位で研究開発課題等の取組全

体を束ねたものを研究開発プログラムとし、第 10期の 2年間で試行的に実施することがまとめ

られ第 10期に引き継がれた。 

 

 

２．第 10 期の議論のまとめ 

 

第 10 期においては、上記のとおりプログラム評価についての試行的な取り組み等に

ついて、分野別委員会等から報告を受けつつ、分科会としても議論を行ってきたが、現

状を踏まえると以下のとおりとすることが適当と考える。 

 

○ 分野別委員会等の議論が委員会での議論、事務局限りの議論と分野によって様々で

あり、分科会においても更に現状を認識し引き続きの議論が必要。 

 

○ 新たな仕組みとして、分野別に議論することは重要であるものの、分野を超えた研

究開発課題への対応や個別分野に閉じこもった研究開発にならないためにどうすべき

かなどについて、分科会としてどのように仕組みとして担保するか引き続きの議論が

必要。 

 

資料 2-3 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R3.2.3 

76



- 2 - 
 

○ 現行の研究開発計画※ に基づく研究の推進や評価の仕組みを第 10 期分科会の設置

期間をもって廃止するという事務局提案については、現段階で分野別委員会等での議

論もさまざまであり、直ちに廃止することにより、拠りどころとなるものが存在しな

くなることから、各分野の検討状況を見据え、新たな仕組みによる「分野別戦略・計

画」と「分野別研究開発プログラム」が策定され移行されるまでの間は廃止しない。 

 
※ 研究開発計画とは、第 5期科学技術基本計画の第 2章及び第 3章に関する研究開発課題に対応するため、各分野別委員会

等における議論を中心に、今後実施すべき「重点的に実施すべき研究開発の取組」及び「推進方策」としてとりまとめたも

の。平成 29 年 2月に策定されており、科学技術基本計画との平仄により、今後 10 年程度を見通し、おおむね 5年程度を計画

の対象期間と位置付けている。 

 

 

○なお、次期 2年間のうちの最初の 1年間において、各分野別委員会等で分野別戦略・

計画について審議・議論いただき、分野別委員会等として分野別戦略・計画を取りま

とめていただき、次期の後半を活用して分科会としての取りまとめについて審議・議

論いただくことについては、引き続き各分科会等に検討をお願いする。 

 

 

第 10 期としては、これまでの検討状況を踏まえ、「分野別研究開発プログラム」の

在り方や最低限盛り込まれるべき内容については、次期（第 11 期）の分科会開始時よ

り今後 5年をかけて、第 6期科学技術・イノベーション基本計画の内容や、同計画に基

づく次期大綱的指針の改定内容等を踏まえ、引き続き適切な仕組みの在り方を検討・議

論することが適当と考える。その際、分野別研究開発プログラムの策定・活用や評価

は、負担軽減、評価の屋上屋排除、評価スキル・ノウハウの習得や、評価担当者のリテ

ラシー向上など課題が多いため、引き続き、分科会事務局及び分野別委員会等を支援す

る様々な工夫や取り組みを充実させることを考慮することが必要。 

 

また、CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）においては、次期大綱的指針の改

訂に向けて、研究開発評価の充実に向けた検討がなされており、「追跡調査及び評価の

有効性の確認」及び「あるべき CSTI 評価」を着目点として、令和 2年度中にとりまと

めを行うべく検討が進められており、その中で、特にあるべき CSTI 評価については、

① 政府全体で進めている施策についての科学技術・イノベーション政策（次期科学技

術・イノベーション基本計画等）推進等の政府全体の観点からの総合的な評価及びモニ

タリング、② 省庁等が自らの政策実現に向けた成果等を生み出すような評価が出来て

いるかどうかの観点からの俯瞰的な評価（メタ評価）、の 2点が示されている。これを

踏まえると、各省庁等における評価については、専門家による熟議を中心とした視点に

加え、より俯瞰的・客観的なエビデンスに基づく分析の視点が求められることも考慮す

ることが必要。 
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第 10 期研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施と 

研究開発課題の評価の実施について 

 

 

平成 31 年４月 17 日 

研究計画・評価分科会 

 

 

研究計画・評価分科会（以下「分科会」という。）においては、「文部科学省における

研究及び開発に関する評価指針1」を踏まえ、以下のとおり研究開発プログラム評価を試

行的に実施するとともに研究開発課題の評価を実施する。 

 

１ 研究開発プログラム評価の試行的実施 

 

（１） 第 10 期（2019 年２月 15 日から 2021 年２月 14 日までの２年間）においては、研

究開発計画２に掲げられている「大目標達成のために必要な中目標」の単位で研究

開発課題等の取組全体を束ねたものを「研究開発プログラム」とし、この評価を試

行的に実施する。 

 

（２） ２年間の試行を通じて、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」

との関係性を考慮しながら、評価者の評価疲れに十分配慮し、柔軟に見直しを行い

つつ、実効性のある評価の仕組みの確立を目指す。 

 

（３） 研究開発プログラムを構成する研究開発課題等とは、中目標の達成に必要となる

事業とする。このため、これに適合する研究開発課題を基本としつつ、必要に応じ

て、国立研究開発法人において運営費交付金等により実施されている事業等を含め

ることとする。 

 

（４） 分科会は、研究開発プログラム全体や横串の視点から、各研究開発プログラムへ

の助言や、評価全体の仕組みのレビューを行い、その結果を「研究計画・評価分科

会における研究開発プログラム評価の試行的実施に関する議論のまとめ」（別添１）

として取りまとめ、分科会に設置される分野別委員会（以下「分野別委員会」とい

う。）にフィードバックする。 

 

（５） 分野別委員会は、研究開発プログラムの外部評価の評価実施主体とし、分野別委

員会事務局が実施した自己評価結果に基づいて、全体を俯瞰した上で留意点や気づ

                                                   
1 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 29 年４月 最終改定 文部科学大臣決 

定） 
2 「研究開発計画」（平成 29 年８月 最終改定 研究計画・評価分科会決定） 

参考資料 1 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） Ｒ３.２.３ 
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きについて検討し、別添２を参考に分野の特性等に応じて研究開発プログラム評価

票を作成する。 

 

（６） 分野別委員会事務局は、研究開発プログラムの運用及び自己評価の実施主体とす

る。プログラムの自己評価においては、個々の研究開発課題や事業等の評価そのも

のではなく、それらを俯瞰した上での気付きを取りまとめることに努める。 

 

 

２ 研究開発課題の評価 

  別添３のとおり実施する。 
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別添１ 

 

研究開発・評価分科会における 

研究開発プログラム評価の試行的実施に関する議論のまとめ 

 

 

○年○月○日 

 

 

研究計画・評価分科会において行われた研究開発プログラム評価の試行的実施に関す

る議論は、次のとおり。 

 

【○年度】 

１． 研究開発プログラム評価の試行的実施に当たっての気づき 

 

 

２． 評価の仕組みについて 

 

 

３． その他 
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別添２ 

 

研究開発プログラム評価票 

 

（○○年度） 

中目標（○○科学技術分野）： 

 

 

 

 

 

中目標の達成状

況の測定指標

（平成 28年度

～○○年度） 

※政策評価の事

前分析表から転

記 

 

事業名 

（事業期間） 

※中目標の達

成に必要な事

業（必要に応

じ、国立研究

開発法人にお

いて運営費交

付金等により

実施されてい

る事業も記

載） 

予算規模 評

価

年

度 

評

価

の

種

類 

科学技術基本計画等へ

の貢献状況 

※科学技術基本計画やそ

の他政府の計画等への貢

献状況 

備考 

 

※その他の気

づき等 

 

  

○○事業 

(H○～H○年) 

 

○億円/○

年 

H

○ 

中

間

評

価 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

研究開発プロ

グラムの評価

に当たっての

気づき 

 

 

 

※留意すべき点 

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（P24～P31）

を踏まえ、以下の点に留意すること。 

◯ 個々の研究開発プログラムは、研究開発計画（平成 29 年８月最終改

定、研究計画・評価分科会決定）に記載された「大目標達成のために

必要な中目標」単位での内部部局の研究開発課題を束ねたものを対象

としており、内部部局による質の高い自己評価に努めること。 
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 ◯ 研究開発プログラムの下で行われる個々の研究開発課題の評価結果

を羅列するのではなく、それらを総覧した上での気づき（領域間の配

分やプログラム運営の適切性（必要性、有効性、効率性）等）の記載

に努めること。 

◯ 評価に当たっては、論文数などの数値のみに安易に頼ることなく、研

究開発プログラムの性格、内容、規模等を考慮しつつ、目標達成への

貢献状況の全体を把握することに努めること。 

○目標に対する達成状況等を評価することを基本とするが、実施したプ 

ロセスの妥当性や副次的効果、理解増進や研究基盤の向上、次代を担

う若手研究者の育成にいかに貢献したか等、次につながる成果を幅広

い視野から捉えることに努めること。 

○必要に応じて民間等外部機関を活用することも考慮しながら、より有

効なプログラム評価に進化させるように努めること。 
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別添３ 

研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価の実施について 

 

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の内容を十分に踏まえて、こ

れにのっとった研究開発課題（以下「課題」という。）の評価を実施する。 

 

１．評価の目的 

国が定めた政策や研究開発プログラムの目的や目標を達成するために実施される

個々の課題ごとに評価することにより、実施の当否を判断するとともに、実施されて

いる研究開発の質の向上や運営改善、計画の見直し等につなげる。 

 

２．評価の区分 

（１）事前評価 

①対象課題 

分科会の所掌に属する課題2のうち、以下の課題について実施する。 

・ 総額（５年計画であれば５年分の額）が 10 億円以上を要することが見込まれ 

る新規・拡充課題 

・ 分科会において評価することが適当と判断されたもの 

 

②評価の流れ 

分科会に設置される分野別委員会（以下「分野別委員会」という）が研究評価計画

を策定し、これに基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。 

 

③評価結果の活用 

事前評価結果は、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討等に活用する。 

 

④政府予算案を踏まえた評価の見直し 

分野別委員会は政府予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、

その結果を分科会に報告する。 

 

（２）中間評価 

①対象課題 

 事前評価を実施したもののうち、中間評価実施時期に当たる課題について実施する。 

 

②評価の流れ 

分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。 

 

③評価結果の活用 

中間評価結果は、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討等に活用する。 

                                                   
2  分科会において策定された研究開発計画にのっとった課題をいう 
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④政府予算案を踏まえた評価の見直し 

分野別委員会は政府予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、

その結果を分科会に報告する。 

 

（３）事後評価 

①対象課題 

事前評価を実施したもののうち、事後評価実施時期に当たる課題について実施する。 

 

②評価の流れ 

分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。 

 

③評価結果の活用 

事後評価結果は、文部科学省の政策評価及び後継の研究開発課題の検討、実施及び

次の施策形成等に活用する。 

 

（４）追跡評価 

①対象課題 

事後評価を実施したもののうち、国費投入額が大きい、あるいは、成果が得られる

までに時間がかかる課題等について対象を選定して実施する。 

 

②評価の流れ 

分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。 

 

③評価結果の活用 

追跡評価結果は、研究開発の成果の波及効果や副次的効果を把握するとともに、過

去に実施した評価の妥当性を検証し、より良い研究開発施策の形成等に適切に反映す

るために活用する。 

 

３．評価の進め方 

（１）研究評価計画の策定 

分野別委員会は、研究開発の特性に応じて適切な評価を行うため当該年度の研究評

価計画を策定する。なお、同計画の策定においては以下の点を明確にする。 

①評価対象課題名 

・ 当該年度に事前、中間、事後評価の対象となる全ての課題名 

・ 当該年度の中間、事後評価の対象ではない課題の中間、事後評価の実施時期 

②評価票の様式 

・ 評価票は課題毎に簡潔かつ具体的にＡ４用紙３枚程度にまとめることとし、

別添様式を参考に課題の特性等に応じて策定 

③評価実施日程 
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（２）評価の実施 

①分野別委員会における評価の実施 

・ 研究開発計画における「中目標達成のために重点的に推進すべき研究開発の

取組（以下、「重点取組」という）」の達成に向けた個々の課題の位置付け、

意義及び課題間の相互関係等を簡潔に示す施策マップを重点取組毎に作成

する。作成に当たっては、当該年度の評価対象課題のみならず、それ以外の

課題についても可能な限り記載し、各課題の位置付けを明確にする。 

・ 重点取組の達成に必要となる個々の課題について評価を実施し、委員会とし

ての評価結果を作成する。評価結果は、所定の評価票にポイントを絞り簡潔

明瞭にまとめる。また、評価結果は、当該課題の重点取組の達成に向けた位

置付けや意義を意識しながら作成する。 

・ 中間・事後評価は、原則として、事前評価を行った課題の単位で実施するこ

ととし、事前評価の単位と異なる場合は、課題との関係性について明瞭に記

載すること。 

 

②分科会における評価の実施 

・ 分科会では、重点取組の達成に向けた各課題の位置付け、意義、内容、必要

性、進捗状況及び他の課題との相互関係等とともに、委員会の評価結果につ

いて主に施策マップを用いて分野別委員会から報告を受け、それを基に評価

結果を審議し、評価結果を決定する。 

 

４．留意事項 

（１）利害関係者の範囲 

評価を実施するに当たっては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指

針」にのっとり、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評価

に加わらないようにする。分野別委員会では、各課題の趣旨や性格に応じてあらか

じめ利害関係となる範囲を明確に定めることとする。利害関係を有する可能性のあ

る者を評価に加える必要がある場合には、その理由や利害関係の内容を明確にする。 

また、分科会で評価結果を決定するに当たっては、以下のいずれかに該当する委

員は、当該課題の評価に加わらないこととする。 

① 評価対象課題に参画している者 

② 被評価者（実施課題の代表者）と親族関係にある者 

③ 利害関係を有すると自ら判断する者 

④ 分科会において、評価に加わらないことが適当であると判断された者 

 

（２）評価に係る負担軽減 

評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減

に努める。 

 

（３）課題の予算規模の明示 

事前、中間評価の際は、原則として対象課題の総額、及び単年度概算要求額を明

示することに努め、評価の検討に資するものとする。 
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（４）分野別委員会の所掌に属さない課題の評価 

分野別委員会の所掌に属さない課題の評価については、事前、中間、事後評価の

際に、必要な専門家から組織される評価委員会を分科会に設置し、当該評価委員会

において評価を実施することを基本とする。なお、同一課題に関する一連の評価に

際しては、関連する以前の評価委員会のメンバーをできる限り複数含めるよう留意

する。 

 

５．その他 

評価の実施に当たって、その他必要となる事項については別途定めるものとする。 
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別添様式１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発課題の事前評価結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○年○○月 

○○委員会 
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○○委員会委員 

 

 

         氏名         所属･職名 

主査    ○○ ○○○   国立○○センター所長 

主査代理  ○○ ○○○   ○○ 

      ○○ ○○○   ○○ 

 

 

 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係

の内容を明確に記載すること。 
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○○課題の概要（ポンチ絵でも可） 

 

１． 課題実施期間及び評価時期   

××年度～  △△年度 

中間評価 平成◇◇年度及び平成○○年度、事後評価 平成◎◎年度を予定 

 

２． 研究開発概要･目的 

※ 評価票の課題概要を２、３行で記載。 

 

３． 予算（概算要求予定額）の総額 

年度 HXX(初年度) … H○○ H○○ 総額 

概算要

求予定

額 

○○億 … ○○億 ○○億 ○○億 

 

(内訳) 科振費 ○○億 
○○費 ○○億 

…    

 

 

４． その他 

※ 他の分野（委員会）及び関係省庁との連携状況を含むこと。 
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事前評価票 

 

（○○年○○月現在） 

１．課題名 ○○ 

２．開発・事業期間   ××年度～  △△年度 

３．課題概要 

（１）研究開発計画との関係 

 施策目標：○○・・・・ 

 大目標（概要）：○○・・・・ 

 中目標（概要）：○○・・・・ 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：○○・・・・ 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

本課題が関係するアウトカム指標： 

※各々の指標について過去３年程度の状況を簡潔に記載し、評価の参考とする。 

 

（２）概要 

○○・・・・・ 

※ 課題の達成目標を明確に設定すること。 

 

４．各観点からの評価 

※ 研究開発課題の性格、内容、規模等に応じて、「必要性」、「有効性」、「効率性」等の観 

点の下に適切な評価項目を設定する（評価項目の例参照）。 

※ 抽出した各評課項目について判断の根拠があいまいにならないよう、評価基準をあら 

かじめ明確に設定する（出来る限り定量的に定めることとし、それが困難な場合でも、 

実現すべき内容の水準を具体的に定めるなどして事後に客観的に判定できる内容とす 

ること）。 

（１）必要性 

 ○○・・・・・ 

 ※ 評価結果を記載。 

 評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 
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（評価項目の例） 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の

活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社

会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目

的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、

ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活

性化等）その他国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

（２）有効性 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

 評価項目： 

    ○○・・・・・、○○・・・・・、 

  評価基準： 

○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

（評価項目の例） 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通

じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接

の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

（３）効率性 

 

○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

※ 費用及び効果に関する評価については、独立した項目を設定するなどして、より明 

確なものとするよう努めること。 

 

評価項目： 

    ○○・・・・・、○○・・・・・、 

  評価基準： 

○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

（評価項目の例） 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当

性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 
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５．総合評価 

（１）評価概要 

※ 実施の可否の別とその理由、中間評価・事後評価の実施時期等。 

※ 5 行程度で簡潔に記載すること。 

 

（２）科学技術基本計画等への貢献見込み 

※ 科学技術基本計画等にどのように貢献できそうか 5行以内で簡潔に記載すること。 

 

（３）その他 

※ 研究開発を進める上での留意事項（倫理的・法的・社会的課題及びそれらへの対応）

等を記載する。 
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別添様式２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発課題の中間評価結果 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

○○年○○月 

○○委員会 
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○○委員会委員 

 

 

         氏名         所属･職名 

主査    ○○ ○○○   国立○○センター所長 

主査代理  ○○ ○○○   ○○ 

      ○○ ○○○   ○○ 

 

 

 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係

の内容を明確に記載すること。 
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○○課題の概要（※ポンチ絵でも可） 

 

１. 課題実施期間及び評価時期   

平成××年度～  △△年度 

中間評価   ◇◇年度及び  ○○年度、事後評価   ◎◎年度を予定 

 

２． 研究開発概要･目的 

 

３． 研究開発の必要性等 

※ 必要性、有効性、効率性に関する事前評価結果の概要を記載。 

 

４． 予算（執行額）の変遷 

年度 HXX(初年度) … H○○ H○○ H○○ 翌年度以降 総額 

予算額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

（見込額） 

○○百万 

（見込額） 

執行額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 － － 

(内訳) 科振費 ○○百万 
○○費 ○○百万 

…      

 

５． 課題実施機関･体制 

研究代表者   東京大学○○研究所教授 ○○ ○○○ 

主管研究機関  東京大学、Ａ研究所、Ｂ大学 

共同研究機関  ○○大学、・・・・ 

 

６． その他 

中間評価

実施年度 
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中間評価票 

 

（○○年○○月現在） 

１．課題 3名 ○○ 

２．研究開発計画との関係 

 

施策目標：○○・・・・ 

 大目標（概要）：○○・・・・ 

 中目標（概要）：○○・・・・ 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：○○・・・・ 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

本課題が関係するアウトカム指標： 

※各々の指標について過去３年程度の状況を簡潔に記載し、評価の参考とする。 

 

 

３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

 

※ 課題の所期の目標の達成に向けて適正な進捗が見られるか。進捗度の判定とその判断

根拠を明確にする。 

 

（２）各観点の再評価 

※ 科学技術の急速な進展や社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に応じて、

当初設定された「必要性」、「有効性」、「効率性」の各観点における評価項目及びその

評価基準の妥当性を改めて評価し、必要に応じてその項目・基準の変更を提案する。 

※ 新たに設定された項目・基準に基づき、「必要性」、「有効性」、「効率性」の各評価項目

について、その評価基準の要件を満たしているか評価する。 

 

 

＜必要性＞ 

 

評価項目 

96



20 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の

活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社

会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目

的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、

ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活

性化等）その他国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通

じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接

の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 
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（評価項目の例） 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当

性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 

 

（３）科学技術基本計画等への貢献状況 

※ 科学技術基本計画等にどう貢献しているか簡潔に記載する。 

 

 

（４）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。 

理由：5行程度で理由を記載のこと。 

 

 

（５）その他 

※ 研究開発を進める上での留意事項（倫理的・法的・社会的課題及びそれらへの対応）

等を記載する。 

  
3原則として、事前評価を行った課題の単位で実施することとし、事前評価の単位と 

異なる場合は、課題との関係性について本欄中に明瞭に記載すること。 
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別添様式３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発課題の事後評価結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○年○○月 

○○委員会 
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○○委員会委員 

 

 

         氏名         所属･職名 

主査    ○○ ○○○   国立○○センター所長 

主査代理  ○○ ○○○   ○○ 

      ○○ ○○○   ○○ 

 

 

 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係

の内容を明確に記載すること。 
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○○課題の概要（※ポンチ絵でも可） 

 

１． 課題実施期間及び評価実施時期 

平成××年度～  △△年度 

中間評価 平成◇◇年×月、事後評価   ◎◎年×月 

 

２． 研究開発概要･目的 

 

３． 研究開発の必要性等 

※ 必要性、有効性、効率性に関する事前又は中間評価結果の概要を記述。 

 

４． 予算（執行額）の変遷 

年度 HXX(初年度) … H○○ H○○ H○○ 総額 

予算額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

 

執行額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

 

(内訳) 科振費 ○○百万 
○○費 ○○百万 

…     

 

５． 課題実施機関･体制 

研究代表者   東京大学○○研究所教授 ○○ ○○○ 

主管研究機関  東京大学、Ａ研究所、Ｂ大学 

共同研究機関  ○○大学、・・・・ 

 

６． その他 
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事後評価票 

 

（○○年○○月現在） 

１．課題 4名 ○○・・・・・ 

２．研究開発計画との関係 

 施策目標：○○・・・・ 

 大目標（概要）：○○・・・・ 

 中目標（概要）：○○・・・・ 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：○○・・・・ 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

本課題が関係するアウトカム指標： 

※各々の指標について過去３年程度の状況を簡潔に記載し、評価の参考とする。 

 

 

３．評価結果 

（１）課題の達成状況      

※ 課題の所期の目標は達成したか。達成度の判定とその判断根拠を明確にする。 

※ 科学技術の急速な進展や社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に応じて、

当初設定された「必要性」、「有効性」、「効率性」の各観点における評価項目及びその

評価基準の妥当性を改めて評価し、必要に応じてその項目・基準の変更を提案する。 

※ 新たに設定された項目・基準に基づき、「必要性」、「有効性」、「効率性」の各評価項目

について、その評価基準の要件を満たしているか評価する。 

 

 

＜必要性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の
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活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社

会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目

的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、

ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活

性化等）その他国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通

じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接

の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当

性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 
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（２）科学技術基本計画等への貢献状況 

 ※ 科学技術基本計画等にどう貢献したか簡潔に記載する。 

（３）総合評価 

 ①総合評価 

※ どのような成果を得たか、所期の目標との関係、波及効果、倫理的・法的・社会的課

題への対応状況等を記載する。 

 

 ②評価概要 

※本事業の総合的な評価について、簡潔に５～１０行程度で記載する。 

 

（４）今後の展望 

※ 今後の展望も記載のこと。（研究結果を踏まえた今後の展望、予想される効果・効用、

留意事項（研究開発が社会に与える可能性のある影響（倫理的・法的・社会的課題及

びそれらへの対応）を含む。） 

 

4 原則として、事前評価を行った課題の単位で実施することとし、事前評価の単位と 

異なる場合は、課題との関係性について本欄中に明瞭に記載すること。 
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研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価に関する留意事項について 

 

１．研究開発プログラムとの関係  

今年度から、研究開発計画における中目標を研究開発プログラムとして、プログラム

単位での評価を行うこととしているところ、研究開発課題評価に当たっても、上位の研

究開発プログラムやその「道筋」における位置付けを共有した上で評価を行う。 

 

２．評価項目について  

文部科学省評価指針では、研究開発課題の評価について、研究開発課題の性格、内容、

規模等に応じて、「必要性」「有効性」「効率性」等の観点の下に適切な評価項目を設

定の上評価を実施することとしているところ、それぞれ以下の項目例を参考に評価を行

っていただきたい。 

なお、各委員会等の事務局においては、研究開発課題ごとに特に重視すべき項目につ

いてあらかじめ評価委員との間で共有した上で評価を行っていただきたい。 

 

ア.「必要性」の観点 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等)、社会的・経済的意義（産業・経済活動の活性化・

高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社会等）の創出等)、

国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や研究目的への適合性、国

の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、挑戦的（チャレンジング）な研究や学

際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活性化等）等 

 

イ.「有効性」の観点 

新しい知の創出、研究開発の質の向上、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通じた取組、国際標準化、

行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接の成果・効果やその

他の波及効果の内容等 

 

ウ.「効率性」の観点 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当性、研究開発の手

段やアプローチの妥当性等 

 

※科学技術の急速な進展や社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に応じて、事前評価において設定さ

れた評価項目及びその評価基準の妥当性を中間評価、事後評価においても評価し、必要に応じてその項目・基準の

変更を提案すること。 

 

 

３．その他留意事項  

 ◆長期間にわたって実施される研究開発課題については、一定期間ごとに目標の再設

定や計画変更の要否を確認する。 

 ◆研究開発を実施するグループの長等のマネジメントや体制整備についても適切に評

価に反映する。 

別紙 
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 ◆挑戦的（チャレンジング）な研究開発課題については、直接的な研究開発成果にお

ける目標の達成度に加えて、関連する制度、体制、運営といった研究開発過程（プ

ロセス）が成果の最大化に向けて適切に組み合わされたかという視点での評価も必

要である。また、技術的な限界・ノウハウ・うまくいかなかった要因等の知見、副

次的成果や波及効果等も積極的に評価するなど、挑戦的（チャレンジング）な研究

であることを前提とした評価を行う。 

 ◆評価に当たっては、評点付けのみならず、評価対象課題に係る改善策や今後の対応

等に関する提案についても積極的に抽出し、その結果を活用していく。また、対象

課題が位置づけられている研究開発プログラムの改善につながる事項の抽出にも留

意する。 

◆研究開発が社会に与える可能性のある影響（倫理的・法的・社会的課題及びそれらへ

の対応）についても積極的に記載する。 

◆上記の留意事項以外についても、文部科学省評価指針に基づいた評価を実施する。 
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研究開発・評価分科会における 

研究開発プログラム評価の試行的実施に関する議論のまとめ（案） 

 

令和２年７月 16 日 

文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課 

 

 

研究計画・評価分科会に属する各分野別委員会等において実施された研究開発プログ

ラム評価の試行的実施に関して、別紙のとおり各分野別委員会等より様々な意見が示さ

れた。 

これを踏まえ、とりまとめを行った分科会事務局としての見解及び今後の対応につい

て考え方を以下のとおり整理した。 

 

 

１． 各分野別委員会等における対応状況と主な意見のまとめ 

 

 ○ 「研究開発課題」の評価については、評価手順や様式が明確であり、かつ既に評価

作業が定着している。一方で、今般の研究開発プログラムの評価は、試行的な取組

であり、様々な形で評価作業がなされたが、概ね各分野別委員会等及びその事務局

における評価作業は大変困難であったとの意見が多く示された。 

 

 ○ その理由として、大きく３つの意見に整理できると考える。 

 

 研究開発計画1に記載されている内容（具体的には、中目標毎のアウトプット指

標及びアウトカム指標）の各分野の性質に合わせた検討・見直しや、研究開発

プログラムの評価の具体的な進め方の検討が、研究開発計画を策定した時点

（平成 28 年度）以降、具体的になされていなかったため、結果として、後付け

の評価を行うことが相応しくないのではないかとの印象を感じられた委員がお

られた。 

 研究開発プログラム全体を改めて俯瞰することの意義（分野別委員会等におい

ては、日常的な審議・検討を通じて分野全体を俯瞰していると感じられる委員

がおられた）や、そもそも何をどのように俯瞰するのかといった、純粋な疑問

を持たれる委員がおられ、各分野別委員会等を超えて文部科学省全体として客

観的に把握できる、エビデンスによる俯瞰というアプローチについての共通見

解を各分野別委員会等において持つことが難しいこともあった。 

 政策研究大学院大学の林委員より別途示された「プログラム評価議論用資料」

を用いてプログラム評価の意義や進め方について分野別委員会等や事務局に対

して説明を行うとともに、林委員をはじめとする「科学技術・学術政策局アド

バイザー（研究開発評価担当）※」との意見交換の場を設けるなどの工夫を行っ

たものの、具体的な作業に落とし込むにはノウハウ・スキルの両面で困難であ

った。 

 

                                                   
1 研究開発計画（平成 29 年 2 月（最終改訂：平成 29 年 8 月）科学技術・学術審議会研究計画・評

価分科会） 

参考資料２ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） R３.２.３ 

資料 2-3 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 73 回） R2.7.16 
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※ 安 藤 二 香 政策研究大学院大学 学術国際課 専門職 

伊地知 寛 博 成城大学 社会イノベーション学部長、教授（分科会委員） 

小 林 直 人   早稲田大学 教授 研究戦略センター副所長／研究院 副研究院長 

田 原 敬一郎  公益財団法人未来工学研究所 政策調査分析センター 主任研究員 

塚 本 恵    キャタピラー代表執行役員、渉外・広報室長（分科会委員） 

林 隆 之    政策研究大学院大学 教授（分科会委員） 

 

○ 一方で、各分野別委員会等においては、研究開発プログラムのような一定のまとま

り毎に分野等を俯瞰し、客観的に把握することについては、個々の分野におけるこ

れまでの検討経緯・特性・事情などによって、多様な検討・工夫がなされた。 

 

 例えば、研究開発計画とは別の形で計画・戦略作りがなされているものや、分野

を俯瞰する取り組みがあり、その計画・戦略や分野全体を俯瞰するエビデンスを

ベースに必要な改善を図る取り組みがなされているものが見受けられた。この場

合、わざわざ研究開発プログラムを再定義して、屋上屋を重ねる取組を行うよ

り、この取組を充実・強化することが重要であるとの共通理解が得られた。 

 また、研究開発計画に対して、これに基づくマネジメントや評価を行うとの考え

方が形骸化しているため、評価作業に落とし込みづらい、評価になじみづらいと

の意見もあった。 

 さらに、研究開発プログラムは、専門分野の専門知は専門外の有識者や国民にと

っては理解や把握が困難な場合もあり、誰にとっても分かりやすいエビデンスや

客観的なエビデンスを用いて示すことによって、様々な視点から全体を俯瞰する

ことが可能となり、専門家にとっても思いもよらない新たな気づきを得られる可

能性があるとの意見も示された。 

 

２． 今後の対応について 

 

今般の研究開発プログラム評価の試行的な実施により、様々な課題や視点が得られ

た。これを踏まえ、今年度は、以下の３点を軸に、分科会事務局を中心に検討を進めて

いくこととしたい。また、次期科学技術・イノベーション基本計画が策定された後に、

検討・調整状況をご報告しつつ、改めてご議論いただきたい。 

 

 研究開発計画は今期限りとし、分野ごとの特性や事情等を考慮し、新たな枠組み

として、分野ごとに研究開発の進め方戦略等を記載した「研究開発戦略・計画

（仮称）」と分野全体を客観的に俯瞰・把握できるとともに、分野全体を評価す

るための基盤となる「研究開発プログラム」を策定する方向で検討を進める。

（別資料） 

 「研究開発戦略・計画」（仮称）については、政府全体を対象とした既存の戦

略・計画などがある場合は、出来る限りそれを取り込んだものとする。又はそ

れをもって代えることが可能な仕組みとする。 

 「研究開発プログラム」については、具体化するためには、追加的な労力が必要

となることに加え、客観的なエビデンスに対するリテラシーが必要となるため、

SciREX（政策のための科学）事業のプロジェクトを活用することにより、研究評

価の専門家や分科会事務局が、分野別委員会等事務局をサポートする仕組みを検

討する。 
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（別紙） 

 

各分野別委員会等における評価結果の概要と主な意見 

 

（１）情報科学技術分野 ※１ 

 

情報委員会において検討を行った結果、第５期科学技術基本計画において示された

超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術（サイバーセ

キュリティ技術、IoT システム建築技術、ビッグデータ解析技術、AI 技術、デバイス

技術、ネットワーク技術、エッジコンピューティング）については、期間中に一定の

強化が図られたとのとりまとめがなされた。一方、新型コロナウイルス感染症の流行

により AI 技術をはじめとする情報科学技術に対する期待は高まっており、「富岳」

等の計算資源と多様なデータが学術情報ネットワークで接続され、一体的かつ有効に

機能することの重要性が示された。また、新たな評価基準のあり方を不断に検討し、

それらを取り込んだ評価システムを構築する必要性が示された。 

 研究開発プログラム評価に当たっては、文部科学省としての政策評価や行政事業レ

ビュー等と重複して評価を行うことは事務負担が大きく、可能な限り評価項目を共通

化するなど効率的な実施とすることが必要であるとの指摘がなされた。また、今般の

新型コロナウイルス感染症の流行のような社会的価値観に劇的な変化をもたらす突発

的な事態にも適切に対応できるよう、計画変更が行えるようしておくことの重要性が

示された。その他、被評価者と評価者が施策の進捗に応じて評価基準の見直しをする

ことや、評価の機会への若手研究者の参画を促すためのオンライン会議の活用の必要

性なども示された。 

 

 

（２）ナノテクノロジー・材料科学技術分野 ※１ 

 

ナノテクノロジー・材料科学技術委員会において検討を行った結果、同分野におけ

る中目標の下で行われている、「元素戦略プロジェクト」、「ナノテクノロジープラ

ットフォーム」、「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業」の３つの

事業は相互補完的なポートフォリオを形成し、三位一体でその成果が最大限発揮され

る関係にあること、また研究開発を行う事業と基盤となる事業のバランスが取れてい

るほか、主に基礎研究分野で活躍している研究者が、産業応用に繋がる研究開発にも

参加できる機会を提供している等、中目標達成に寄与しているとの評価案が示されて

いる。 

一方で、評価について、分野全体を俯瞰するには JST の取組等も含めた公的投資を

広く見た上で、相乗効果や人材育成、予算規模や重要な研究開発等を議論すべきとい

う点や、現在だけでなく過去から未来に向けた時間軸を意識した評価が重要である点

について指摘がなされた。また、同分野においては、論文の被引用数 TOP1%、10%等の

論文指標を強調しすぎることによる弊害も指摘された。 

その他にも、既存の枠組にとらわれない、研究者が広く注目できる施策の制度設計

の重要性や、大量のデータを利活用し、同分野の研究開発のデジタルトランスフォー

メンション等を推進することが、中目標の更なる達成に繋がるとの指摘もなされた。 
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（３）量子科学技術分野 ※３ 

 

  統合イノベーション戦略推進会議の下、本年１月に取りまとめられた「量子技術イノ

ベーション戦略」に基づき、本プログラム評価の構成等を検討することとしていたた

め、現時点までに右評価は実施しておらず、今後、構成・方策等を含めて検討していく

予定。 

 

 

（４）環境エネルギー科学技術分野 ※１ 

 

 環境エネルギー科学技術委員会において検討を行った結果、３つの中目標（温室効

果ガスの抜本的な削減に寄与する研究開発やその成果を企業や他省へ橋渡しするこ

と、気候変動に関する予測情報やメカニズム解明等の科学的な知見を関係省庁や地方

公共団体等の適応策検討・立案に活用を促しまた IPCC や共同研究等を通じた国際貢

献にも寄与すること、データ統合・解析システム（DIAS）の構築やシステム上のデー

タの利用推進を図ること）に関しては、何れも成果を挙げているとのとりまとめがな

された。 

 一方で、３つの中目標ごとにならべることによって、目標間の連携や他の目標への

波及効果などを追加的に評価できることが望ましいこと、現在内閣府において検討が

進められている「研究開発における追跡調査・追跡評価」等の枠組み等を活用し、プ

ログラムの研究開発成果の展開状況と成果還元・波及効果の状況を把握することが望

ましいとの考え方も示された。 

 

 

（５）核融合科学技術分野 ※１ 

 

 核融合科学技術委員会において検討を行った結果、研究開発課題と研究開発プログ

ラムの単位（中目標）が一致していることや、平成 29 年 12 月にとりまとめた報告書

「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」において、原型炉段階に移行するための原

型炉開発ロードマップを作成することや、ロードマップに基づいて各要素技術の技術

的成熟度を確認するためのチェックアンドレビューを実施することとなっており、当

該レビュー作業を研究開発プログラム評価に位置づけてはどうかとの考えが示され

た。なお、直近の中間チェックアンドレビューが令和３年度を目途に実施される予定

となっている。 

一方で、研究開発プログラム評価の切り口では、技術的成熟度の確認のみならず、

国内はもとより海外も含めた研究成果や研究ネットワークの状況（できれば経年変

化）、産業界を含めた人材育成の状況などの把握にも努めることが適当ではないかと

の意見が示された。 

 

 

（６）ライフサイエンス分野 ※１ 

 

  脳科学委員会において検討を行った結果、現在は、複数の中目標にまたがる形で３

つの研究開発課題（脳プロ、革新脳、国際脳）が進められていること、内閣官房健
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康・医療戦略室において各省連携による統合プロジェクトの見直しが検討されてお

り、これに併せて文部科学省における戦略的な脳科学研究の推進方策を検討するため

の作業部会が設置され、検討が進められていることなどから、研究開発プログラムの

試行的な評価を、脳科学研究全体を俯瞰する形で実施することが困難な状況であっ

た。 

  また、現在、内閣官房で進められている９つの統合プロジェクトのうち、「脳とこ

ころの健康大国実現プロジェクト」と相補的な形で、新たに「脳とこころの研究推進

プログラム（仮題）」を設置し、この中に研究開発課題を集約するとともに、現在、

研究開発課題毎に配置されている PS（プログラムスーパーバイザー）、PO（プログラ

ムオフィサー）などの再配置も視野に検討が進められており、これらの再編・改善が

整った段階で研究開発プログラム評価のあり方を検討することが適当ではないかとの

意見が示された。 

 

 次に、ライフサイエンス委員会において検討を行った結果、現在は、５つの中目標に

またがる形で１６個の研究開発課題が進められていること、内閣官房健康・医療戦略

室において各省連携による統合プロジェクト（一つ一つが研究開発プログラムに相

当）が進められており、ここでも有識者による評価を受けていることなどから、研究

開発プログラムの試行的な評価を、ライフサイエンス分野の１６個の研究開発課題全

体を俯瞰する形で実施することが困難な状況であったという意見が示されている。 

  このため、今後は、いわゆる評価疲れの観点も踏まえ、研究開発計画によらず、内

閣官房で進められている９つの個々の統合プロジェクトを研究開発プログラムと位置

づけ、内閣官房で設定されている KPI 等に基づく厚生労働省や経済産業省も含めて実

施される健康・医療戦略推進本部の下での評価をもって代えることが適当ではないか

との意見が示された。 

 

 

（７）防災科学技術分野 ※３ 

 

防災に関する研究開発は幅が広く、防災をテーマに実施される他分野における研究開

発や、文部科学省以外の機関において実施される研究開発があるほか、これらの研究開

発に対しては、他機関においても別途の評価等が実施されている。文部科学省において

分野全体を俯瞰・把握した上での研究開発プログラム評価の実施には効果と効率の観点

から再考を要する。したがって、ここでは、防災科学技術委員会において、施策マップ

にある研究開発課題を通じて得られた各種成果の評価を実施するに際しては、第５期科

学技術基本計画により示された「自然災害への対応」の観点を重視したところ、一定の

貢献が認められ、自然災害に対する防災科学技術の推進がなされたとの評価がなされ

た。 

 

 

（８）航空科学技術分野 ※１ 

 

航空科学技術委員会において検討を行った結果、社会からの要請に応える研究開

発、次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発展につながる基盤
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技術の研究開発が何れも着実に推進されており、一定の成果が得られているとの評価

案が示されている。 

  一方で、今後の取組の方向性として研究開発ビジョン中間とりまとめにおける「デ

ザイン・シナリオを実現する研究開発基盤の方向性」の記載事項に留意していくべき

であること、各事業の連携による相乗効果や更なる貢献の可能性を考慮して研究開発

を進めるべきであること、また、我が国の研究開発の優位性や進捗状況を諸外国と比

較・評価した結果に基づく処置（事業進捗の加速等）の要否、基礎基盤的な事業にお

ける人材力の維持・強化及び挑戦的な技術課題を創出するための活動、開発した技術

の活用先（具体的な事例による）、効率的な研究開発のための課題間のコミュニケー

ションなどについて評価することを検討してはどうかとの指摘がなされている。 

 

 

（９）原子力科学技術分野 ※１ 

 

 原子力科学技術委員会事務局において検討を行った結果、２つの中目標（原子力分

野の研究・開発・利用の基盤整備、福島第一原子力発電所の廃炉やエネルギーの安定

供給・原子力の安全性向上・先端科学技術の発展等）に関しては、何れも一定の成果

や体制構築がなされており、科学技術基本計画やエネルギー基本計画に貢献する価値

の高いものであるとの評価案を示している。 

  一方で、何れの取組も現段階では進行中かつ長期間の事業実施が必要であるため、

今後とも定期的に事業内容や進捗状況の確認を行うべきであり、また、今後の事業の

進捗状況に応じて、評価指標自体の見直しも必要ではないかとの考え方も示されてい

る。 

 

 

※１  分野別委員会等における評価結果がとりまとめられた場合 

※２ 事務局による自己評価案が作成された（分野別委員会等での議論がなされたもの

の、評価結果の取りまとめには至っていない）場合 

※３ その他の場合 

 

 

 

112



計評分科会における新たな仕組みの方向性(案)
文部科学省科学技術・学術政策局

企画評価課

研究開発計画の形骸化、中目標単位で研究開発課題を束ねた研究開発プログラム作成の困難性、次
期科学技術・イノベーション基本計画の検討が進捗していること等を踏まえ、研究計画・評価分科会
における審議の在り方と新たな仕組みについて検討を行うことが適当ではないか。

次期（令和3年度以降）より現行の研究開発計画を廃止し、各分野において重点的・戦略的に推進
すべき研究開発の取組や推進方策を定めるための「文部科学省○○分野における研究開発戦略・計画
（仮称）」（以下、「分野別戦略・計画」という。）と、分野別戦略・計画に基づいて分野全体を客
観的なエビデンスとして俯瞰・把握し、「戦略・計画」の改訂や見直しに活用できるようにするとと
もに、エビデンスに基づいてプログラム評価を行う基盤となる「文部科学省○○分野における研究開
発プログラム」（以下、「分野別プログラム」という。）を策定してはどうか。

１．見直しの背景

２．新たな仕組み(案)の概要

○各分野における固有の特性・事情等に応じた策定を可能としてはどうか。
例えば、分野別委員会や内閣官房等において政府全体を対象として別途検討・策定している戦略・

計画※を引用・活用できることとする又はそれをもって代えることが可能な仕組みとするとともに、
分野を俯瞰する戦略・計画として最低限のポイントを記載した文書を分野別委員会でまとめるべきで
はないか。※ 科学技術・イノベーション基本計画、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画、AI戦略、バイオ戦略、量子技術
イノベーション戦略 等

○分野別戦略・計画に最低限盛り込まれるべき要素については、①各分野における研究開発推進の
必要性、重点的・戦略的に取り組むべき研究開発領域やそれに基づく計画、②各分野に共通する横
断的事項、の２点を基本とすることが適当ではないか。

３．「分野別戦略・計画」とは

○分野別戦略・計画と整合する形で、分野全体を客観的かつエビデンスに基づいて俯瞰・把握でき、
これによって、分野別戦略・計画等の進捗状況の把握や見直し・改訂のための材料となることと、
エビデンスに基づいたプログラム評価にも資するものであることを明確にし、まさに文部科学省に
おけるEBPMの推進の基盤であると位置づけてはどうか。

○分野別プログラムの評価の視点は、研究開発課題に関しては、課題や事業のアカウンタビリティ
やメリハリを意識した評価（evaluation（有用性に主眼があって、成果や結果に伴った評価）や
rating（格付、メリハリ））の視点が強いことに対して、分野別プログラムに関しては、プログラ
ム全体を俯瞰して、それを構成する研究開発課題間の関係性の把握やプログラム全体に対する気づ
きや改善点を得るといった、分野別委員会やその事務局の組織学習につなげるための評価
（assessment）の視点が強いものとして、評価の違いを明確化してはどうか。

４．「分野別プログラム」とは

○次期科学技術・イノベーション基本計画の内容や、次期大綱的指針の改訂内容等を踏まえ、引き
続き適切な仕組みの在り方を検討・議論する必要。

○分野別プログラムの策定・活用や評価は、負担軽減、評価の屋上屋排除、評価スキル・ノウハウ
の習得獲得や、評価担当者のリテラシー向上など課題が多いため、引き続き、分科会事務局及び分
野別委員会を支援する様々な工夫や取り組みを充実させる必要。

５．今後の取組

資料3
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第73回） R2.7.16
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研究計画・評価分科会における審議の方向性について（案） 

～ 新たな仕組みとして、文部科学省分野別研究開発戦略・計画（仮称）と 

分野別研究開発プログラム（仮称）の策定による研究推進と評価の新たな取組 ～ 
 

令和２年７月 16 日 

文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課 
 
１．はじめに 
 
 今般、「研究開発・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施に関する議

論のとりまとめ」を行ったところ、研究開発計画の形骸化と中目標単位で研究開発課題を

束ねた研究開発プログラムの評価の困難性が確認されたところ。 
 
 また、次期科学技術・イノベーション基本計画の検討が内閣府において進められている

中で、内閣府における検討に資する観点から、総合政策特別委員会において検討が進めら

れ、令和 2 年 3 月 26 日に「知識的集約型の価値創造に向けた科学技術イノベーション政策

の展開－Society 5.0 の実現で世界をリードする国へ－」（最終取りまとめ）として最終的な

取りまとめがなされている。 
 
 さらに、CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）においては、次期大綱的指針の改

訂に向けて、研究開発評価の充実に向けた検討がなされており、「追跡調査及び評価の有効

性の確認」及び「あるべき CSTI 評価」を着目点として、令和２年度中にとりまとめを行

うべく検討が進められており、その中で、特にあるべき CSTI 評価については、① 政府全

体で進めている施策についての科学技術・イノベーション政策（次期科学技術・イノベー

ション基本計画等）推進等の政府全体の観点からの総合的な評価及びモニタリング、② 省
庁等が自らの政策実現に向けた成果等を生み出すような評価が出来ているかどうかの観点

からの俯瞰的な評価（メタ評価）、の２点が示されている。これを踏まえると、各省庁等に

おける評価については、専門家による熟議を中心とした視点に加え、より俯瞰的・客観的

なエビデンスに基づく分析の視点が求められることが想定される。 
 
 これらの現時点における情勢を踏まえ、文部科学省内において事務的に検討を行った結

果、研究計画・評価分科会の審議の方向性については、以下のような視点で検討を深めて

いただくことが適切ではないかと考える。 
 
○ 現行の研究開発計画※に基づく研究の推進や評価の仕組みついては、第 10 期研究計画・

評価分科会の設置期間をもって廃止してはどうか。 
 

※ 研究開発計画とは、第５期科学技術基本計画の第２章及び第３章に関する研究開発課題に対応するため、各分野別

委員会等における議論を中心に、今後実施すべき「重点的に実施すべき研究開発の取組」及び「推進方策」として

とりまとめたもの。平成 29 年 2月に策定されており、科学技術基本計画との平仄により、今後 10 年程度を見通し、

おおむね５年程度を計画の対象期間と位置付けている。 

 
○ これに変わる新たな仕組みとして、総合政策特別委員会の最終取とりまとめ第８章「研

究開発の戦略的な推進」に符合するものとして、各分野において重点的・戦略的に推進

すべき研究開発の取組や推進方策を定めるための「文部科学省○○分野における研究開

発戦略・計画（仮称）」（以下、「分野別戦略・計画」という。）と、分野別戦略・計画に基

づいて分野全体を客観的かつエビデンス基づいて把握・俯瞰でき、エビデンスに基づい

たプログラム評価にも資することとなり、文部科学省における EBPM の推進の基盤とな
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る「文部科学省○○分野研究開発プログラム（仮称）」（以下、「分野別プログラム」とい

う。）を策定することとしてはどうか。 
 
 
２．「分野別戦略・計画」の在り方 
 
○ 「分野別戦略・計画」の対象となる範囲・粒度については、各分野別委員会等、あるい

は類似の分野別委員会等間で連携した形で定めることが出来ることとする。その際に、

現行の研究開発計画における中目標レベルで研究開発プログラム評価を試行的に実施さ

れたこと、文部科学省政策評価基本計画において定められている「文部科学省の使命と

政策目標」（以下、「政策評価体系」という。）との整合性を図ることで、効果的なフォロ

ーアップや評価等が可能となることを十分考慮しつつ、各分野別委員会等において適切

に設定することが適当ではないか。また統合イノベーション戦略２０１９に基づいて個

別に設定されている AI 戦略２０１９、バイオ戦略２０１９、量子技術イノベーション戦

略２０１９など、既存の戦略や計画がある場合は、その考え方や整理を踏まえた設定が

適切ではないか。なお、今後、「統合イノベーション戦略２０２０」や翌年度以降に個別

に設定される戦略等にも対応可能なものとすることが必要となる。 
 
○ 「分野別戦略・計画」の作成にあたっては、各分野における分野の特性・固有事情に応

じた「分野別戦略・計画」の策定を可能とする観点から、既に分野別委員会等において

検討・とりまとめ等を行っている戦略あるいは計画（例えば、次期科学技術・イノベー

ション基本計画に資する検討を行っている総合政策特別委員会において各分野別委員会

等より示された検討結果（関係部会等における検討結果、令和元年 11 月 7 日）や、核融

合科学技術委員会における「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」（平成 29 年 12 月 18

日）など）や、政府全体、内閣官房や内閣府等において別途定められている戦略や計画

（例えば、上述の AI 戦略２０１９、バイオ戦略２０１９、量子技術イノベーション戦略

２０１９など）を引用・活用することは、類似の作業・取組との重複排除の観点からは

有用ではないか。また、上述の文書を十分に引用・活用した上で、分野を俯瞰する戦略・

計画として最低限のポイントを記載した文書を分野別委員会等でまとめるべきではない

か。 
 
○ 「分野別戦略・計画」に最低限盛り込まれるべき要素については、① 各分野における

研究開発推進の必要性、重点的・戦略的に取り組むべき研究開発領域やそれに基づく計

画、②各分野に共通する横断的な留意事項、の２点とすることが適当ではないか。また、

「分野別戦略・計画」には、文部科学省の役割や所掌等に鑑み、国立大学や国立研究開

発法人への支援、重点分野への競争的資金等産学連携の推進、研究環境の整備、科学技

術人材の育成等による基礎研究、学術研究の振興や、イノベーション創出につながる取

組の支援等に関する視点も盛り込むことが重要ではないか。 
 

※ 現行の研究開発計画においては、分野ごとに、どのような部分を重点的に取り組むべきかを定めた「重点的に実施

すべき研究開発の取組」と、分野横断的な視点としての人材育成、オープンサイエンスの推進、オープンイノベー

ション（産学連携）の推進、知財戦略・標準化戦略、社会との関係深化、研究基盤、国内外の研究ネットワーク構築

の強化、分野融合の推進といった横断的な視点に関する留意事項が記載されている。 
 

※ 総合政策特別委員会の最終取りまとめ第８章では、研究開発をめぐる国内外の動向を俯瞰し、重要な研究開発領域

への集中投資の必要性に言及した上で、そのような研究開発領域を定めるための４つの方針を記載している。また、

研究開発領域ごとに研究開発の例が示されるとともに、最新の知見や国内外の動向等も踏まえて柔軟に見直しを行

うことが重要とされている。さらに、対象となる分野に横断的に関わる留意事項として、分野別の人材育成、ファ

ンディングの在り方、社会実装に向けた仕組みの整備、最新科学技術の情報管理、戦略的な科学技術協力、世界に

伍する研究拠点の構築といった視点が挙げられている。 
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※ 総合政策特別委員会の最終取りまとめ第８章における研究開発領域を定めるための４つの方針 

（方針１）サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合が進む中で、「超」高精密、高品質、高性能で複雑なすり合わ

せが必要なフィジカル技術や現場のリアルデータを持つ強みを発揮し、バリューチェーンの中核を押さえる。 

（方針２）世界中が SDGs の達成を目指す中で、課題先進国（少子高齢化、社会保障費の増大、都市への人口集中、エ

ネルギー・食料・水・環境問題等）のソリューションモデルを、人文学・社会科学と自然科学の知見を総合的に活

用することにより、我が国が世界に先駆けて社会実装し、グローバルに展開する。 

（方針３）将来の産業や社会を一変させる可能性のある最先端の新興技術（エマージングテクノロジー）を追求し、

先行者利益の獲得や国際競争力の確保を目指す。 

（方針４）日本の持つ地理的・地政学的状況も見定めた国家存立の基幹的な機能を確保・向上する。 

 
○ いずれにせよ、「分野別戦略・計画」に最低限盛り込まれるべき内容については、次期

科学技術・イノベーション基本計画の内容や、次期大綱的指針の改訂内容等を踏まえ、

また、研究開発計画が担っていたと考えられる分野全体を俯瞰した上で、複数の分野に

またがり得るような領域における課題への取組をどうするのかといった視点に対する対

応の在り方など、引き続き検討・議論する必要があると考える。 
 
 
３．「分野別プログラム」の在り方 
 
○ 現在、現行の研究開発計画に基づく評価については、研究開発課題の評価と、研究開発

プログラムの評価の試行的な実施が行われている。前者は仕組みとしてはほぼ確立して

いるものの、後者は未だ検討途上にある上、今般の試行的な実施を通じて、様々な課題

や困難性があることが判明した。 
 
○ また、現行の研究開発計画が策定された際の課題として、① 俯瞰的な評価方法、② 適
切なアウトプット指標・アウトカム指標の継続的な検討が挙げられていたものの、これ

らの諸点については、これまで検討が必ずしも適切に進められてきたとは言えない状況

にある。 
 
○ さらに、評価の屋上屋、評価作業における負担増など評価疲れの指摘がある中で、評価

のためだけに新たな仕組みを導入することについては、文部科学省内においても様々な

意見があり、これまで具体的な導入が進みづらかった要因でもあると考えられる。 
 

○ 一方で、大綱的指針において既に研究開発プログラムとその評価の導入の方針が示され

て約 10 年強が経過している中で、研究開発計画と研究開発プログラムとの関係の再整

理、そして、研究開発プログラムの評価を具体的に進めていくための検討が必要である。 
 
○ したがって、新たな「分野別プログラム」については、単に評価のための仕組みとして

の導入を検討するという位置づけとはせずに、「分野別戦略・計画」と整合する形で分野

全体を客観的かつエビデンスに基づいて把握・俯瞰でき、これによって、分野別戦略・

計画等の見直し、レビュー、改訂を行うための材料となることと、エビデンスに基づい

たプログラム評価にも資するものであることを明確にし、まさに文部科学省における

EBPM の推進の基盤であるとの位置付けとしてはどうか。 
 
○ また、「分野別プログラム」の評価の視点については、研究開発課題に関しては、課題

や事業のアカウンタビリティやメリハリを意識した評価（evaluation（有用性に主眼があ

って、成果や結果に伴った評価）や rating（格付、メリハリ））の視点が強いことに対し

て、分野別プログラムに関しては、プログラム全体を俯瞰して、それを構成する研究開

発課題間の関係性の把握やプログラム全体に対する気づきや改善点を得るといった、分
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野別委員会等やその事務局の組織学習につなげるための評価（assessment）の視点が強い

ものとして、評価の視点の違いを明確にすることが適当ではないか。 
 
○ 「分野別プログラム」に盛り込まれるべき要素としては、既存の施策マップに加えて、

プログラム全体として特に把握・検証すべき事項の特定（Learning Agenda の設定）、研究

開発課題間の関係性を明確化し、プログラム全体の目標との関係性や取り組みを論理的

に整理するためのロジックチャート、定量的に把握可能な指標（論文、特許、若手人材、

国際協力関係など）に関して経年変化で比較可能な可視化された情報など、EBPM を推

進するために必要なエビデンス※を整えていくことが重要ではないか。 
 

※ 具体的な事例 

「プログラム評価議論用資料」林隆之教授＠政策研究大学院大学 

「文部科学省における分野別研究開発プログラムのイメージ（案）」 

 
○ 「分野別プログラム」を順次導入することにより、分野内を客観的なエビデンスによっ

て組織学習を進めることが可能となり、分野俯瞰をもちろんのこと分野を超えた議論（分

野融合や横串的視点との接続など）により、審議の活性化が図られることが見込まれる。

また、評価にまつわる概念整理や評価システムの明確化により、屋上屋の評価という指

摘に対応できるとともに、評価に関する重複作業の排除や効率化が期待される。さらに、

客観的なエビデンスの把握による組織学習が可能となり、これによって誰にとっても分

かりやすいエビデンスが提供されることで各分野における研究開発の推進に対する国民

の理解もより得られやすくなると考える。一方で、そのようなエビデンスに関するスキ

ルやノウハウ等が必要であり、段階的な導入が適当である。このため、文部科学省にお

ける評価に関わる職員の評価リテラシー向上のための各種取組の充実を図る必要がある

と考える。 
 
○ いずれにせよ、「分野別プログラム」の在り方や最低限盛り込まれるべき内容について

は、次期研究計画・評価分科会開始時より今後５年をかけて、次期科学技術・イノベー

ション基本計画の内容や、次期大綱的指針の改訂内容等を踏まえ、普及・定着を図るべ

く引き続き検討・議論する必要があると考える。 
 
 

（了） 
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（別紙１） 

現行の研究開発計画の中目標と文部科学省政策評価体系との関係性 
※ 研究開発プログラムの粒度の目安として完全には一致していないことに留意 

現行の研究開発計画 

（中目標） 

文部科学省政策評価体系 

（施策目標） 

情報科学技術分野 
（第１章Ⅰ．１．） 

未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 
（施策目標９－１） 

ナノテクノロジー・材料科学技術分野 
（第１章Ⅰ．２．） 

未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 
（施策目標９－１） 

量子科学技術分野 
（第１章Ⅰ．３．） 

研究開発活動を支える研究基盤の戦略的強

化 
（施策目標８－３） 

環境エネルギー科学技術分野（エネルギ

ー） 
（第２章Ⅰ．１．） 

環境エネルギーに関する課題への対応 
（施策目標９－２） 

核融合科学技術分野 
（第２章Ⅰ．２．） 

環境エネルギーに関する課題への対応 
（施策目標９－２） 

環境エネルギー科学技術分野（気候変動） 
（第２章Ⅱ．１．） 

環境エネルギーに関する課題への対応 
（施策目標９－２） 

環境エネルギー科学技術分野（地球観測） 
（第２章Ⅲ．１．） 

環境エネルギーに関する課題への対応 
（施策目標９－２） 

医療品・医療機器開発への取組 
（第３章Ⅰ．１．） 

健康・医療・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽに関する課題への対

応 
（施策目標９－３） 

臨床研究・治験への取組 
（第３章Ⅰ．２．） 

健康・医療・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽに関する課題への対

応 
（施策目標９－３） 

世界最先端の医療の実現に向けた取組 
（第３章Ⅰ．３．） 

健康・医療・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽに関する課題への対

応 
（施策目標９－３） 

疾病領域ごとの取組 
（第３章Ⅰ．４．） 

健康・医療・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽに関する課題への対

応 
（施策目標９－３） 

研究開発の環境整備や国際的視点 

に基づく取組（第３章Ⅰ．５．） 

健康・医療・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽに関する課題への対

応 
（施策目標９－３） 

防災科学技術分野（予測力・ 

予防力の向上）（第４章Ⅰ．１．） 
安全・安心の確保に関する課題への対応 

（施策目標９－４） 

防災科学技術分野（対応力の向上） 
（第４章Ⅰ．２．） 

安全・安心の確保に関する課題への対応 
（施策目標９－４） 

航空科学技術分野 
（第５章Ⅰ．１．） 

国家戦略上重要な基幹技術の推進 
（施策目標９－５） 

福島原発廃炉や原子力の安全向上など 
（第５章Ⅰ．２．） 

国家戦略上重要な基幹技術の推進 
（施策目標９－５） 

原子力分野の研究・開発・利用の基盤整備 
（第５章Ⅰ．３．） 

国家戦略上重要な基幹技術の推進 
（施策目標９－５） 
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（別紙２） 

 

各分野別委員会等における「分野別戦略・計画」と「分野別プログラム」の素材（案） 

 

 

（１）情報科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  AI 戦略２０１９ 

第６期科学技術基本計画の検討に向けた論点（ 情報分野の視点から）（令和元年７

月 2 2 日、情報委員会） 

今後の情報分野の研究の進め方について（令和元年 11 月 5 日、情報委員会） 

 ② 分野別プログラム 

  該当なし 

 

 

（２）ナノテクノロジー・材料科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて（令和 2年 6月 2日、マテリアル革

新力強化のための戦略策定に向けた準備会合、文部科学省、経済産業省） 

イノベーション創出の最重要基盤となるマテリアルテクノロジーの戦略的強化に向け

て（第６期科学技術基本計画に向けた提言）（令和元年 10 月 18 日、ナノテクノロジ

ー・材料科学技術委員会 

 ② 分野別プログラム 

  該当なし 

 

 

（３）量子科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  量子技術イノベーション戦略２０１９ 

  第６期科学技術基本計画に向けた検討について（令和元年 10 月 1 日、量子科学技術

委員会） 

 ② 分野別プログラム 

  該当なし 

 

 

（４）環境エネルギー科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

 今後の環境エネルギー科学技術分野の研究開発の在り方（素案）（第 5 回環境エネ

ルギー科学技術委員会、会議後修正案（令和元年 11 月７日現在） 

 ② 分野別プログラム 

  省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発 

  統合的気候モデル高度化研究プログラム 

  気候変動適応技術社会実装プログラム 

  地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム 
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（５）核融合科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  核融合原型炉研究開発の推進に向けて（平成 29 年 12 月 18 日、核融合科学技術委員

会） 

  原型炉研究開発ロードマップについて（一次まとめ）（平成 30 年 7 月 24 日、核融合

科学技術委員会） 

  第６期科学技術基本計画策定に向けた核融合科学技術委員会の考え方について（令和

元年 10 月 23 日、核融合科学技術委員会） 

 ② 分野別プログラム 

  ITER 計画、幅広いアプローチ（BA）活動 

 

 

（６）ライフサイエンス分野 

【脳科学委員会】 

① 分野別戦略・計画 

  健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画（内閣官房健康・医療推進戦略本部） 

   バイオ戦略２０１９ 

   第６期科学技術基本計画策定に向けたライフサイエンス分野としての提言（令和元

年10月15日、ライフサイエンス委員会、脳科学委員会） 

  ② 分野別プログラム 

   ９つの各省連携プロジェクト（内閣官房健康・医療推進戦略本部） 

   のうち、「脳とこころの健康大国実現プロジェクト」 

 

【ライフサイエンス委員会】 

① 分野別戦略・計画 

  健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画（内閣官房健康・医療推進戦略本部） 

   バイオ戦略２０１９ 

   第６期科学技術基本計画策定に向けたライフサイエンス分野としての提言（令和元

年10月15日、ライフサイエンス委員会、脳科学委員会） 

  ② 分野別プログラム 

   ９つの各省連携プロジェクト（内閣官房健康・医療推進戦略本部） 

 

 

（７）防災科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

 第６期科学技術基本計画に盛り込むべき防災科学技術分野の施策等について（提言 

（令和元年 10 月、防災科学技術委員会） 

 ② 分野別プログラム 

  該当なし 

 

 

（８）航空科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  航空科学技術分野に関する研究開発ビジョン中間とりまとめ（令和元年 10 月） 

  航空科学技術分野に関する研究開発ビジョン最終とりまとめ（令和３年 10 月頃策定

予定） 
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 ② 分野別プログラム 

  該当なし 

 

 

（９）原子力科学技術分野 

① 分野別戦略・計画 

  第５次エネルギー基本計画（閣議決定、平成 30 年） 

  原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」に関する対処方針について（閣

議決定、平成 29 年） 

  第６期科学技術基本計画策定に向けた原子力科学技術の推進方策について（令和元年

10 月 24 日、原子力科学技術委員会） 

 ② 分野別プログラム 

  該当なし 
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研究計画・評価分科会における
研究開発計画と分野別研究戦略・計画（案）との関係

研究開発計画 分野別研究戦略・計画（案）

位置
づけ

第５期科学技術基本計画の第２章「未来の産業創造と社会変
革に向けた新たな価値創出の取組」及び第３章「経済・社会
的課題への対応」に関する研究開発課題に対応するための
計画。今後10年間を見通し、概ね５年程度が計画対象期間。

総政特最終取りまとめ第８章「研究開発の総合的な推進」に
符合するものとする内容とする予定（今後、次期科学技術・イ
ノベーション基本計画の策定を見据え再検討の予定）。

主な
内容

各分野の範囲・粒度については、文部科学省の政策評価
体系（施策目標）と章立て（中目標）を出来るだけ一致させ
ている。
記載内容は、概ね、中目標毎に、①重点的に実施すべき
研究開発の取組と、②留意すべき推進方策（人材、オープ
ンサイエンス、オープンイノベ―ション、知財戦略等、社会と
の関係深化、研究基盤、区内外の研究ネットワーク強化、
分野融合の推進など）を記載。

各分野の範囲・粒度については、これまでの経緯や効果的
なフォローアップや評価が可能となることを考慮して、各分
野別委員会において個別に設定してはどうか。

記載内容は、各分野における研究開発推進の必要性、重
点的・戦略的に取り組むべき研究開発領域やそれに基づく
計画、②各分野に共通する横断的な留意事項、を記載し

てはどうか。（総政特最終取りまとめや次期科学技術・イノ
ベーション基本計画の内容も踏まえ、文科省全体の分野の
捉え方や分野間の平仄や整合性を図るかについては、今
後要検討。）

分
科
会
と

分
野
別
委
員
会

分科会において、研究開発計画として束ねている。

分野別委員会においては、計画策定には関与するものの、
計画策定後の活用や見直しについての議論は、まちまち。
（使用されていないケースが多く、やや形骸化が懸念。）
研究開発プログラムは、これまで作成されておらず。
（「研究開発プログラム」とは、「大目標達成のために必要な
中目標」の単位で研究開発課題等の全体を束ねたものと
されている。）

分科会において、束ねる必要はないのではないか。

各分野委員会や政府全体において別途検討やとりまとめ
がなされている戦略あるいは計画を出来るだけ引用し、分
野を俯瞰する戦略・計画として最低限のポイントを記載した
文書を分野別委員会でまとめるべきではないか。

あわせて、分野別プログラム（案）の検討・作成作業を進め
てはどうか。

【 現在 】 【令和3年度以降 】

資料5
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第73回） R2.7.16
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研究開発課題と研究開発プログラム等の関係（案）

研究開発課題

内容 研究開発計画に基づいて設定された課題であり、概ね各種事
業単位に設定されている。

基本的にこれまでと同じ。

運用
状況

総額10億円以上の研究開発課題
新規、中間、事後評価を実施（実施期間に応じて）

評価の視点は、実施の適否、質向上や運用改善など
(evaluation, ratingの視点）を重視。

基本的にはこれまでと同じ。

ただし、分野別プログラムにより得られる知見など組織学習
の結果を適宜活用。

関係

法令
等

政策評価法等（10億円以上の費用を要することが見込まれる
ものについては事前評価を実施することが必要となっている）
その他、大綱的指針、文部科学省政策評価基本計画、
文部科学省研究開発評価指針 など

基本的にこれまでと同じ。

【 現在 】 【令和3年度以降 】

研究開発プログラム 分野別プログラム（案）

内容 研究開発課題を束ねたものであり、現行研究開発計画の中
目標単位が目安。

分野全体を客観的かつエビデンスに基づいて俯瞰・把握
できるものとして、まさに文部科学省におけるEBPMの推
進の基盤であると位置づけてはどうか。

運用
状況

これまで実施されておらず。（平成30年度より試行的に実
施。）

まずは、客観的・俯瞰的なエビデンスの蓄積を図るとともに、
適切なタイミングにてフォローアップや評価を実施してはどう
か。評価の視点は、気づきや改善点を得るための組織学習な
ど（assessmentの視点）を重視してはどうか。

関係

法令
等

平成24年度の大綱的指針において導入すべき、さらに平成
28年度の大綱的指針において導入加速と定着を図るべきと
の考え方が示されている。
平成28年度研究計画・評価分科会策定の研究開発計画にお
いても、追跡調査・追跡評価と併せて実施するとされている。

基本的にこれまでと同じ。
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文科省評価指針を策定

第6期科学技術・イノベーション
基本計画策定

大綱的
指針改訂

方
向
性
を

提
示

基
本
的
な

方
向
性
を

提
示

新たな仕組みに向けた今後の予定・見込み（イメージ：検討資料）
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

CSTI

評価見直し検討

大綱的指針

文科省計評

研究開発計画
廃止

分野別戦略・計画
分野別プログラム

研究開発課題評価

分野別委員会

分野別戦略・計画

分野別プログラム

研究開発課題評価

追跡調査・評価の導入、CSTIとしての評価（科学技術基本計画のレビュー（プログラム評価的発想）にフォーカス）が示される見込み

評価専門調査会
等での検討

既存戦略・計画
等の整理

既存エビデンス
等の整理

従来の新規・中間・事後評価案を作成（分野別プログラムに併せて少し仕組みを改善予定）

従来の新規・中間・事後評価を作成（分野別プログラムに併せて少し仕組みを改善予定）

分野別戦略・計画の策定

分野別プログラムを順次整備※

※ SciREX共進化実現プログラムにおける取組を含む

必要に応じて見直し、改訂

分野別プログラムに照らした

フォローアップ・評価など

第11期中に
状況を把握

第12期中にフォローアップや
評価等の結果を聴取

第11期計評分科会 第12期計評分科会第10期計評分科会
R3.2.15~ R5.2.15~

資料6
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第73回） R2.7.16

※参照されるべき「相対的に上位」にある「戦略・計画」が２年未満の場合、
必要に応じて「戦略・計画」の改訂・変更等も可能とする
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文部科学省における分野別プログラム
のイメージ（案）

令和２年７月

文部科学省 科学技術・学術政策局

評価・研究開発法人支援室

資料7
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第73回） R2.7.16

125



○ 分野別プログラムとは、文部科学省におけるEBPMの推進を図る観点から、分野別
委員会が示す研究開発に関する戦略や計画等に整合する形で、分野全体を客観的か
つエビデンスに基づいて俯瞰・把握できる基盤であると位置づける。
（従来の研究開発プログラムは、研究開発計画に含まれる分野ごとの研究開発課題

等を束ねたものを基本とし、関連する国立研究開発法人や大学等の研究開発活動
なども含むものとしていたため、これに準じた単位を基本とする。）

○ 分野別プログラムの評価にあたっては、研究開発課題の評価が事業のアカウンタビ
リティのための評価（evaluationやratingに相当）の視点を重視していることに対し
て、研究開発プログラムの評価は、研究開発戦略・計画（仮称）の有効性を確認し、
研究開発課題の間の関係性やプログラム全体の気づき、改善点を得るといった組織
学習につなげるための評価（assessmentに相当）の視点を重視することとする。

○ このため、分野別プログラムでは、次の諸点に関するエビデンスを収集、作成、把
握することを基本とする。

－ 施策マップをベースとしたLearning Agendaの設定
－ セオリー評価に資するエビデンス（ロジックモデル、ポートフォリオ、

研究開発ロードマップなど）
－ 研究開発環境・基盤の把握のためのエビデンス（人材、産学連携、国際

協力、研究インフラ（共用施設を含む）など）
－ （可能であれば、）プロセス評価、インパクト評価、追跡調査に資する

エビデンス

文部科学省における分野別プログラムと評価の在り方（案）

2
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○ 分野別プログラムにおいて、研究開発課題間の関係性の把握やプログ
ラム全体の俯瞰の視点から、施策マップをベースにどのような情報・
状況を収集・把握するのかを明確にするための取組。

○ 必要となる情報・状況とは、それ自身が組織学習のための視点であり、
プログラム評価のための達成すべき到達度の目安や研究開発の戦略や
計画に示されている評価指標なども含む。

○ 必要となる情報・状況を把握するためには、分野別委員会の事務局の
EBPM推進のためのリテラシー向上や、計画的な取組が必要となるため、
分科会事務局を中心に研修や情報・状況の収集・把握を行うことを支
援するプロジェクト（SciREX共進化実現プログラムのプロジェクトと
して令和3年度に立ち上げる予定）などにより、適切な支援を行う。

○ 必要となる情報・状況は、分野等の特性によらず共通するものと、分
野等の固有の特性・事情に応じて設定されるものがあり、まずは、分
野別委員会(及び事務局）において、十分な精査・検討が必要である。
また、この作業を適切に行うために、研究開発評価の専門家（科学技
術・学術政策局においてアドバイザイーとして委嘱）による支援を行
う予定である。

Leaning Agendaの設定について

3
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

【疾病領域ごとの取組】 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応
研究開発計画：
大目標

健康・医療戦略推進本部の下、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画に基づき、国立研究開発法人日本医療研究開発機構を中心に、オールジャパンで
の医薬品創出・医療機器開発、革新的医療技術創出拠点の整備、再生医療やゲノム医療など世界最先端の医療の実現、がん、精神・神経疾患、新興・再興感染症
や難病の克服に向けた研究開発などを着実に推進する。
大目標達成のために必要な中目標

「健康・医療戦略」及び「医療分野研究開発推進計画」等に基づき、疾病領域ごとの取組：がん、精神・神経疾患、感染症等の疾患克服に向けた研究開発等を推進
する。

「健康・医療
戦略」及び
「医療分野研
究開発推進
計画」等に基
づき、がん、
精神・神経疾
患、感染症
等の疾患克
服に向けた
研究開発を
推進する。

がんの生物学的な本態解明に迫る研究、がんゲノム情報など患者の臨床データに基
づいた研究及びこれらの融合研究を推進することにより、がん医療の実用化に資する
研究を推進する。

次世代がん医療創生研究事業

アジア・アフリカ諸国に整備した海外研究
拠点を活用し、国内の感染症対策に資
する基礎的知見の集積、人材育成等を
推進する。

感染症研究国際ネットワーク
推進プログラム

中前 後 前

感染症研究国際展開戦略プログラム

中 後

感染症研究革新イニシアティブ

感染症の革新的な医薬品の創出を図る
ため、大学等の多様な領域の研究者が分
野横断的に連携し、病原性の高い病原
体等に関する人材育成や創薬シーズの
標的探索研究等を行う。

前
中

後 中
次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム

（「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」

から名称変更）
がんについての革新的な基礎研究の成果を戦略的
に育成し、臨床応用を目指した研究を加速すること
で、次世代がん医療の実現を目指す。

中前前 前
後

脳科学研究戦略的推進プログラム 臨床と基礎研究の連携強化による精神・神経疾患の克服
（融合脳）

行動選択・環境適応を支える種を超えた脳機能原理の抽出と解明
（環境適応脳）

中

後

後

中

戦略的国際脳科学研究の推進（国際脳）
中前

前

前

革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト（革新脳）

前 中中 中中

次世代がん
医療創生研
究事業採択
課題のうち、
新規分子標
的薬剤及び
新規治療法
に資する有
望シーズ、早
期診断・個別
化治療予測
バイオマー
カー及び新
規免疫関連
有効分子の
数
（累積）

グローバル
な病原体・臨
床情報の共
有体制の確
立を基にした、
病原体に関
する全ゲノム
データベー
スの構築数

海外研究拠点の基盤強化を図り、全国の大学や研究機関に開か
れた研究拠点として活用し、各地でまん延する新興・再興感染症の
病原体に対する疫学的調査及び診断治療薬等の基礎的研究を推
進する。

国内外の感染症研究拠点等の研究基盤を強
化・充実するとともに、幅広い研究ネットワー
クを展開し、新興・再興感染症制御に資する
基礎的研究等を推進する。

新興・再興感染症研究基盤創生事業

中前

4

ライフサイエンス分野の
施策マップ（既に作成済み）

128



Leaning Agendaの設定イメージ（ライフサイエンス分野の一部）

０ → １
（創造フェーズ）

１ → １０
（展開フェーズ）

１０ → １００
（大規模実証フェーズ）

100 → 1000
（大規模展開フェーズ）

（注） 数字は研究の規模・層・取組の大きさのイメージ

大
学

企
業

研
究
開
発
機
関

5

製
品
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
、
社
会
実
装
・利
活
用
な
ど

感染症研究関連のプログラム

がん研究関連のプログラム

;

●

●

●

文科省の所掌・役割のイメージ
（社会実装までは求めない）

橋渡し研究関連のプログラム
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Leaning Agendaの設定イメージ（ライフサイエンス分野の一部）

０ → １
（創造フェーズ）

１ → １０
（展開フェーズ）

１０ → １００
（大規模実証フェーズ）

100 → 1000
（大規模展開フェーズ）

（注） 数字は研究の規模・層・取組の大きさのイメージ

大
学

企
業

研
究
開
発
機
関

6

製
品
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
、
社
会
実
装
・利
活
用
な
ど

感染症研究関連のプログラム

がん研究関連のプログラム

;

●

●

●

文科省の所掌・役割のイメージ
（社会実装までは求めない）

橋渡し研究関連のプログラム

一体、何をLearning Agendaとするか
－知りたいことは山ほどがあるが、まずは何が分かるか、
何らかのエビデンスの専門家に出してほしい

－何らかのエビデンスを見せてくれないと、それが有効な
エビデンスなのか、さらに深掘りする価値があるのか、
判断がつかない

－そもそもエビデンスがなくとも、専門分野のことは概ね
把握している

これでは従来と変わらない、それでは
どうすればよいか。。。。
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具体的なイメージ例

０ → １
（創造フェーズ）

１ → １０
（展開フェーズ）

１０ → １００
（大規模実証フェーズ）

100 → 1000
（大規模展開フェーズ）

（注） 数字は研究の規模・層・取組の大きさのイメージ

大
学

企
業

研
究
開
発
機
関

7

製
品
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
、
社
会
実
装
・利
活
用
な
ど

感染症研究関連のプログラム

橋渡し研究関連のプログラム
研究開発環境・基盤として、
・ 人材の状況（規模、年齢構成、女性割合など）
・ 国際協力の状況
・ 共用施設の利用状況
・ 産学連携の進展状況 など

・ 研究開発課題間のシナジー効果
・ 理研等国研とのシナジー効果
・ 分野融合の進展状況 など

青字：分野による個別の視点

赤字：分野共通の視点

・ 国内拠点の活動、ネットワーク構造
・ 国際的な位置づけ、ネットワーク構造
・ 国際頭脳循環の状況 など

・ 拠点大学間の連携状況
・ 製品化された薬、医療機器の状況
・ 追跡調査（開始から約10年強） など

分野別委員会事務局、分科会事務局を中心に
分野全体を見渡したうえで、把握したいこと、知り
たいことの優先順位やイメージを共有（そのため
の熟慮、議論、検討すること）することが何より大
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○ 分野別の研究開発の戦略や計画全体で目指すビジョンと、現在実施さ
れている研究開発課題の取組とを論理的につなぐもの。

○ 研究開発課題において産み出されるアウトプット、アウトカム、イン
パクト（経済社会波及効果）はもちろんのこと、Learning Agendaにお
いて設定した組織学習の各種視点などと、推進されている研究開発課
題における取組との関係性を論理的に構造化する。

○ 特に、アウトカムについては、すぐに達成が見込まれること（橋渡し
研究の場合は、製品化された薬や医療機器の数など）と、長期的に達
成が見込まれること（ほぼ国費に依存せず自律的に大学で産み出さた
成果が薬や医療機器として実現できる状態）を区分けし、そのギャッ
プを如何に埋めていくかということが分かるように工夫することが重
要である。

セオリー評価（ロジックモデル）に資するエビデンス

8
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科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業 ロジックモデル

学際的学問
分野「政策の
ための科学」
の発展

複雑・多様な社
会課題解決に科
学技術イノベー
ション政策が貢
献

客観的根拠に
基づく政策形
成の実現

限られた資源の
下で効率的に科
学技術イノベー
ション政策が展
開

政策形成プ
ロセスの進化

政策担当者
と研究者との
継続的な対
話・協働

中核的拠点機能
（SciREXセンター）
・各拠点の取りまとめ

・重点課題PJ総括
・知見の集約
・広報
・セミナーの開催 等

112百万円

データ・情報基盤の構築

（NISTEP）
69百万円

公募型研究開発プログ
ラム（RISTEX）
・募集選考
・PJ推進 等
（JST運営費交付金の内数）

基盤的研究・人材育
成（５拠点６大学）
・基盤的研究
・教育プログラム

・サマーキャンプの開催等
354百万円

SciREX全体の俯瞰・
構造化（CRDS）
(JST運営費交付金の内数)

事業全体の設計・執
行（MEXT）
・全体総括
・予算要求
・有識者委員会 等

36百万円

研究
・公募型研究開発プロ
グラム（H30までに31件
採択）
・重点課題に基づくPJ
（H28-H30：9件）
・共進化実現PJ（R1-
R2：9件） 等

アウトリーチ
・ポータルサイト運営
(H30アクセス19,159)
・Webマガジン(H30に2
号）

・コアコンテンツの一般
公開(R1) 等

ネットワーキング
・拠点形成(5拠点6大
学)
・SciREXセミナー開催
(H30まで計28回)
・シンポジウムの開催
（年1回程度） 等

人材育成
・各拠点における教育プロ
グラムの開講（累積223名
修了）
・拠点学生を対象としたサ
マーキャンプの開催
・文科省職員を対象とした
研修の実施（年1～2回）

等

データ・情報基盤
・大学・公的機関名辞書等
のテーブルの公開

等

定常的活動 (R1) アウトプット ビジョン

官-学共創型研
究・活動の事例
の増加

共進化のGood 
practiceの創出、
取り組みの広がり

データや研究成
果・知見の集約・
蓄積・構造化

ネットワーキング活
動を通した関係者
間の交流の活性
化

政策担当者、研
究者の対話の機
会の拡大

プログラム修了生・
指導経験のある若
手教員等の増加

体系的な教育コン
テンツの開発
・改良

基盤的研究の活
性化、知見の創出

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築と
ｺﾐｭﾆﾃｨの拡大

当該分野を経て
活躍する人材の
増加、キャリアパ
スの明確化

持続的な人材
育成とキャリア
パスの定着

現状認識と課題

科学技術イノベーション
分野においては、政策の
経済や社会への影響を
客観的・定量的に示す学
術的な知見が限定的。

当該分野（政策のための
科学）にかかわる研究者
及びこれらをつなぐことの
できる人材のコミュニティ、
及びキャリアパスが発達
途上。

複雑かつ多様な社会的課題
が顕在化し、科学技術イノ
ベーションに期待が高まる
一方、客観的根拠（エビデン
ス）に基づく合理的な政策形
成が発展途上。

当該分野にかかわる研究
者と政策担当者の間の対
話、連携が定着していな
い。

客観的根拠の基盤となる
データ・情報が体系的か
つ継続的に蓄積されてい
ない。

※予算額は令和元年度当初予算

中
間
評
価

第Ⅱ期（H28-R2)
・研究成果の取りまとめ、糾
合
・関係機関の連携の強化

・共創型研究推進のスキーム
の開発

第Ⅲ期（R3-R7）
・拠点活動の継続性の検討

・共創型研究・活動の拡大、既
存の政策プロセスとの設置点の
検討

・人材育成の成果の可視化、コ
ミュニティへの巻き込み

事業の経過と展望（主要事項）

短期 長期アウトカム

拠点形成事業

事業全体のガバナンス

公開したデータ及
び分析テーブル
を活用した研究の
増加

基盤的データ及び
分析テーブルの公
開・整備

R1-R2:文科省職員と拠点研究者による
共進化実現PJフォローアップ

R2:過去に関わった人材の追跡及びキャ
リアパスの共有の取組

R2:10周年記念
シンポジウム

R1:研究成果の調査委託
R2:CRDS俯瞰構造化

緑枠：達成状況の確認に向けた取組

第Ⅰ期（H23-H27)
・基盤的研究・人材育成
拠点の立ち上げ

・中核的拠点機能の整
備開始

中
間
評
価

政策リエゾンの人数

赤字：指標例

イベントの参加人数

修了生数、のべ教員数

コアコンテンツの閲覧数

論文,学会発表等の数

アクセス数, DL数

セオリー評価（ロジックモデル） SciREXの場合
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○ 文部科学省において推進されている研究開発課題や国立研究開発法人
の取組を含め、国全体で推進されている各種事業の位置づけを示した
もの。

○ 事業内容による区分け、予算規模による整理、基礎研究・応用研究・
開発研究などの研究フェーズによる整理など、様々な整理が可能であ
るが、全体を俯瞰する視点から適切な整理方法が考えられる。後述す
る研究開発ロードマップと併せて整理することも可能である。

セオリー評価（政策ポートフォリオ）に資するエビデンス

10
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セオリー評価（政策ポートフォリオ）に資するエビデンス がん研究の場合

135



セオリー評価（政策ポートフォリオ）に資するエビデンス ナノ材料分野の場合
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０ → １
（創造フェーズ）

１ → １０
（展開フェーズ）

１０ → １００
（大規模実証フェーズ）

100 → 1000
（大規模展開フェーズ）

（注） 数字はイメージであり、その大小は無意味である

大
学
等
へ
の
ソ
フ
ト
系

支
援
事
業
の
位
置
づ
け
施
設
に
求
め
ら
れ
る

視
点

・ 拠点やプラットフォームとして、一定以上の
規模のスペースの確保が求められる。
・ より顔の見える関係での関係者が緊密に
連携・協力する場所が求められる。

・ 多様な取組に対する柔軟性・可変性
が求められる。
・ より多様な関係者が機動的に集うことが
できる場所が求められる。

事業規模
の目安

科学研究費補助金、特別研究員制度など

グローバル30、グローバルCOEなど

（グローバルキャンパス、混住型国際宿舎など）

COC、COI、地域イノベ事業、WPIなど
（最先端教育研究拠点、(国際)共同研究・共同利用施設など）

高度専門職業人材養成、教養教育の充実、学生支援など

（図書館、カフェ、学生寮、アクティブラーニングスペースなど）

13山下@施設部計画課が作成

セオリー評価（政策ポートフォリオ）に資するエビデンス
国立大学への各種支援事業と施設整備事業との関係
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○ 分野全体、あるいは、研究開発課題の研究開発の動向を客観的に把握
（できれば可視化）できるようにしたもの。

○ 例えば、３～５年ごとの経年変化によって把握することが望ましい。

○ 最先端あるいは国際的な研究開発や研究拠点を支援する研究開発課題
については、国際的な比較やネットワーク構造を把握することが望ま
しい。

セオリー評価（研究開発ポートフォリオ）に資するエビデンス

14
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セオリー評価（研究開発ポートフォリオ）に資するエビデンス
コンピュータサイエンス（AMED支援）の場合

経年比較が望ましい

取扱注意
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論文数としては大きな中核。カブリは
国際的な連携が中心

16

WPIとの比較② 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構の天
文学・天体物理学（Astronomy & Astrophysics）での位置づけ

セオリー評価（研究開発ポートフォリオ）に資するエビデンス
拠点の規模とネットワーク構造

経年比較が望ましい

取扱注意
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「ネットワーク型拠点」方式の有効性：連携変化

拠点全論文のうち、拠点

間の共著論文の割合

拠点全論文のうち、何らかの共著

論文の割合（拠点共著以外を含

む）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

拠
点
全
論
文
の
う
ち
、
何
ら
か
の
共
著
論
文
の
割
合
（
拠
点
共
著
以
外
を
含
む
）

拠
点
全
論
文
の
う
ち
、
拠
点
間
の
共
著
論
文
の
割
合

年

ネットワーク拠点内の共著論文の増加

物質・デバイス領域共同研究拠点

ネットワーク型拠点認定

ネットワーク型拠点になる前後で確
かに拠点間の連携は増えている。た
だし、まだ数％。 17

セオリー評価（研究開発ポートフォリオ）
に資するエビデンス

取扱注意
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○ 研究開発の段階、産業化との関係、技術開発の段階など、研究開発の
経時的な状況を把握できるもの。

○ 施策マップを改良したものでも可能。

セオリー評価（研究開発ロードマップ）に資するエビデンス

18
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セオリー評価（研究開発ロードマップ）に資するエビデンス
核融合における要素技術戦略とレビュー計画
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セオリー評価（研究開発ロードマップ）に資するエビデンス
核融合における要素技術戦略とレビュー計画
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セオリー評価（研究開発ロードマップ）に資するエビデンス
がん研究の場合（再掲）
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○ 予算、人材、産学連携、国際協力、研究インフラなど、分野に横断的
な視点での把握が必要なもの。文部科学省は、大学や国立研究開発法
人を所管しており、最先端の研究開発や拠点整備を進める上で、基盤
となるこれらの把握は重要である。

○ 何をどこまで把握するか（できるか）は、各分野の特性や得られる
データ、分析可能性などの状況に応じて検討を要するが、段階的に充
実を図っていくことが重要である。

研究開発環境・基盤に資するエビデンス

22
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研究開発環境・基盤（予算）

1.00 

1.09 

1.13 

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2012 2015 2018

科学技術予算の推移

民間総額

大学等総額

非営利・公的機関総

額

総額伸び(2012年を1）

1.00 

1.05 

1.09 

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2012 2015 2018

ライフ予算の推移

民間ライフ

大学等ライフ

非営利・公的機関ラ

イフ

ライフ伸び(2012年を
1）

科学技術研究調査より加工
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研究開発環境・基盤（予算）

科学技術研究査より加工
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研究開発環境・基盤（人材）

科学技術研究調査より加工
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統計調査の二次利用をすればライフ分野の
把握が可能
さらに、任期付き研究員、男性・女性研究者の
比較も（おそらく）可能
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研究開発環境・基盤（人材）

科学技術研究調査より加工
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統計調査の二次利用をすればライフ分野の
把握が可能
さらに、任期付き研究員、男性・女性研究者の
比較も（おそらく）可能
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研究開発環境・基盤（若手研究者の状況）

保健分野、ライフサイ
エンス分野などでの
比較が可能か？
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研究開発環境・基盤（任期付研究者の状況）

保健分野、ライフサイ
エンス分野などでの
比較が可能か？
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研究開発環境・基盤（ポスドク等の状況）

保
健
分
野
、
ラ
イ
フ
サ
イ

エ
ン
ス
分
野
な
ど
で
の

比
較
が
可
能
か
？

153



研究開発環境・基盤（年齢別論文生産性）
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研究開発環境・基盤（女性研究者）
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人材育成機能の指標化
例：東北大学金属材料研究所

• 科研費の細目「構造・機能材料」で研究課題が採択されたことがある研究
者のうち、過去に東北大学金属材料研究所に在籍していたものの割合
は？

人数 割合
大阪大学 工学部・工学研究科 40 3.1%
物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 36 2.8%
東北大学 金属材料研究所 34 2.6%
東北大学 工学部・工学研究科 32 2.5%
九州大学 工学部・工学府・工学研究院 30 2.3%
京都大学 工学部・工学研究科 23 1.8%
東北大学 多元物質科学研究所 22 1.7%

助教・助手 准教授・助教授 教授
東北大学 金属材料研究所 7.7% 3.8% 2.3%
東北大学 工学部・工学研究科 4.5% 3.0% 1.9%
大阪大学 工学部・工学研究科 4.1% 2.4% 1.7%
京都大学 工学部・工学研究科 3.6% 1.9% 1.7%
名古屋大学 工学部・工学研究科 2.6% 2.2% 1.8%
東京大学 工学部・工学系研究科 2.8% 1.5% 1.1%
九州大学 工学部・工学府・工学研究院 2.5% 1.7% 1.7%
東北大学 多元物質科学研究所 2.6% 1.7% 1.6%

当該分野では「助教・
助手」時代を金属材料
研究所で過ごした人が
7.7%。

=>若手育成の機能

（参考）現在の当該分野の教員の所属先

32

研究開発環境・基盤（共同利用施設の人材育成機能）
取扱注意
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事例：東北大学金属材料研究所の日本の金属学・冶金工学（Metallurgy & 
Metallurgical Engineering）における位置づけ(2009-18)

大きな拠点が
複数存在し、そ
の中の主要な
位置を占める

33

研究開発環境・基盤（大型施設の供用とネットワーク構造）

経年比較が望ましい

取扱注意
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金属学・冶金工学（Metallurgy & Metallurgical Engineering）における各
研究組織の中心性指標
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次数中心性（この分野の他研究組織との共著関係の多さ）の変化

物質・材料研究機構

新日鐵住金株式会社

東北大学金属材料研究所

東北大学工学部・工学研究科

九州大学工学部・工学府・工学

研究院

日本原子力研究開発機構

大阪大学工学部・工学研究科

産業技術総合研究所

2000-18年に論文数を50本以上生んで
いる他組織との共著がある割合 34

研究開発環境・基盤（大型施設の供用とネットワーク構造） 取扱注意
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○ プロセス評価、インパクト評価、追跡調査などに資するエビデンスに
ついても、順次整備していくことが重要である。

その他

35
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追跡調査・評価
橋渡し研究関連事業

取扱注意
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第73回研究計画・評価分科会での審議・議論を踏まえ、各分野別委員会でご議論いただきたい２つの視点

次期２年間のうちの最初の１年間（2021年度末を目途）において、各分野別委員会で分野別戦略・計画について審議・
議論いただき、分野別委員会として分野別戦略・計画を取りまとめていただきたい

視点１：分野別戦略・計画の策定について

○留意点

統合イノベーション戦略の対象分野（バイオ、AI、量子技術、おそらくマテリアル）や、エネルギー基本計画や原子力利用に関する基本的考え方がある原子
力科学技術分野、海洋戦略がある海洋分野や宇宙戦略がある宇宙分野などは、政府全体の戦略・計画を最大限活用し、屋上屋の戦略・計画作りにしな
い。 （適宜引用など）
むしろ、文部科学省としての特徴的な責務と役割を担うべき、特に人材育成、国際協働、研究開発環境や基盤の整備などについては、各分野の固有
事情や特性等を踏まえて、分野ごとに適切な内容を盛り込むことが重要ではないか。
総合政策特別委員会の資料（次期基本計画に向けた各分野の提言）の活用も重要。
既に別トラックで分野戦略・計画を有する（検討している）核融合科学技術分野や航空科学技術分野などは、それをもって替える、あるいは、更新する
形で構わない。

＜注釈＞
本案は、令和2年7月16日開催の第73回研究計画・評価分科会（以下、「分科会」という。）での審議・議論や、その後、栗原会長及び小池会長代理と分科会事務局との非公式な

意見交換を踏まえ、分科会事務局として、少なくとも各分野別委員会で議論いただきたい視点やその内容について、分かりやすい形でお示しすることを目的として分科会事務局が作成したも
のです。
したがいまして、以下に示されている内容については、必ずしも分科会における意見が網羅されているわけではなく、また、各分野固有の事情・特性もあるかと考えますので、本視点はもとより、

それ以外の幅広い視点から各分野別委員会において、「新たな仕組みのあり方」について審議・議論をいただき、分科会にフィードバックいただけることを期待しています。

現時点で分科会においての取り扱いについては、各分野別委員会がとりまとめた分野別戦略・計画の記載内容等を踏まえつつ、次期の後半を活用して分科
会としてのとりまとめについて審議・議論いただくことを想定していますが、各分野別委員会の意見については、

① 束ねるのみ
② ある程度の平仄をとってコンパクトにまとめる（現行の研究開発計画に近い）
③ 分野を超えた視点等で文部科学省が所掌する科学技術イノベーション政策全体に対する簡単なとりまとめをする

など、分科会としての役割には現時点でいくつかの選択肢があり得ると考えています。

その際、特に、各分野の事情、特性等に応じて、以下の論点に留意

注

1

資料3-2-1

科学技術・学術審議会

総会（第64回） R2.10.14

参考資料３
科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

（第75回） R３．２．３
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第73回研究計画・評価分科会での審議・議論を踏まえ、各分野別委員会でご議論いただきたい２つの視点

視点２：EBPMのベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プログラムの関係性について（1/2）

○ 分野別プログラムに含まれ得るエビデンスの種類（質的な内容の違いによって）について
①Expert Opinion（分科会や分野別委員会での先生方のご意見など）
②Knowledge（研究動向、社会的要請、研究組織や現場における工夫、課題など研究推進を考慮するにあたって大切な様々な意見（研究代表者

だけでなく個々の研究者の意見もある程度考慮する）など）
③Objective and Comprehensive Information from various Perspectives（研究現場から得られる情報もあり得るが、書誌情報や

統計調査の個票情報など、客観的に得られる情報も含むものとする、文部科学省においては、各分野における人材育成、国際協働、研究開発環境・
基盤の整備などの横断的な事項に関する情報が最も大切であり、これに加えて、各分野の固有事情や特性や、個別の研究開発課題の目指す狙いと
分野全体との関係性を理解するための情報をも含む、これまでこれらの情報に関する収集・把握・蓄積・分析等が必ずしも十分でなかった）

の３つがあり、これらを同列に並べて、分科会において審議・議論いただくのが理想だと考えられる。
②については、これまで担当課室や各分野別委員会の一部の委員の中では共有されていたものが多くあると考えられるが、秘匿性や機密性の問題、文字や

数字などに落とし込んで客観的・普遍的な形式知にすることにはなじみづらい等の理由から、あまり審議や議論には供されてこなかった面もある。②についての情
報の取り扱いについては、公開情報と非公開情報の取り扱い方も含めた議論が必要ではないか。

また、③については、その意義は多くの方々に理解されるも、各分野別委員会及び分野別委員会事務局の方々が大切に感じていることと、それを客観的・
俯瞰的な情報に形式知化することとの間には大きなギャップ（知恵、労力、時間、マンパワーなど）があり、即座に対応・整備していくことはかなり難しいという声
が多い。そこで、分科会事務局としては、取り組むことが出来る分野から、順次③の整備・構築を進めていく予定。

一方で、③の取組を待たずとも、①は従来からやっているが、②を充実させていくことは各分野別委員会である程度検討を進めることが可能であり、そのような
エビデンスは、分野別委員会事務局が研究現場とコミュニケーションを図っていくことでのみ得られ形式知化できるため、ここは次期より、それぞれの分野固有の
事情や特性はありつつも、非公開審議の時間確保の運用もしっかり整備しつつ、随時、取り組みを充実をしていただきたい。

○分野別プログラムに含まれ得るエビデンスの類型（分野別プログラムを見る際の視点の違いによって）について
また、分野全体を見るためのエビデンスには、見る際の視点の違いによって、大きく２つの類型がありうると考えられる。

• 一つ目は、新興分野・融合分野といった、現場からのknowledgeから生まれてくるものであり、ややボトムアップ的な吸い上げが大切であるものであり、
• 二つ目は、人材育成、国際協働などのように分野全体を俯瞰し、客観的に得ることが出来るエビデンスで、③はまさにこれに該当するが、やや個々の研究者
からの拾い上げということより、トップダウン的に得ていくものである。
この違いにも十分留意して、エビデンスの充実と審議・議論への活用を図っていただきたい。

2

分野別プログラムとは、各分野別委員会やプログラム担当課室の意向を踏まえて作成され、以下の①～③のエビデンスが盛り込
まれるが、特に、②及び③のエビデンスの内容を充実させていただきたい
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第73回研究計画・評価分科会での審議・議論を踏まえ、各分野別委員会でご議論いただきたい２つの視点

視点２：EBPMのベースとなるエビデンスと、分野別戦略・計画及び分野別プログラムの関係性について（2/2）

○分野別プログラムを対象としてみる場合にその範疇を超える視点場合について
本議論を深めていくと、議論が分野を超える視点（上述の新興分野・融合分野、人材育成ともに）の場合にそれをどう捉えるか、縦と横の関係をどうするの

か、という難しい点が生じ得る。
この点については、分科会としては、これまで示された意見の中で、例えば以下がある。
・ 他の分野別委員会との連携：原子力は防災、スパコンなどの分野と実質的に関係性があることから、ある分野を切り口としたボトムアップ的な視点
・ General Purpose Technologies：Learning Agenda設定の在り方、インフォマティクス、AI、DXのように、どの分野においても研究の進め方、研

究マネジメントの在り方や評価の仕方にも幅広く影響を及ぼすもの
さらに加えて以下の視点がある。
・ 上記を切り口に各分野での取り組みや連携をトップダウン的に審議・議論する枠組みやLearning Agenda設定、Society5.0社会や SGDs、ESG投

資などといった視点
・ 専門性のある分野の議論を国民にもわかる平易な内容に言語化、可視化等して、社会と科学技術の関係性からデザインしなおすといった視点からの

枠組みや審議・議論の進め方（科学技術社会連携委員会※との共同議論など）など、様々なやり方、アプローチ

この点については、是非、分野別委員会の中でも、それぞれの固有事情や特性、あるいは、政府全体の取組との関係での優先順位や、検討の時間軸なども考
慮していただいて、戦略・計画やプログラムがどうあるべきで、それをどのように５年程度かけて成熟化させることができるのか、という視点での審議・議論、そして、そ
の結果に基づく分科会へのフィードバックを大いに期待したい。

3

※科学技術と社会との関係については、科学技術社会連携委員会において、「新たな科学技術の社会実装に係る研究活動における人文社会科学と自然科学の連携の推進について」
（平成30年2月）が示されている。ここでは、科学者・技術者だけでは解決できず、一般市民や人文社会科学系を含めた研究者など多様なステークホルダーとの対話・協働を必要とする事
例に対しては、国連持続可能な開発サミット(2015年)において採択されたSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）、ELSI（ Ethical, Legal 
and Social Issues:新しい科学技術の分野の研究開発における倫理的・法制度的・社会的課題）、ELSIを発展的に継承した概念としてEUが提唱するRRI

（ Responsible Research and Innovation:責任ある研究とイノベーション）などの取り組みが進められる中で、ステークホルダーの相互作用に基づく共創的な科学技術イノ
ベーションのあり方として、新しい科学的知見や技術を起点とした調整型アプローチに基づくイノベーションと、社会問題や期待、社会的動向を起点とした再構築型アプローチに基づ
くイノベーションが紹介されている。
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研究計画・評価分科会の近年の審議状況

期 開催日 議 題

第10期 第68回 平成31年４月17日 （１）分科会長の選任及び分科会長代理の指名について（非公開）
（２）研究計画・評価分科会の議事運営等について（非公開）
（３）第10期研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施と研究開発課題の評価

の実施について
（４）研究開発課題の評価について（３件：中間評価１件、事後評価２件）
（５）その他

第69回 令和元年８月23日 （１）研究開発課題の評価について（一部非公開）（６件：事前評価４、中間評価２）
（２）その他

第70回 令和元年８月28日 （１）研究開発課題の評価について（６件：中間評価５、事後評価１）
（２）その他

第71回 令和２年４月23日
～４月30日

（１）科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の議事運営について
（Ｗｅｂ会議システムを利用して会議に出席する場合の取扱い）

第72回 令和２年６月11日
（Ｗｅｂ開催）

（１）研究計画・評価分科会の運営等について（非公開）
（２）研究開発課題の評価について（７件：中間６、事後１）
（３）その他

第73回 令和２年７月16日
（Ｗｅｂ開催）

（１）研究開発課題の評価について（３件：中間２、事後１）
（２）研究開発プログラム評価の試行的実施に関する議論のまとめと新たな取組について
（３）その他

第74回 令和２年９月24日
（Ｗｅｂ開催）

（１）研究開発課題の評価について（非公開）（１１件：事前８、中間１、事後２）
（２）その他

第75回 令和３年２月３日
本日 （Ｗｅｂ開催）

（１）研究開発課題の評価について（４件：中間２、事後２）
（２）その他

次回以降の審議予定

期 開催予定 議題予定

第11期 第76回 令和３年３月下旬以降
（Ｗｅｂ開催予定）

（１） 分科会長の選任及び分科会長代理の指名について（非公開）
（２） 研究計画・評価分科会の議事運営等について（非公開）
（３） その他

参考資料４
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
（第75回）Ｒ３．２．３
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研究計画・評価分科会の近年の審議状況

期 開催日 議 題

第９期 第61回 平成29年４月６日 （１）分科会長の選任及び分科会長代理の指名について（非公開）
（２）研究計画・評価分科会の議事運営等について（非公開）
（３）平成29年度研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価の実施について
（４）研究開発課題の中間評価について（３件）
（５）その他（研究開発プログラム評価について、次回から検討を始めるため検討のポイントを説明）

第62回 平成29年８月21日 （１）研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の実施について
（２）研究開発計画における指標の再検討について
（３）研究開発計画の一部改訂（案）について
（４）研究開発課題の評価について（一部非公開）（８件：事前評価５、中間評価２、事後評価１）
（５）その他

第63回 平成29年12月22日 （１）研究開発計画における指標の再検討について
（２）研究開発プログラム評価の実施方法について
（３）研究開発課題の評価について（１件：事後評価１）
（４）その他

第64回 平成30年４月13日 （１）平成30年度研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価の実施について
（２）プログラム評価における参考指標（我が国全体の状況を把握する指標）について
（３）研究開発プログラム評価の実施方法について
（４）研究開発課題の評価について（８件：中間評価３、事後評価５）
（５）部会等からの報告
（６）その他

第65回 平成30年８月20日 （１）研究開発課題の評価について（一部非公開）（８件：事前評価３、中間評価４、事後評価１）
（２）研究開発プログラム評価について
（３）その他

第66回 平成30年10月31日 （１）研究開発課題の評価について（１件：中間評価１）
（２）研究開発プログラム評価について
（３）その他

第67回 平成31年２月13日 （１）研究開発プログラム評価について
（２）研究開発課題の評価について（９件：中間評価６、事後評価３）
（３）部会等からの報告
（４）その他

（参 考）（参 考）
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第６期科学技術・イノベーション基本計画について答申素案（統合イノベーション戦略推

進会議（第８回）(1/19)）からの抜粋 

 

 

第３章 科学技術・イノベーション政策の推進体制の強化 

３．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化  

（３）統合戦略の策定と基本計画に連動した政策評価の実施 

 

基本計画において示された中長期的な政策の方向性を踏まえ、2013 年度からは年次戦

略として統合戦略を策定し、毎年の状況変化を踏まえその年度に特に重点を置くべき施

策について定めてきた。 

第６期基本計画期間中においても、毎年度、特に重点を置くべき施策について、基本計

画との関連性を明確にして年次戦略で示していく。その際、第６期 基本計画について、

指標を用いながら進捗状況の把握、評価を評価専門調査会において継続的に実施し、その

結果を年次戦略や次期基本計画の策定に活用するとともに 、必要に応じて第６期基本計

画の見直しを行うなど、社会情勢等の変化に対した柔軟な科学技術・イノベーション政策

を推進していく。このため、e-CSTI を継続的に機能拡張し、モニタリング指標の収集の

自動化や府省横断的に評価を行う基盤を 2023 年度中に稼働させるとともに、分析手法の

開発等ＥＢＰＭ高度化のための調査研究を行い、継続的に指標の改良・見直しをする。 

参考資料５ 
科学技術・学術審議会 
研究計画・評価分科会 

（第 75 回） Ｒ３.２.３ 
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